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概要について 
  

1



 

点検・評価制度の概要 

 

１ 概要 

平成 19 年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、教育委員会の責任体制を明

確化するため、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を

行うことが定められました。その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することにより、効果的

な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていくことを趣旨としています。 

 

２ 点検・評価の方法 

教育委員会では、第２次国分寺市教育ビジョンに基づいて、様々な学校教育や社会教育の活動が実

施されており、これらの活動に対して、児童・生徒やその保護者のほか、各社会教育施設の利用者な

ども含め、非常に多くの市民から、当該ビジョンに位置付けられた各施策についての評価をいただい

ています。これらに加え、令和３年度からは児童・生徒やその保護者、また、施設利用者や事業参加

者などからの声を踏まえつつ、各施策を推進する担当課において前年度の成果を取りまとめ、市民が

委員として入っている社会教育委員、青少年委員、 

文化財保護審議会委員、公民館運営審議会委員など 

からも各分野において直接意見をいただくなど、第 

２次国分寺市教育ビジョンに基づく主要施策の点検 

及び評価の流れ（右図参照）に沿って、市民からの 

意見聴取の更なる充実を図りました。 

第２次国分寺市教育ビジョンでは、４つの施策

の方向性とそれに対応する取組の柱を掲げ、さら

に、各主要施策の進捗状況を確認するとともに、

取組の柱ごとに、主要施策に沿った各事業の取組

状況について行った点検及び評価は、教育委員会

委員へ報告し、学識経験者から意見をいただきま

した。 

この点検及び評価の結果については、教育委員

会での意思決定を行い、市民への説明責任を果た

し、信頼される教育行政を推進するため、議会へ

提出するとともに公表します。 

 

３ 学識経験者の知見の活用について 

点検及び評価の実施にあたり、客観性の確保のため、教育に関し学識経験を有する２名の方から意

見をいただきました。 

千葉商科大学教授      川崎
かわさき

  知已
と も き

  氏 

東京学芸大学教授      柴田
し ば た

  彩
さ

千子
ち こ

 氏 

 

４ 経過 

国分寺市教育委員会では、平成 27 年度までは教育目標に基づく主要施策について、平成 28 年度か

ら令和２年度までは教育ビジョンに基づく主要施策について点検及び評価を行ってきました。    

令和２年２月に第２次国分寺市教育ビジョンが策定されたことに伴い、令和３年度からは第２次国

分寺市教育ビジョンに基づく主要施策について点検及び評価を行っています。 

第２次国分寺市教育ビジョンに基づく主要施策の点検及び評価の流れ

市民からの意見聴取

（児童・生徒，保護者，地域住民，各委員，ボランティア，事業・講座等参加者，利用者等）

【社会教育課】

〇社会教育委員からの意見聴取(年２回）

〇主催事業参加者アンケート（随時）

【教育総務課・学務課・学校指導課】

〇全国学力・学習状況調査（児童・生徒質問紙調査，学校質問紙調査含む）（各校４月）

〇児童・生徒及び保護者へのアンケート（各校年２回，学務課７月）

〇教育ビジョン点検評価用学校アンケート（教育総務課5月・学校指導課３月）

【公民館課】

〇公民館運営サポート会議委員からの意

見聴取

〇講座参加者アンケート（随時）

【図書館課】

〇図書館利用者懇談会参加者からの意見聴取

（各館年１回）

〇利用者からの各館設置のご意見箱での意見聴取

（随時）

教育委員会委員への報告

学識経験者からの意見聴取

教育委員会での意思決定

厚生文教委員会への報告

各課による点検及び評価のまとめ

市民からの意見聴取 （地域住民，各委員等）

【社会教育課】

〇社会教育委員からの意見聴取

〇青少年委員からの意見聴取

【教育総務課・学務課・学校指導課】

〇コミュニティ・スクール協議会委員・学校運営協議会委員からの意見聴取

【ふるさと文化財課】

〇文化財保護審議会委員からの意見聴取

〇史跡武蔵国分寺跡保存整備委員会委員からの

意見聴取

【公民館課】

〇公民館運営審議会委員からの意見聴取

【図書館課】

〇図書館運営協議会委員からの意見聴取

【ふるさと文化財課】

〇ふるさと文化財愛護ボランティアからの意見聴取

（年４回）

〇主催事業参加者アンケート（随時）
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国分寺市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱 

平成21年８月18日 

要綱第30号 

最近改正 令和７年５月20日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第26条の規定

に基づき、国分寺市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が自らの権限に属する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価（以下「点検及び評価」という。）を実施することに関し必要な事項を定めるものと

する。 

（点検及び評価の対象） 

第２条 点検及び評価の対象となる事務は、第３次国分寺市教育ビジョン（令和７年２月策定。以下「国

分寺市教育ビジョン」という。）の主要施策に関する事務事業（以下「対象事務」という。）とする。 

（点検及び評価の実施） 

第３条 点検及び評価は、国分寺市教育ビジョンの主要施策の進ちょく状況を総括するとともに、課題や

今後の取組の方向性を示すものとして、教育委員会が毎年１回実施する。 

２ 対象事務の主管課は、点検及び評価のための対象事務の取組状況や成果に関して、教育委員会への報

告を行うものとする。 

３ 点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 

（報告書の作成等） 

第４条 教育委員会は、点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成し、市議会に提

出するとともに市民に公表するものとする。 

（庶務） 

第５条 点検及び評価に関する庶務は、教育部教育総務課において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附則第２条

（旧教育長に関する経過措置）第１項の場合においては、この要綱による改正後の第１条の規定は適用せず、

この要綱による改正前の第１条の規定は、なおその効力を有する。 

附 則 （略） 

附 則  

(施行期日) 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この要綱による改正後の国分寺市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価実施要綱の規定は、令和７年度以後の事務に係る点検及び評価について適用し、令和６年度までの事務に

係る点検及び評価については、なお従前の例による。
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国分寺市教育委員会の教育目標及び第２次国分寺市教育ビジョン 

 

１ 国分寺市教育委員会の教育目標 

 

国分寺市教育委員会は、日本国憲法及び教育基本法の精神に基づき、子どもたちが平和を愛し人権

を尊重するとともに、郷土国分寺市の自然や文化を大切にして、心身ともに健康で、知性と感性に富

み、人間性豊かに成長することを願う。  

 また、学校教育と社会教育が融合し、学校・家庭・地域社会の緊密な連携のもと、誰もが生涯を通

じて主体的に学ぶとともに、進んで教育に参加する社会の実現を目指し、 

○ 互いの人格を尊重し、思いやりのある心豊かな市民 

   ○ 自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな市民 

   ○ 健康でたくましく、共に生きる市民 

の育成に努める。 

 

２ 第２次国分寺市教育ビジョン 

 

国分寺市教育委員会では、市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画として「国分

寺市教育ビジョン」（以下「教育ビジョン」という。）に続く新たな計画である「第２次国分寺市教育

ビジョン」（以下「第２次教育ビジョン」という。）を令和２年２月に策定しました。 

第２次教育ビジョンは、新たな時代においても、将来を担う子どもたちが健やかに成長し、すべて

の市民が生涯にわたって豊かな学びができる環境づくりを進めること。また、史跡武蔵国分寺跡をは

じめとした様々な歴史遺産についても、更なる保存・活用等の取組を進め、伝統や文化を大事にしつ

つ、未来を見据えたこれからの教育にも目を向けた計画です。 

教育ビジョンを推進した５年間に社会情勢は、グローバル化の進

展、共生社会の実現に向けた取組等をはじめ、持続可能な社会を実

現するための開発目標（ＳＤＧｓ）に対する取組等の新たな動きも

あり、本市の教育を取り巻く状況は、急速に変化しています。この

ような変化や「教育ビジョンに基づく主要施策の点検及び評価」に

基づく成果・課題等の整理などを踏まえ、第２次教育ビジョンの計

画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とし、主要施策

の進捗状況について点検及び評価を行います。 

第２次教育ビジョンの冊子は、各図書館で閲覧できます。また、

市ホームページに掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

4



 

 

 

（１） 第２次国分寺市教育ビジョンの目指す学びのまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 第２次教育ビジョンは、子ども、高齢者の世代の相違や、障害の有無等にかかわらずすべての市民が、学

校や社会教育施設、地域等での学びを通じて、人と人とがつながり、互いに学び合い、学びが継承され、ま

ちに学びがあふれるように、「人と人とがつながり、学びが循環するまち」を「目指す学びのまちの姿」と

します。 

 このまちづくりのためには、子どもの頃から、学校等で学びの基礎を培うことはもちろん、自ら学んでい

く姿勢･意欲を育むことが大切です。その「学びたい」という意欲にこたえるため、行政や地域等が連携し

合い、生涯を通して学ぶことができる環境整備を行っていきます。そのように学校や地域等で学んだことを、

市民一人ひとりが互いに連携して共有し、学びを地域に還元する機会の活用等により次の世代へ伝えていき

ます。これにより、まちの中で世代を超えて学びが循環することになります。 

また、第２次教育ビジョンでは、国分寺市教育委員会の教育目標を基本理念として、下記の４つの施策の

方向性を中心に、「人と人とがつながり、学びが循環するまち」を目指していきます。 

 

 

 

 

 

生きる力の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ Ⅱ 

歴史遺産を 

いかした 

学びの推進 

 

Ⅲ 

施策の方向性 

社会全体の 

教育力の向上 

確かな学力につながる 

学びの基礎の育成 

 

生涯を通じた豊かな学び 

 

 

Ⅰ 

学校教育環境の 

充実 

Ⅱ 

様々な世代のつながりを

通じた学びの分かち合い 

 

次の世代への学びの継承 

 

国分寺市 

教育委員会 

教育目標 

基本理念 

～人と人とがつながり、 

学びが循環するまち～ 

5



 

 

（２） 第２次国分寺市教育ビジョンの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要施策

(１)教育活動全体を通じて行う人権教育の充実

(２)学校・家庭・地域が連携した人権教育の推進

(１)教育活動全体を通じて行う道徳教育の充実

(２)「特別の教科　道徳」に関する実践的研究や研修の充実

(３)学校・家庭・地域が連携した道徳教育の推進

(１)いじめ防止に向けた取組の充実

(２)虐待防止に向けた取組の充実

(１)カリキュラム・マネジメントの確立

(２)主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善の推進

(３)個に応じた指導の充実

(４)家庭と連携した学習習慣の確立

(５)体験的活動を取り入れた授業等の充実

(６)指導と評価の一体化の推進

(１)国際教育の充実

(２)情報教育の充実

(３)環境教育の充実

(４)キャリア教育の充実

(１)運動能力の向上及び運動習慣の確立

(２)運動部活動等の改善・充実

(１)健康・安全教育の充実

(２)食育の推進

(３)学校・家庭・地域が連携した取組の推進

(１)特別支援教育の充実

(２)特別支援教育に関する環境整備の推進

(１)特別支援教育の理解啓発の充実

(２)就学相談の充実

(１)教育相談活動の充実

(２)不登校児童・生徒への支援の充実

(３)関係諸機関等との連携の強化

4
一人ひとりの
個性を伸ばします

1 特別支援教育体制の充実

2 特別支援教育の理解推進

3 教育相談体制の強化

3
健やかな体を
育てます

1
豊かなスポーツライフの
実現を目指した教育の充実

2
健康・安全に生活する
力の育成

2
確かな学力を
伸ばします

1
新しい時代に必要となる
資質・能力の育成

2
持続可能な社会の創り手を
育む教育の推進

施策の方向性 取組の柱

1
豊かな心を
育みます

1 人権教育の推進

2 道徳教育の推進

3
いじめ・虐待防止等に
関する取組の推進

【施策の方向性Ⅱ】学校教育環境の充実 

 

【施策の方向性Ⅰ】生きる力の育成 

 

主要施策

(１)校内研究・研修の充実

(２)授業公開の推進

(３)多様な研究活動の推進

(１)情報共有と行動連携の充実

(２)児童・生徒理解の充実、深化

(３)学校行事や児童会・生徒会活動の活性化

(１)働き方改革に向けた取組の推進

(２)学校評価の充実

(３)OJTの一層の推進

(１)地域行事等への積極的参加の奨励

(２)授業や体験活動等における外部人材との連携の強化

(１)地域の特色をいかした小・中連携教育の推進

(２)コミュニティ・スクール協議会、学校運営協議会の活性化

(３)学校情報の発信の充実

(１)『学校施設長寿命化計画』の推進

(２)快適な学校生活に向けた施設の整備

(３)ICT環境整備の充実

(１)地域や保護者と連携した防災・防犯対策の充実

(２)質の高い学校給食の推進

2
開かれた学校
づくりを進めます

1 家庭・地域との連携の推進

3
学校環境を
整えます

1 施設整備の推進

2 安全・安心な環境の充実

施策の方向性 取組の柱

1
教員の
資質・能力を
高めます

1 授業力の向上

2 生活指導力の向上

3 組織運営力の向上

4 外部折衝力の向上

6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要施策

(１)多様な学習機会・支援の充実

(２)地域の課題等の解決に向けた学習の充実

(３)体験学習の推進

(１)自主グループ活動支援の推進

(２)情報の提供と活用の推進

(３)ともに学ぶ機会の拡充

(１)学習や活動に関する情報発信の拡充

(２)持続可能な学習環境の充実

(３)ICTを活用した環境整備の推進

(１)地域で学び合う機会の創出

(２)交流活動・協働事業の推進

(３)学校施設を活用した地域づくりの推進

(１)学習成果の活用

(２)地域活動の担い手の育成

施策の方向性 取組の柱

1

誰もが
いつでも学べる
学習機会を
充実させます

1 多様な学びの提供

2 自主的な学びの支援

3 学習環境の整備

2
地域における
学びの循環を
推進します

1 学校・家庭・地域との連携

2 学びをいかす機会の創出

【施策の方向性Ⅳ】歴史遺産をいかした学びの推進 

 
主要施策

(１)文化財に触れる機会の拡充

(２)市の歴史に関する情報提供の推進

(３)学校教育での文化財活用の推進

(１)ボランティア活動支援の充実

(２)ボランティアによる文化財普及活動の拡充

(１)埋蔵文化財調査の推進

(２)総合文化財調査の推進

(１)指定重要文化財の保存・公開活用の推進

(２)文化財の公開展示の充実

(３)出土した埋蔵文化財の保存環境の整備

(１)史跡武蔵国分寺跡附東山道武蔵路の保存・活用の推進

(２)史跡武蔵国分寺跡附東山道武蔵路の公有化の推進

(３)史跡武蔵国分寺跡保存整備事業（僧寺地区）の推進

施策の方向性 取組の柱

1
文化財に対する
理解を深めます

1 文化財普及事業の推進

2
市民による文化財の
保護・普及の促進

2
文化財の
調査・保存・
活用を進めます

1 文化財の調査・研究の推進

2 文化財の保存・活用の推進

3
史跡の保存・整備・活用の
推進

【施策の方向性Ⅲ】社会全体の教育力の向上 
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教育委員会の活動について 
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組織について 

 

１ 教育委員会の構成 

教育委員会は、市長が市議会の同意を得て任命した教育長及び４人の委員で構成されています。教

育長の任期は３年、委員の任期は４年です。教育長は、教育委員会の権限に属するすべての事務をつ

かさどり、教育委員会を代表します。会議は教育長が招集し、議事は出席者（教育長及び委員）の過

半数で決します。会議運営の必要事項は教育委員会規則で定めています。 

 

令和７年４月１日現在   

職 名 氏 名 任 期 

教育長 古 屋 真 宏 令和５年５月26日～令和８年５月25日 

教育長職務代理者 大 木 桃 代 令和４年９月６日～令和８年９月５日 

委 員 辻   亜希子 令和５年12月22日～令和９年12月21日 

委 員 藤 井 健 志 令和７年２月１日～令和11年１月31日 

委 員 武 内   彰 令和５年12月22日～令和９年12月21日 
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２ 教育委員会組織図 

令和７年４月１日現在 

 

 
 

 

─── ─────┬ ─────┬────────────────┬ 庶 務 係
│ │ │
│ │ ├ シ ス テ ム 管 理 担 当
│ │ │
│ │ ├ 施 設 担 当
│ │ │
│ │ └ 企 画 係
│ │
│ ├────────────────┬ 学 務 係
│ │ │
│ │ └ 保 健 給 食 係
│ │
│ ├────────────────┬┬ 指 導 係
│ │ ││
│ │ │├ 教 職 員 係
│ │ ││
│ │ │└ 教 育 支 援 担 当
│ │ │
│ ├ └─ 指 導 主 事
│ │
│ ├────────────────────────────────────────────────社 会 教 育 担 当
│ │
│ ├ ────────────────┬ 文 化 財 保 護 係
│ │ │
│ │ ├ 史 跡 係
│ │ │
│ │ └ 文 化 財 普 及 担 当
│ │
│ ├
│ │
│ ├ ────────────────市 史 編 さ ん 担 当
│ │
│ ├ ────────────────┬ 本 多 公 民 館
│ │ │
│ │ ├ 本 多 公 民 館 事 業 係
│ │ │
│ │ ├ 恋 ケ 窪 公 民 館
│ │ │
│ │ ├ 恋ケ窪公民館事業係
│ │ │
│ │ ├ 光 公 民 館
│ │ │
│ │ ├ 光 公 民 館 事 業 係
│ │ │
│ │ ├ も と ま ち 公 民 館
│ │ │
│ │ ├ もとまち公民館事業係
│ │ │
│ │ ├ 並 木 公 民 館
│ │ │
│ │ └ 並 木 公 民 館 事 業 係
│ │
│ └ ────────────────┬ 本 多 図 書 館
│ │
│ ├ 本 多 図 書 館 担 当
│ │
│ ├ 恋 ケ 窪 図 書 館
│ │
│ ├ 光 図 書 館
│ │
│ ├ も と ま ち 図 書 館
│ │
│ └ 並 木 図 書 館
│
├
│
└

教育委員会 教 育 長 教 育 部 教 育 総 務 課

公 民 館 課

学 務 課

学 校 指 導 課

学 校 教 育 担 当

社 会 教 育 課

ふるさと文化財課

市 史 編 さ ん 室

史 跡 整 備 担 当

図 書 館 課

小 学 校（10校）

中 学 校（５校）
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教育委員会（定例会・臨時会）及び総合教育会議 

 

１ 教育委員会 

教育委員会では毎月１回定例会を開催し、教育に関する審議を行います。また、緊急に審議する必

要がある案件が生じた場合には、必要に応じて臨時会を開催しています。そのほか、研究調査が必要

な事項がある場合は、勉強会や話合いを行います。 

 

(１) 令和６年第４回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和６年５月２日（木） 場所：ひかりプラザ５階 教育資料室 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ 24 専決処分の承認について 教育総務課 承認 

２ 25 専決処分の承認について 学校指導課 承認 

３ 26 専決処分の承認について 学校指導課 承認 

４ 27 専決処分の承認について 学校指導課 承認 

５ 28 専決処分の承認について 学校指導課 承認 

６ 29 専決処分の承認について 公民館課 承認 

７ 30 令和６年度国分寺市一般会計補正予算案について 教育総務課 可決 

８ 31 令和６年度国分寺市公立学校運営協議会委員の委嘱について 学校指導課 可決 

９ 32 国分寺市社会教育委員の委嘱について 社会教育課 可決 

10 33 令和７年度使用教科用図書の採択要項の制定について 学校指導課 可決 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 寄附の受領について 教育総務課・学務課 

２ 令和６年度児童生徒数・学級数について 学務課 

３ 令和５年度第３回いじめに関する調査の結果について 学校指導課 

４ 算数教室について 学校指導課 

５ 科学教室について 学校指導課 

 

(２) 令和６年第５回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和６年５月 23日（木） 場所：ひかりプラザ５階 教育資料室 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ 34 専決処分の承認について 教育総務課 承認 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 寄附の受領について 教育総務課 
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(３) 令和６年第６回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和６年６月 27日（木） 場所：ひかりプラザ２階 203・204号室 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ 35 
国分寺市教育委員会会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬

等に関する規則の一部を改正する規則について 
教育総務課 可決 

２ 36 
国分寺市文化財展示施設条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて 

ふるさと文

化財課 
可決 

３ 37 
令和６年度国分寺市コミュニティ・スクール協議会委員の委嘱

について 
学校指導課 可決 

４ 38 
国分寺市立中学校部活動地域連携・地域移行等検討委員会委員

の任命又は委嘱について 
社会教育課 可決 

５ 39 国分寺市史跡武蔵国分寺跡保存整備委員会委員の委嘱について 
ふるさと文

化財課 
可決 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 損害賠償の額を定めることについて 教育総務課 

２ 令和５年度 寄贈図書の受領について 図書館課 

 

(４) 令和６年第７回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和６年７月 25日（木） 場所：ひかりプラザ２階 203・204号室 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ 40 専決処分の承認について 学校指導課 承認 

２ 41 令和７年度使用中学校教科用図書の採択について 学校指導課 採択 

３ 42 
令和７年度使用特別支援学級教科用図書（一般図書）の採択に

ついて 
学校指導課 採択 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 第３次国分寺市教育ビジョンの策定に向けた検討状況について 教育総務課 

２ ひかりプラザ地下駐車場消防設備について 社会教育課 

３ 
「第四次子ども読書活動推進計画」アンケート・団体ヒアリングの結果

について 
図書館課 

 

(５) 令和６年第８回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和６年８月８日（木） 場所：ひかりプラザ２階 203・204号室 
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◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ 43 令和６年度国分寺市一般会計補正予算案について 教育総務課 可決 

２ 44 国分寺市いじめ防止対策審議会委員の委嘱について 学校指導課 可決 

 

◎協議 

No 協議事項 主管課 

１ 国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会委員の推薦について 教育総務課 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 令和６年第２回定例会の一般質問について 教育総務課 

２ 市立第十小学校校舎増築工事に係る工事請負契約の一部変更について 教育総務課 

３ 寄附の受領について 教育総務課 

４ 令和７年度教育課程の編成に向けて 学校指導課 

５ 令和６年度の史跡武蔵国分寺跡整備事業について ふるさと文化財課 

６ 史跡地内トイレの改修について ふるさと文化財課 

 

(６) 令和６年第２回 国分寺市教育委員会臨時会 

日程：令和６年８月 22日（木） 場所：ひかりプラザ２階 203・204号室 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ 45 
国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の一部を改正する規

則について 
学務課 可決 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 第３次国分寺市教育ビジョンの策定に向けた検討状況について 教育総務課 

２ 令和７年度 中学校スキー移動教室の実施について 学務課 

３ 寄附の受領について 図書館課 

 

(７) 令和６年第９回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和６年９月 30日（月） 場所：ひかりプラザ５階 教育資料室 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ 46 
国分寺市における通学区域弾力的運用の審査基準及び標準処理

期間の一部改正について 
学務課 可決 

２ 47 国分寺市立第四小学校主任学校医の委嘱について 学務課 可決 

３ 48 国分寺市社会教育委員の委嘱について 社会教育課 可決 
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◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 
第３次国分寺市教育ビジョン（案）へのパブリック・コメントの実施に

ついて 
教育総務課 

２ 令和６年度中学校部活動等大会参加結果について 学校指導課 

３ 国分寺市教育７ＤＡＹＳについて 学校指導課 

４ 寄附の受領について 学校指導課 

５ 第四次国分寺市子ども読書活動推進計画の策定状況について 図書館課 

 

(８) 令和６年第 10回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和６年 10月 24日（木） 場所：ひかりプラザ２階 203・204号室 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ 49 市長の権限に属する事務の補助執行について 教育総務課 可決 

２ 50 国分寺市教育委員会事務局位置変更に関する規則について 教育総務課 可決 

３ 51 国分寺市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則について 教育総務課 可決 

４ 52 
国分寺市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令につい

て 
教育総務課 可決 

５ 53 
令和５年度第２次国分寺市教育ビジョンに基づく主要施策の点

検及び評価について 
教育総務課 可決 

６ 54 国分寺市図書館運営協議会委員の委嘱について 図書館課 可決 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 東京都統一体力テスト調査結果について 学校指導課 

２ 国分寺市中学校部活動地域連携・地域移行について 社会教育課 

 

（９) 令和６年第３回 国分寺市教育委員会臨時会 

日程：令和６年 11月７日（木） 場所：ひかりプラザ２階 203・204号室 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ 55 令和６年度国分寺市一般会計補正予算案について 教育総務課 可決 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 令和６年第３回定例会の一般質問について 教育総務課 

２ 
第四次国分寺市子ども読書活動推進計画（案）へのパブリック・コメン

トの実施について 
図書館課 
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(10) 令和６年第 11回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和６年 11月 21日（木） 場所：ひかりプラザ２階 203・204号室 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ 56 国分寺市いじめ防止対策審議会委員の委嘱について 学校指導課 可決 

２ 57 国分寺市立図書館処務規則の一部を改正する規則について 図書館課 可決 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 市立第三小学校校舎増築工事に係る工事請負契約の一部変更について 教育総務課 

２ 
令和６年 10月１日付けの児童生徒数等推計と同推計を踏まえた市立小

学校 35人学級の実施に係る対応について 
教育総務課・学務課 

３ 令和５年度不登校児童生徒数及びいじめの件数について 学校指導課 

４ 令和６年度第 1回「いじめに関する調査」の結果について 学校指導課 

５ 
令和６年度国分寺市立学校における不登校総合対策「ＴＳＵ・ＮＡ・Ｇ

Ｕ」プランについて 
学校指導課 

６ 国分寺市教育７ＤＡＹＳの報告について 

学務課・学校指導課・

ふるさと文化財課・ 

公民館課・図書館課 

 

（11） 令和６年第 12回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和６年 12月 26日（木） 場所：ひかりプラザ２階 203・204号室 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ ― 委員の議席について 教育総務課 
抽選により

議席を決定 

２ 58 専決処分の承認について 学校指導課 承認 

３ 59 国分寺市スポーツ推進計画（案）への意見について 教育総務課 可決 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 
第３次国分寺市教育ビジョン策定に係るパブリック・コメントの意見の

概要等について 
教育総務課 

２ 寄附の受領について 教育総務課 

３ 国分寺市中学校部活動地域連携・地域移行推進計画について 社会教育課 

 

（12） 令和７年第１回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和７年１月 30日（木） 場所：国分寺市役所会議室 201 
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◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ １ 令和６年度国分寺市一般会計補正予算案について 教育総務課 可決 

２ ２ 令和７年度国分寺市一般会計予算案について 教育総務課 可決 

 

◎協議 

No 協議事項 主管課 

１ 国分寺市国際協会の役員の推薦について 教育総務課 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 
令和６年度東京都教育委員会（健康づくり功労）被表彰校の決定につい

て 
学務課 

２ 令和６年度教職員の表彰について 学校指導課 

３ ひかりプラザへの指定管理者制度導入について 社会教育課 

４ 
第四次国分寺市子ども読書活動推進計画の策定に係るパブリック・コメ

ントの意見概要等について 
図書館課 

 

(13) 令和７年第１回 国分寺市教育委員会臨時会 

日程：令和７年２月６日（木） 場所：国分寺市役所会議室 201 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ ３ 令和７年度市立小中学校校長の異動について 学校指導課 可決 

２ ４ 令和７年度市立小中学校副校長の異動について 学校指導課 可決 

３ ５ 第３次国分寺市教育ビジョンの策定について 教育総務課 可決 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 令和６年第４回定例会の一般質問について 教育総務課 

２ 国分寺市次世代教育系システムの導入・運用に係る報告について 教育総務課 

 

(14) 令和７年第２回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和７年２月 27日（木） 場所：国分寺市役所会議室 201 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 令和６年度国分寺市教育委員会児童生徒表彰被表彰者の決定について 教育総務課 

２ 令和６年度卒業式・令和７年度入学式の出席について 学校指導課 

３ 令和７年度新たな市史編さん事業推進計画について 市史編さん室 
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（15） 令和７年第３回 国分寺市教育委員会定例会 

日程：令和７年３月 21日（金） 場所：国分寺市役所会議室 201 

◎議事 

No 議案番号 議案 主管課 審議結果 

１ ６ 国分寺市教育委員会管理職職員の人事異動について 教育総務課 可決 

２ ７ 
国分寺市教育委員会会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬

等に関する規則の一部を改正する規則について 
教育総務課 可決 

３ ８ 
国分寺市教育委員会職員の職務名等に関する規則の一部を改正

する規則について 
学務課 可決 

４ ９ 
国分寺市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規

則について 
学校指導課 可決 

５ 10 
国分寺市立中学校給食の実施に関する規則及び国分寺市立小学

校給食の実施に関する規則の一部を改正する規則について 
学務課 可決 

６ 11 国分寺市教育相談室設置規則の一部を改正する規則について 学校指導課 可決 

７ 12 
国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則の一部を改正する

規則について 
学校指導課 可決 

８ 13 学校産業医の選任について 学校指導課 可決 

９ 14 
国分寺市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につ

いて 
学務課 可決 

10 15 国分寺市コミュニティ・スクール協議会委員の委嘱について 学校指導課 可決 

11 16 国分寺市青少年委員の委嘱について 社会教育課 可決 

12 17 第四次国分寺市子ども読書活動推進計画の策定について 図書館課 可決 

 

◎報告 

No 報告事項 主管課 

１ 令和６年度国分寺市教育委員会児童生徒表彰式について 教育総務課 

２ 寄附の受領について 教育総務課・学務課 

３ 令和７年度小・中学校の教育課程について 学校指導課 

 

２ 総合教育会議 

平成27年度より、市長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、教育の課題や目指す姿等を共有しな

がら、効果的に教育行政を推進していくため、総合教育会議を開催しています。 

 

回 開催月日 協議・調整事項 

１ 令和６年７月 18日 
（１）国分寺学と市制施行 60周年について 

（２）（次期）国分寺市教育に関する大綱の基本的考え方について 

２ 令和７年３月 21日 
（１）国分寺市教育に関する大綱（案）第３期（令和７年度～令和 14 年度）

について 
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教育委員会委員 活動内容 

 

１ 教育委員会 

名 称 頻 度 実施日 

教育委員会定例会 月１回 原則として毎月第４木曜日 

教育委員会臨時会 ３回(随時) ８/22、11/７、２/６ 

教育委員会委員話合い 随時  

 

2 学校訪問 

名 称 頻度 実施日 

市立小・中学校訪問 ３回 ６/27（二小）、10/24（十小）、11/７（二中） 

 

3 研修 

名 称 頻 度 実施日 備 考 

東京都市教育長会研修会 １回 ７/24 

「学校教育を通じた地域の歴史文化によ

る地域の活性化」 

丁野 朗氏（(公社)日本観光振興協会総

合研究所顧問） 

東京都市町村教育委員会 

連合会研修会 
２回 

①10/８ 

②２/28 

①「言葉の力…かける言葉で子どもは変

わる―攻める防犯という考え方―」 

出口 保行氏（東京未来大学副学長兼こ

ども心理学部長） 

②「学校に行けなかった僕の気持ちと両

親や先生との関わり方～まわりの大人た

ちにしてほしかったこと～」 

棚園 正一氏（『学校に行けない僕と９

人の先生』他 著者） 

東京都市町村教育委員会 

連合会理事研修会 
２回 

①８/23 

②１/16 

①「東京都教育ビジョン（第５次）につ

いて」 

千葉 かおり氏（東京都教育庁総務部教

育政策担当課長） 

②「教育行政の現状と課題」 

小島 貴弘氏（東京都多摩教育事務所 

所長 ） 

 

4 会議等 

名 称 頻 度 実施日 備 考 

総合教育会議 ２回 ７/18、３/21  
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教育施策連絡協議会 １回 
４/24～５/31 

オンライン視聴 
※オンライン開催 

東京都市町村教育委員会 

連合会理事会 
３回 

４/30、８/23、 

１/16 
 

東京都市町村教育委員会 

連合会定期総会 
１回 ５/24  

国分寺市国際協会役員会 ４回 
５/19、９/19、

１/30、３/27 
役員として、教育委員会より１人推薦 

国分寺市国際協会定期総

会 
１回 ５/19  

国分寺市廃棄物の減量及

び再利用推進審議会 
１回 １/27 役員として、教育委員会より１人推薦 

 

5 式典 

名 称 頻度 実施日 

辞令伝達式 １回 ４/１ 

市立小・中学校入学式 
各小・中学

校１回 

４/８（小学校）、 

４/９（中学校） 

市立小・中学校卒業式 
各小・中学

校１回 

３/24（小学校） 

３/19（中学校） 

成人の日の式典 １回 １/13 

 

6 フォーラム・研究発表会 

名 称 頻 度 実施日 備 考 

教育委員会主催のフォー

ラム 
２回 

①10/30 

②11/１ 

令和６年度 国分寺市教育７ＤＡＹＳ 

①コミュニティ・スクールフォーラム 

②児童会・生徒会フォーラム 

市立小・中学校の研究発

表会 
２回 

①１/31 

②２/５ 

①国分寺市教育委員会研究協力校 研究

発表会（四小） 

②国分寺市教育研究会 研究発表会（二

中） 

 

7 その他 

名 称 

市立小・中学校の体育的行事及び文化的行事や研究発表会等の行事 

教育委員会主催の諸行事、市主催の表彰式等の行事、他団体からの依頼による式典・行事等 
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教育ビジョンに基づく主要施策の 

点検及び評価について 
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ページ 評価

1 人権教育の推進 22～23 A

2 道徳教育の推進 24～25 A

3 いじめ・虐待防止等に関する取組の推進 26～27 A

1 新しい時代に必要となる資質・能力の育成 28～29 A

2 持続可能な社会の創り手を育む教育の推進 30～31 A

1
豊かなスポーツライフの実現を目指した教
育の充実

32～33 B

2 健康・安全に生活する力の育成 34～35 A

1 特別支援教育体制の充実 36～37 A

2 特別支援教育の理解推進 38～39 A

3 教育相談体制の強化 40～41 A

1 授業力の向上 42～43 A

2 生活指導力の向上 44～45 A

3 組織運営力の向上 46～47 A

4 外部折衝力の向上 48～49 A

2
開かれた学校
づくりを進めま
す

1 家庭・地域との連携の推進 50～51 A

1 施設整備の推進 52～53 A

2 安全・安心な環境の充実 54～55 B

1 多様な学びの提供 56～57 B

2 自主的な学びの支援 58～59 B

3 学習環境の整備 60～61 B

1 学校･家庭・地域との連携 62～63 B

2 学びをいかす機会の創出 64～65 A

1 文化財普及事業の推進 66～67 A

2 市民による文化財の保護・普及の促進 68～69 A

1 文化財の調査・研究の推進 70～71 C

2 文化財の保存・活用の推進 72～73 B

3 史跡の保存・整備・活用の推進 74～75 B

学校指導課

ふるさと文化財課

A：十分な成果を上げた　B：一定の成果を上げた　C：やや成果が上がらなかった　D：成果が上がらなかった

3

生きる力の
育成

健やかな体を
育てます

Ⅱ
学校教育環
境の充実

取組の柱

1
豊かな心を
育みます

2

学校指導課

確かな学力を
伸ばします

施策の方向性

1
教員の
資質・能力を
高めます

3
学校環境を
整えます

Ⅰ

一人ひとりの
個性を伸ばし
ます

4

2
文化財の調査・
保存・活用を進
めます

Ⅲ
社会全体の
教育力の向
上

1

誰もがいつでも
学べる学習機
会を充実させま
す

2
地域における
学びの循環を
推進します

ふるさと文化財課

ふるさと文化財課

教育総務課

学務課

社会教育課、公民館課、図書館課

学校指導課

社会教育課、公民館課、図書館課

学校指導課、学務課

学校指導課

学校指導課

学校指導課

社会教育課、公民館課、図書館課

点検及び評価担当課

学校指導課

学校指導課

学校指導課

学校指導課

学校指導課

学校指導課

学校指導課

第２次国分寺市教育ビジョンに基づく主要施策の点検及び評価の担当表

社会教育課、公民館課、図書館課

社会教育課、公民館課、図書館課

ふるさと文化財課

Ⅳ
歴史遺産を
いかした学
びの推進

1
文化財に対す
る理解を深め
ます ふるさと文化財課

学校指導課
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　生きる力の育成

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

教育活動全体を通
じて行う人権教育
の充実

全校が、学校経営方針に人権
教育の取組を記載するととも
に、人権教育全体計画等の見
直しや改善を行った。

全校が、学校経営方針に人権
教育の取組を記載するととも
に、人権教育全体計画等の見
直しや改善を行った。

全校が、学校経営方針に人権
教育の取組を記載するととも
に、人権教育全体計画等の見
直しや改善を行った。また、
『国分寺市すべての人を大切
にするまち宣言』に基づく取
組についても、各校の特色を
いかし、全校で実施した。

学校指導課 5 5 5

学校・家庭・地域
が連携した人権教
育の推進

学校だよりやブログ等を通し
て、全校が家庭や地域へ人権
教育に関する取組について周
知を図った。

人権教育プログラムや市の人
権教育推進資料等を活用して
全校が校内研修を実施した。
また、学校だよりやブログ等
を通して、全校が家庭や地域
へ人権教育に関する取組につ
いて周知を図った。

人権教育プログラムや市の人
権教育推進資料等を活用し、
全学級で授業改善が図られ
た。また、学校だよりやブロ
グ等を通して、全校が家庭や
地域へ人権教育に関する取組
について周知を図った。

学校指導課 5 5 5

5 5 5

学校・家庭・地域が連携した
人権教育を推進するために、
コロナ禍における連携方法の
工夫を検討していく必要があ
る。

『国分寺市すべての人を大切
にするまち宣言』に基づく、
各学校の取組を推進していく
必要がある。

『国分寺市すべての人を大切
にするまち宣言』を活用した
取組について、各校の状況を
共有し、充実を図る必要があ
る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

説明

各学校の実態に応じた課題を
踏まえ、全校が人権教育の全
体計画や年間指導計画の見直
しや改善を図った。

各学校は、令和2年度人権尊重
教育推進校である第三小学校
の研究成果や各校の実態に応
じた課題を踏まえ、全校が人
権教育の全体計画及び年間指
導計画の見直しや改善を図っ
た。

各校の実態に応じた課題を踏
まえ、『国分寺市すべての人
を大切にするまち宣言』に基
づく取組を実施し、全校が人
権教育の全体計画及び年間指
導計画の見直しや改善を図っ
た。

評価 Ａ Ａ A

実績
小学校：100％
中学校：100％

小学校：100％
中学校：100％

小学校：100％
中学校：100％

説明
小・中学校共に、全学級が人
権教育推進委員会資料等を活
用して、授業改善を図った。

小・中学校共に、全学級が人
権教育推進委員会資料等を活
用して、授業改善を図った。

小・中学校共に、全学級が人
権教育推進委員会資料等を活
用して、授業改善を図った。

評価 Ａ Ａ A

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上
がらなかった

年度

①

②

成果指標①

成果指標②

人権教育の全体計画や年間指導計画を見直し、改善を図った学校数

人権教育推進委員会で作成した人権教育推進資料等を活用し、授業改善を図った学級の割合

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅
れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらな
かった　D:成果が上がらなかった

　子どもたちが、人権尊重の理念を理解し、実践する態度を身に付けるために、各学校で児童・生徒の発達段階に応
じ、全教育活動を通して人権尊重の意識を高め、一人ひとりを大切にした教育の充実を図っていきます。
　また、家庭・地域に対する人権教育についての啓発活動を充実させて、学校と家庭・地域との連携を図っていきま
す。
　こうした取組を通して、子どもたちの自他の大切さを認める心情や、様々な場面において自分で判断して行動をとる
ことのできる実践力等、人権が尊重される社会づくりに寄与する資質・能力を育む人権教育を推進していきます。

1

2

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

施策の方向性Ⅰ

【Ⅰ－1】 　豊かな心を育みます

取組の柱１ 　人権教育の推進
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

全校が、学校経営方針に人権
教育の取組を記載するととも
に、人権教育全体計画等の見
直しや改善を行った。人権教
育推進委員会で、『国分寺市
すべての人を大切にするまち
宣言』の実現を目指した各校
の取組を共有し、自校の取組
の改善を図った。

計画期間中、全校が学校経営
方針に人権教育の取組を記載
するとともに、人権教育全体
計画等の見直しや改善を行っ
てきた。
これにより、望ましい人間関
係の形成や他者を思いやる心
の育成をねらいとした「仲良
し月間」を設定するなど、特
色ある取組が実施され、全教
育活動を通して、人権尊重の
意識を高めてきた。

5 5

人権教育プログラムや市の人
権教育推進資料等を活用し、
全学級で授業改善が図られ
た。また、学校だよりやブロ
グ等を通じて、家庭や地域へ
取組の周知を図るとともに、
12月の人権月間では、人権標
語づくりやポスターづくりを
行うなど、各校で工夫して実
践した。

計画期間中、人権教育プログ
ラムや市の人権教育推進資料
等を活用し、校内研修を実施
し、教職員が人権感覚を磨い
た。また、学校だよりやブロ
グで、広く定期的に発信した
ことで家庭や地域等とつなが
り、人権月間には朝会で人権
擁護委員の方から講話をいた
だくなど、地域等と連携した
取組が行われるようになっ
た。

5 5

5

『国分寺市すべての人を大切
にするまち宣言』を活用した
取組について、各校の状況を
共有し、より一層充実を図る
必要がある。

令和５年度 令和６年度

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

各学校の実態に応じた課題を
踏まえ、全校が人権教育の全
体計画や年間指導計画の見直
しや改善を図った。さらに、
『国分寺市すべての人を大切
にするまち宣言』に基づく取
組を工夫して実施した。

全校で人権教育の全体計画等
の見直し・改善を行ってき
た。これにより、児童・生徒
と教員が、学年・学級の枠を
超えて対話し、子どもの声を
聞く機会を設けるなど、子ど
もたちの人権を大切にする取
組を工夫し実施してきた。

A A

小学校：100％
中学校：100％

小学校：100％
中学校：100％

小・中学校共に、全学級が人
権教育推進委員会資料等を活
用して、授業改善を図った。

全校において人権教育に係る
校内研修を実施してきた。こ
れにより、小・中学校共に、
全学級が人権教育推進委員会
資料等を活用した授業改善を
図ってきた。

A A

目標値

小学校：100％
中学校：100％

小学校：10校
中学校： ５校

現状値
（令和元年度）

―

―

次期教育ビジョンへの方向性

　一人ひとりの児童・生徒、保護者の悩みや不安の解消に向け
て、学校と教育委員会が連携しつつ取り組んできた。
　不登校児童・生徒が増加傾向であることからも、今後、児童・
生徒を総合的に支援することができるよう学校、教育委員会、関
係機関の連携を一層強化する必要がある。

　市内全校において、学校の教育課程に「人権教育の推進」を位置付け、教科の学習や学校行事
等で行われる全ての教育活動を通して推進してきた。
　令和４年度からは、児童会・生徒会フォーラムにおいて、『国分寺市すべての人を大切にする
まち宣言』に基づく各学校の取組について、代表児童・生徒が共有・協議を行ってきた。この取
組により、各学校では、学級や学年の枠を超えて学校全体で友達や先輩、先生等に感謝の思いを
伝える場を設けるなど、感謝の言葉や思いを積極的に伝えられるような学校風土を創り上げてき
た。
　また、毎年実施してきた人権教育推進委員会では、各学校の取組の参考となるよう、教科の学
習や学校行事等で実践できる人権教育の取組事例をまとめた資料を作成し発信してきた。この取
組により、市内小・中学校全校で人権教育の取組についての情報共有・理解を図るとともに、各
校における特色ある実践につなげることができた。

学校は、児童・生徒の発達段階
に応じ、全教育活動を通して人
権尊重の意識を高め、一人ひと
りを大切にした教育の充実を
図っている。

学校は研修を充実させ、  教職員
の人権感覚の向上を図るととも
に、学校だより等を通して家庭
や地域へ取組を発信しながら連
携を深めている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標
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　生きる力の育成

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

教育活動全体を通
じて行う道徳教育
の充実

全校が、学校経営方針に道徳
教育の取組を記載するととも
に、道徳教育全体計画等の見
直しや改善を図った。

全校が、学校経営方針に道徳
教育の取組を記載するととも
に、道徳教育全体計画等の見
直しや改善を図った。

全校が、学校経営方針に道徳
教育の取組を記載するととも
に、道徳教育全体計画等の見
直しや改善を図った。

学校指導課 5 5 5

「特別の教科　道
徳」に関する実践
的研究や研修の充
実

道徳教育推進委員会では、授
業実践を通した研究の成果を
まとめ、全教員にリーフレッ
トを配布した。
学校では、コロナ禍の影響に
より、研究授業や研修が実施
できないこともあったが、当
該資料の活用などを通して、
全校で授業改善を図った。

道徳教育推進委員会では、授
業実践を通した研究の成果を
まとめ、全教員にリーフレッ
トを配布した。
学校では、当該資料等を活用
しながら、研究授業や研修を
実施し、全校で授業改善を
図った。

道徳教育推進委員会では、国
分寺市の郷土教材を開発し、
教材を活用した授業研究を実
施した。その成果をリーフ
レットにまとめ、共有フォル
ダで活用できるようにした。
学校では、前年度に配布され
たリーフレット等を活用し、
全校で授業改善を図った。

学校指導課 3 5 5

学校・家庭・地域
が連携した道徳教
育の推進

道徳授業地区公開講座がコロ
ナ禍により実施できなかった
学校もあったが、学校だより
やブログ等を通して道徳教育
に関する取組の周知に努め
た。

道徳授業地区公開講座は、感
染防止対策を徹底した上で、
開催方法を工夫しながら、全
校で実施することができた。

全校が道徳授業地区公開講座
を実施した。コロナ禍には、
開催が難しかった授業公開や
意見交換会についても、各校
の規模や実態に応じて工夫し
ながら行われていた。

学校指導課 3 5 5

4 5 5

道徳が教科となった経緯を踏
まえ、授業の質的改善を更に
研究していく必要がある。

授業の質的改善を推進するた
め、道徳教育推進教員を中心
に校内での実践的な研究を更
に進めていく必要がある。

授業の質的改善を推進するた
め、道徳教育推進教員を中心
に校内での実践的な研究を充
実させていく必要がある。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

説明

各学校の実態に応じた課題を
踏まえ、全校が道徳教育の全
体計画や年間指導計画の見直
しや改善を図った。

各学校の実態に応じた課題を
踏まえ、全校が道徳教育の全
体計画や年間指導計画の見直
しや改善を図った。

各学校の実態に応じた課題を
踏まえ、全校が道徳教育の全
体計画や年間指導計画の見直
しや改善を図った。

評価 Ａ Ａ A

実績
小学校：100％
中学校：100％

小学校：100％
中学校：100％

小学校：100％
中学校：100％

説明
小・中学校共に、全学級が道
徳教育推進委員会資料等を活
用して、授業改善を図った。

小・中学校共に、全学級が道
徳教育推進委員会資料等を活
用して、授業改善を図った。

小・中学校共に、全学級が道
徳教育推進委員会資料等を活
用して、授業改善を図った。

評価 Ａ Ａ A

２　成果指標の達成状況評価

成果指標①

成果指標②

3

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅
れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらな
かった　D:成果が上がらなかった

評価の平均値

施策の方向性Ⅰ

【Ⅰ－1】

取組の柱2

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

　豊かな心を育みます

　子どもたちが、確かな倫理観や道徳性を身に付けるために、各学校で差別をすることや偏見を持つことなく、誰に対
しても公正、公平にし、正義の実現に努めることや、公徳心を持って法や決まりを守り、自他の権利を大切にし、進ん
で義務を果たすとともに、多様な考え方を尊重する心を育てます。
　さらに、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念や自立心、自尊感情等、他者と関わり、社会に貢献することができ
る力などを育む道徳教育を学校・家庭・地域が連携して推進していきます。

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上
がらなかった

　道徳教育の推進

道徳教育の全体計画や年間指導計画を見直し、改善を図った学校数

道徳教育推進委員会で作成した道徳教育推進資料等を活用し、授業改善を図った学級の割合

2

1

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

年度

①

②

課題及び
今後の方向性
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

全校が、学校経営方針に道徳
教育の取組を記載するととも
に、道徳教育全体計画等の見
直しや改善を図った。

計画期間中、全校が学校経営
方針及び教育課程に道徳教育
の推進に向けた取組を記載
し、毎年見直し、改善・充実
を図ってきた。
特に、最終年度は国分寺学と
の関連を図るなど、更なる充
実を図った。

5 5

道徳教育推進委員会では、国
分寺市の郷土教材をもとに、
授業研究を実施した。その成
果をリーフレットにまとめ、
共有フォルダで活用できるよ
うにした。
学校では、前年度に配布され
たリーフレット等を活用し、
全校で授業改善を図った。

計画期間中、道徳教育推進委
員会が開発した国分寺市の郷
土教材を基に、各学校では授
業研究を実施してきた。ま
た、これまでの研究成果等を
共有フォルダに保存すること
で、いつでも活用したり事例
を追加したりできるようにな
るなど、各学校の授業改善の
活性化につながった。

5 5

全校が道徳授業地区公開講座
を実施した。講師を招き、講
演会を実施したり、意見交換
会を開催するなど、各学校で
工夫して実施した。

計画期間中、全校で道徳授業
地区公開講座を実施し、学校
の道徳教育の取組について、
家庭・地域への理解促進を
図ってきた。また、最終年度
は、国分寺学と関連付けて、
郷土愛をテーマとした全学級
授業公開を行うなど、特色あ
る取組が実施されるように
なった。

5 5

5

道徳教育推進委員会での研究
の活性化を通して、委員の資
質・能力の向上を図り、各校
における授業の質的改善の充
実を図る。

令和５年度 令和６年度

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

各学校の実態に応じた課題を
踏まえ、全校が道徳教育の全
体計画や年間指導計画の見直
しや改善を図った。

各学校の実態に応じた課題を
踏まえ、全校が道徳教育の全
体計画や年間指導計画の見直
しや改善を図った。

A A

小学校：100％
中学校：100％

小学校：100％
中学校：100％

小・中学校共に、全学級が道
徳教育推進委員会資料等を活
用して、授業改善を図った。

小・中学校共に、全学級が道
徳教育推進委員会資料等を活
用して、授業改善を図った。

A A

目標値

―

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：100％
中学校：100％

―
現状値

（令和元年度）

全学校で、道徳授業地区公開講
座を実施するなど、学校・家
庭・地域が連携して子どもたち
の豊かな人間性を育む道徳教育
を推進している。

　学校は、道徳教育の充実を、家庭・地域とも連携し、推進する
ことができた。
　今後は、「特別の教科　道徳」を要として、学校の教育活動全
体で進め、道徳教育推進教師を中心に各校での実践的な研究の充
実を図っていく。

次期教育ビジョンへの方向性

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

　市内全校において、学校の教育課程に道徳教育の推進に向けた取組を位置付け、教科の学習や
学校行事等で行われる全ての教育活動を通して推進してきた。
　令和３年度からは、道徳教育推進委員会において、本市に係る地域教材を開発し、３年計画で
授業研究を行い、指導方法や指導内容の充実を図ることができた。
　また、全校において道徳授業地区公開講座を毎年実施してきた。この取組により、学校が取り
組む道徳教育について、保護者・地域の方々が理解を深め、学校・家庭・地域が一体となった道
徳教育を推進することができた。
　特に、令和６年度からは、完全実施となった「国分寺学」と関連させることで、「郷土の伝統
と文化の尊重、郷土を愛する心」についてより深く考え、進んで社会に貢献する力の育成につな
げることができた。

到達目標

学校は、各教科や領域の特性を
いかし、全教育活動を通して児
童・生徒がよりよく生きるため
の基盤となる道徳性の育成を計
画的に行っている。

学校は、「特別の教科　道徳」
の指導方法や指導内容の充実に
関する実践的研究や研修を充実
させている。

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
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　生きる力の育成

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

いじめ防止に向け
た取組の充実

児童会・生徒会フォーラムで
は、「ＳＴＯＰいじめ！国分
寺５カ条」「国分寺子どもｅ
ルール」の見直しをテーマに
話し合った。その後、各学校
で、話し合いの結果をいかし
た様々な取組が行われた。

児童会・生徒会フォーラムで
は、「偏見・差別」をテーマ
に話し合いを行った。中学生
が中心となって、活発に意見
交換を行うことができた。
その後、フォーラムで話し合
われたことを持ち帰り、各学
校の取組にいかすこともでき
た。

児童会・生徒会フォーラムで
は、小・中学校別のグループ
に分かれて、話し合いを行っ
たことで、協議内容を深める
ことができた。
その後、フォーラムで話し合
われたことを持ち帰り、各学
校の取組にいかすこともでき
た。

学校指導課 5 5 5

虐待防止に向けた
取組の充実

児童・生徒虐待対応担当教諭
研修会は、コロナ禍により中
止としたが、虐待対応につい
て、校内委員会等で定期的に
確認するよう校長連絡会で依
頼した。各校では、校内委員
会を月１回以上実施し、家庭
状況も含めた子どもの様子の
情報共有や対応の検討が行わ
れた。

児童・生徒虐待対応担当教諭
研修会では、事例をもとに、
具体的な対応方法を検討し
合った。
各校では、校内委員会を月１
回以上実施し、家庭状況も含
めた子どもの様子の情報共有
や対応の検討が行われた。

児童・生徒虐待対応担当教諭
研修会では、事例をもとに、
具体的な対応方法を検討し
合った。
各校では、校内委員会を月１
回以上実施し、家庭状況も含
めた子どもの様子の情報共有
や対応の検討が行われた。

学校指導課 5 5 5

5 5 5

いじめ防止に対する児童・生
徒の主体的な取組を推進する
ため、児童会・生徒会フォー
ラムや小・中連携教育等を活
用し、具体的な取組につなげ
ていく。

いじめ防止対策審議会に諮問
をしている重大事態の調査に
ついて、引き続き、法に基づ
き、適切に対応していく。
いじめを許さない意識を更に
高めるため、児童・生徒の主
体的な取組を工夫していく必
要がある。児童会・生徒会
フォーラムの実施方法や内容
を再検討していく。

児童・生徒の主体的な取組を
充実させるため、児童会・生
徒会フォーラム前後の各校の
取組を活性化する方策を検討
していく必要がある。
いじめ防止対策審議会に諮問
をしている重大事態の調査に
ついて、引き続き、法に基づ
き、適切に対応していく。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 100% 100% 100%

説明

認知したいじめの全ての案件
について、被害児童からの聞
き取りや加害児童への指導等
の対応が図られた。

認知したいじめの全ての案件
について、被害児童・生徒か
らの聞き取りや加害児童・生
徒への指導等の対応が図られ
た。

認知したいじめの全ての案件
について、被害児童・生徒か
らの聞き取りや加害児童・生
徒への指導等の対応が図られ
た。

評価 Ａ Ａ A

実績 ―
小学校：95.9％
中学校：93.2％

小学校：96.6%
中学校：94.7%

説明
コロナ禍により、全国学力・
学習状況調査が中止となった
ため、評価不能。

令和元年度と比較し、小学校
は肯定的な回答が減少し、中
学校では微増となった。

令和３年度と比較し、小・中
学校ともに肯定的な回答が増
加した。

評価 ― Ｂ B

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上
がらなかった

年度

①

②

成果指標①

成果指標②
「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思いますか。」という問いに、肯定的な
回答をした児童・生徒の割合

認知したいじめのうち、聞き取りや話合い等の対応を図った件数の割合

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅
れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらな
かった　D:成果が上がらなかった

　「国分寺市子どもいじめ虐待防止条例」に基づき、いじめを根絶するために子どもたちが自他を大切にする豊かな心
を育み、いじめを許さない強い意志を持ちながら生活できるよう、学校・家庭・地域が一体となっていじめ防止教育の
充実に取り組むとともに、早期発見・早期対応に努めます。
　また、子どもや保護者との信頼関係の構築に努め、子どもの表情や身体の変化を見逃さないように注意する等、虐待
の早期発見に努めます。虐待を発見した場合は、関係機関と連携して虐待を受けた子どもに対して必要な支援を行いま
す。

1

2

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

施策の方向性Ⅰ

【Ⅰ－1】 　豊かな心を育みます

取組の柱３ 　いじめ・虐待防止等に関する取組の推進
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

児童会・生徒会フォーラムで
は、オンラインで事前に児
童・生徒同士の打ち合わせを
行ったことで、当日の協議を
活性化させることができた。
フォーラム後、内容を各学校
で共有し、各校で具体的な取
組が行われた。

計画期間中、児童会・生徒会
フォーラムでは、いじめ防止
について児童・生徒が協議を
重ねてきた。最終年度には、
当日の協議の様子をオンライ
ンで各校に配信し、学級内で
も協議できるようにしたこと
で、全ての児童・生徒がいじ
め防止について考えることが
でき、各学校の特色ある取組
につながった。

5 5

児童・生徒虐待対応担当教諭
研修会では、事例をもとに、
具体的な対応方法を検討し
合った。
各校では、校内委員会を月１
回以上実施し、家庭状況も含
めた子どもの様子の情報共有
や対応の検討が行われた。

計画期間中、児童・生徒虐待
対応担当教諭研修会や校内に
おける研修等を開催してきた
ことで、教職員が適切な対応
方法を学び、虐待の早期発見
等に取り組むことができた。
また、スクールソーシャル
ワーカーとの連携を強化し、
関係機関も加えた対応の検討
を行うなど、適切な対応が行
われた。

5 5

5

児童・生徒の主体的な取組を
充実させることは引き続きの
課題であり、児童会・生徒会
フォーラム前後の各校の取組
をより一層活性化させる必要
がある。
いじめ重大事態については、
対応を学校と教育委員会で共
有し、法に基づいて適切に対
応していく。

令和５年度 令和６年度

100% 100%

認知したいじめの全ての案件
について、被害児童・生徒か
らの聞き取りや加害児童・生
徒への指導等の対応が図られ
た。

認知したいじめの全ての案件
について、被害児童・生徒か
らの聞き取りや加害児童・生
徒への指導等の対応が図られ
た。

A A

小学校：95.2%
中学校：94.7%

小学校：96.9%
中学校：93.4%

令和４年度と比較し、小学校
は肯定的な回答が減少し、中
学校では同様となった。

令和５年度と比較し、小学校
は肯定的な回答が増加し、中
学校では減少となった。

B B

目標値

100%

小学校：100％
中学校：100％

現状値
（令和元年度）

―

小学校：98.0%
中学校：92.7％

次期教育ビジョンへの方向性

　学校は、いじめ防止の取組を確実に実施するとともに、子ども
の小さな変化を見逃さず、虐待の早期発見等に努めてきた。
　今後は、児童会・生徒会フォーラム前後の各校の取組を活性化
する方策を検討するなどし、児童・生徒の主体的な取組のより一
層の充実を図る。また、いじめ問題については、いじめ防止対策
推進法、「国分寺市いじめ虐待防止条例」に基づき、引き続き適
切に対応していく。

　市内全校において、「国分寺市子どもいじめ虐待防止条例」に基づいた各校のいじめ防止基本
方針を作成し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組んできた。
　各学校では、自校のいじめ防止基本方針に基づき、いじめに係るアンケートを毎年複数回実施
し、いじめの発見・認知を進め、解決に向けて着実に取り組むことができた。
　さらに、児童会・生徒会フォーラムにおいて、『国分寺市すべての人を大切にするまち宣言』
に基づく各学校の取組について、代表児童・生徒が共有・協議を行う中で、いじめ防止につなが
る取組として、感謝の言葉や思いを積極的に伝えられるような魅力ある学校づくりに関する取組
が多数上げられ、主体的に自他を大切にすることについての考えを一層深めることができた。
　また、児童・生徒虐待対応担当教諭研修会等を開催することで、教職員が適切な対応方法を学
び、虐待の早期発見・早期対応等に取り組むことができた。

学校は、自他を大切にする心情
を育てるとともに、いじめを許
さない強い意識を持った児童・
生徒を育てている。

学校は、子どもや保護者との信
頼関係の構築に努め、子どもの
表情や身体の変化を見逃さない
ように注意する等、虐待の早期
発見に努めている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標
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　生きる力の育成

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

カリキュラ
ム・マネジメ
ントの確立

全校の教育課程にカリキュラム・マネジメン
トに関する内容が盛り込まれていた。また、
教科等の年間指導計画に教科横断的な視点も
反映されており、適正に実施した。

全校の教育課程にカリキュラム・マネジメン
トに関する内容が盛り込まれ、計画的・組織
的に、教育課程の編成・実施・評価及び改善
が行われた。

引き続き全校の教育課程にカリキュラム・マ
ネジメントに関する内容が盛り込まれ、計画
的・組織的に、教育課程の編成・実施・評価
及び改善が行われた。

学校指導課 5 5 5

主体的・対話
的で深い学び
の視点に立っ
た授業改善の
推進

授業改善の推進について、全校の教育課程に
明記され、校内研究等と関連させながら、全
学級で取組を進めた。

国や都の学力調査等を活用しながら状況把握
を行うとともに、授業改善推進プラン等の作
成を通して実態に応じた授業改善を全校で進
めることができた。

引き続き国や都の学力調査等を活用し、状況
把握を行うとともに、主体的・対話的で深い
学びの視点を踏まえた授業改善推進プラン等
を作成した。各校で目標を明確にし、実態に
応じた授業改善を全校で進めることができ
た。

学校指導課 5 5 5

個に応じた指
導の充実

ＧＩＧＡスクール構想による１人１台の端末
環境の効果的な活用に向け、年度末に全校で
全教員を対象に研修を行い、次年度の準備を
整えることができた。

ＧＩＧＡスクール構想による１人１台の端末
環境をいかし、個に応じた指導方法の工夫に
ついて、全校で研究を進めることができた。
また、好事例について、情報教育推進委員会
を通して共有することもできた。

ＧＩＧＡスクール構想による１人１台の端末
環境をいかし、個に応じた指導方法の工夫に
ついて、全校で研究を進めることができた。
また、研究協力校である第四中学校の研究発
表を通して、効果的な活用方法等について
も、共有することができた。

学校指導課 5 5 5

家庭と連携し
た学習習慣の
確立

コロナ禍における対応として学習支援コンテ
ンツの導入等に取り組み、家庭学習における
タブレット活用の検討にいかした。

家庭学習におけるタブレット活用について
は、各学校の実態に応じて実施方法を検討し
ている段階にある。先進校の好事例について
共有を図り、より効果的な活用方法を研究し
ていく必要がある。

長期休業期間に家庭への持ち帰りを全校が
行ったことで、家庭学習における１人１台端
末の活用について、各学校で様々な実施方法
が検討されてきた。
より効果的な活用方法については、更に研究
を進めていく必要がある。

学校指導課 5 4 4

体験的活動を
取り入れた授
業等の充実

各学校ではコロナ禍においてもグループの人
数を減らしたり、場所を広く確保したりしな
がら、体験的活動を取り入れた授業を工夫し
て行った。

各学校ではコロナ禍においても実施時期や場
所、人数等を工夫しながら、できる限り、体
験的活動を取り入れた授業を行えるよう努め
た。

コロナ対策が緩和されてきたことにより、各
校で工夫した体験的活動が多く行われるよう
になった。
特に、東京都の「子どもを笑顔にするプロ
ジェクト」には、全校が参加し、様々な体験
を行うことができた。

学校指導課 5 5 5

指導と評価の
一体化の推進

中学校では、令和３年度から学習指導要領の
全面実施となることを踏まえ、市の教育研究
会等で各教科の評価の在り方について学びな
がら、評価規準等の見直しを図った。

各学校では、学習評価における妥当性、信頼
性を高めるために、評価規準や評価方法、評
定のための手順・方法について、教員間の共
通理解を図るとともに、児童・生徒や保護者
への丁寧な説明に努めた。

各学校では、学習評価における妥当性、信頼
性を高めるために、評価規準や評価方法、評
定のための手順・方法について、教員間の共
通理解を図るとともに、児童・生徒や保護者
への丁寧な説明に努めた。

学校指導課 5 5 5

5 5 5

令和３年度から中学校において学習指導要領
が全面実施となるため、教育課程の進行管理
の徹底を図っていく必要がある。

ＩＣＴの活用等による「個別最適な学び」と
ともに、多様な他者との学び合い等による
「協働的な学び」の一体的な充実を図る必要
がある。

アフターコロナにおける教育活動の在り方に
ついて、学校と協働しながら検討していく必
要がある。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 ―
小学校：93.5%
中学校：85.6％

小学校：93.2％
中学校：86.2%

説明
コロナ禍により、都の児童・生徒の学力向上
を図るための調査が中止となったため、評価
不能。

都の平均に比べて、小学生は2.2ポイント、
中学生は、4.2ポイント高い。

都の平均に比べて、小学生は1.5ポイント、
中学生は、3.2ポイント高い。

評価 ― Ａ A

実績 ―
小学校：4.0ポイント
中学校：6.0ポイント

小学校：5.0ポイント
中学校：9.0ポイント

説明 コロナ禍により、全国学力・学習状況調査が
中止となったため、評価不能。

小・中学校共に、都の平均正答率を上回って
いた。国語についても、同様の傾向が見られ
た。

小・中学校共に、都の平均正答率を上回って
いた。国語についても、同様の傾向が見られ
た。

評価 ― Ａ A

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

成果指標①

成果指標②

授業内容の理解に関して、肯定的な回答をした児童・生徒の割合

全国学力・学習状況調査の算数・数学における東京都の平均正答率との差

年度

①

②

3

２　成果指標の達成状況評価

4

5

6

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかっ
た

　「基礎的・基本的な知識及び技能の習得」、「思考力、判断力、表現力等の育成」、「学びに向かう力、人間性等の涵養」という視点から授業改善に取り
組むとともに、指導にいかす評価を工夫していきます。その際、教科横断的な視点から教育内容を配列し、教育課程の編成を工夫します。
　また、子どもたち一人ひとりの能力や適性に応じて個別最適化された学びの実現を図るとともに、家庭と連携した学習習慣の確立に努めていきます。
　さらに、体験的な活動を重視した取組も充実していきます。

1

2

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№

主要施策（上
欄）
及び

主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

施策の方向性Ⅰ

【Ⅰ－２】 　確かな学力を伸ばします

取組の柱１ 　新しい時代に必要となる資質・能力の育成
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

全校の教育課程にカリキュラム・マネジメン
トに関する内容が盛り込まれ、学校評価を確
実に実施し、計画的・組織的に教育課程の編
成・実施・評価及び改善が行われた。

計画期間中、全学校の教育課程にカリキュラ
ム・マネジメントに関する内容を位置付けて
きたことで、教科横断的且つ系統的な指導計
画の作成につながった。特に、国分寺学にお
ける探究的な学びにおいて小・中連携した系
統的な学習計画を構築することができた。

5 5

昨年度の取組を踏まえ、国や都の学力調査等
を活用し、状況把握を行うとともに、主体
的・対話的で深い学びの視点を踏まえた授業
改善推進プラン等を作成した。校内研究では
具体的な指導法をテーマに掲げるなど、実態
に応じた授業改善を全校で進めることができ
た。

計画期間中、全学校の教育課程に主体的・対
話的で深い学びの視点を踏まえた授業改善を
位置付けてきたことで、授業改善推進プラン
の内容の充実が図られた。特に、校内研究で
は１人１台端末を活用した授業改善が盛んに
行われ、個別最適な学びと協働的な学びの一
体的な充実の推進を図ることができた。

5 5

情報教育推進委員会委員による校内還元研修
を各校で実施し、ＧＩＧＡスクール構想によ
る１人１台の端末環境をいかし、個に応じた
指導方法の工夫について、全校で研究を進め
ることができた。

計画期間において、全学校の教育課程に個別
最適な学びを踏まえた授業改善を進めること
を位置付けてきた。これにより、児童・生徒
が自らの学習計画を立てたり、自分の理解の
状況に応じてドリル教材やデジタル資料など
を選択・活用して学んだりできる工夫を講じ
た授業が実施されるようになってきた。

5 5

長期休業期間に家庭へのタブレットの持ち帰
りを全校が行い、家庭学習における１人１台
端末の活用について、各学校で実施し、研究
が進んだ。

計画期間において、全学校で長期休業期間中
の家庭へのタブレットの持ち帰りを実施した
ことで、家庭学習における1人１台端末の活
用が進んだ。特に、児童・生徒が自主的に課
題を設定し、解決に向けて探究的に取り組め
るよう宿題を工夫したことは、家庭での学習
の習慣化につなげることができた。

4 5

東京都の「子どもを笑顔にするプロジェク
ト」には、全校が参加し、豊かで体験的な活
動を行うことができた。また、農家の方と連
携した野菜作りなど、体験活動の充実が図ら
れた。

計画期間において、コロナが収束し、各学校
では、これまで制限の多かった体験的活動を
授業に積極的に取り入れるようになった。東
京都の「子どもを笑顔にするプロジェクト」
に引き続き参加するほか、特に学校のコミュ
ニティ・スクール化が段階的に進む中、農家
の方や商店を営む方など、地域人材を活用し
た授業が計画されるようになった。

5 5

各学校では引き続き、学習評価における妥当
性、信頼性を高めるために、評価規準や評価
方法、評定のための手順・方法について、教
員間の共通理解を図るとともに、児童・生徒
や保護者への丁寧な説明に努めた。

計画期間において、各学校では、評価規準や
評定手順・方法等について研修を実施し、教
員間の共通理解を図るとともに、年度当初の
保護者会等で児童・生徒や保護者への丁寧な
説明に努めた。このことは、授業改善を進
め、評価の妥当性や信頼性を高めるととも
に、児童・生徒や保護者の理解促進を図るこ
とにつながった。

5 5

5

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一
体的な充実を図るとともに、地域等と連携し
た体験活動の一層の充実を図る必要がある。

令和５年度 令和６年度

小学校：93.0％
中学校：85.2%

小学校：88.3％（※参考値）
中学校：84.1%（※参考値）

都の平均に比べて、小学生は1.2ポイント、
中学生は、2.5ポイント高い。

都の平均に比べて、小学生は2.3ポイント、
中学生は4.4ポイント高い
※東京都による調査が変更となったため、全
国学力学習状況調査を参考とした。

A A

小学校：4.0ポイント
中学校：9.0ポイント

小学校：5.0ポイント
中学校：9.0ポイント

小・中学校共に、都の平均正答率を上回って
いた。国語についても、同様の傾向が見られ
た。

小・中学校共に、都の平均正答率を上回って
いた。国語についても、同様の傾向が見られ
た

A A

現状値
（令和元年度）

小学校：91.3%
中学校：79.1％

小学校：4.0ポイント
中学校：5.0ポイント

目標値

小学校：97％
中学校：87％

小学校：5.0ポイント
中学校：6.0ポイント

学校は、読解力や情報活用能力など基盤的な学
力を確実に習得させるとともに、個人の進度や
能力、関心に応じた学びの場の充実を図ってい
る。

学校は、確かな学力の定着のために、学習意欲
や粘り強く課題に取り組む態度などを育みなが
ら、家庭での学習習慣の確立を推進している。

学校は、各教科等の特質に応じた体験的活動を
重視するとともに、体験的活動を取り入れた授
業等の充実を図っている。

学校は、児童・生徒のよい点や進歩の状況など
を積極的に評価するとともに、その評価を基に
指導の過程や成果を振り返り、授業改善を図っ
ている。

次期教育ビジョンへの方向性

　各校は、授業改善を中心にし、児童・生徒の資質・能力の向上に確実に取り組んできた。
　今後、体験活動の充実を図りながら、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充
実を基に、授業改善を図る必要がある。１人１台のタブレットの活用について、授業で日常的
な活用となっているが、より効果的な活用に向けて市全体で取り組んでいく。

　市内全校において、学校の教育課程に学習指導要領に示されている主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善を位置付けて、継続
的に取り組んできた。特に、カリキュラム・マネジメントの考えを踏まえ、複数の教科等で学んだことを関連させる教科横断的な学びを進め
てきたことで、総合的な学習の時間の取組が一層充実し、令和６年度の「国分寺学」の完全実施につながった。
　また、令和３年度に１人１台端末を児童・生徒に配布し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の推進を図ることができた。特
に、１人１台端末を活用した授業改善が進んだことで、端末の活用の仕方や活用するタイミングは、児童・生徒自らが決めるということがで
きるようになってきた。学習状況調査においては、授業内容の理解について、肯定的な回答率が東京都の平均よりも高い状況が続いている。

学校は、教科横断的な視点で教育内容の配列を
工夫しながら、学習の基盤となる資質・能力や
現代的な諸課題に対応できる力を育んでいる。

学校は、主体的・対話的で深い学びの視点を踏
まえて、授業の創意工夫や教材、教具の効果的
な活用を図るなど、目標を明確にした授業改善
を推進している。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標
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　生きる力の育成

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

国際教育の充実

外国語教育推進委員会を年間
３回開催し、授業研究を通し
て得た成果を、リーフレット
にまとめて、小学校全教員に
配布した。学校では、当該資
料等を活用した授業改善を
図った。

外国語教育推進委員会では、
小・中学校共に授業研究を実
施した。その成果をまとめた
リーフレットを小・中学校の
外国語教育に関する授業を担
当する全教員へ配布し、次年
度の授業改善にいかすよう周
知した。

外国語教育推進委員会では、
デジタル教科書の活用と指導
と評価の一体化をテーマに研
究を行い、その成果をリーフ
レットとしてまとめ、全教員
に配布するとともに、次年度
の授業改善にいかすよう周知
した。

学校指導課 5 5 5

情報教育の充実

情報教育推進委員会では、１
人１台端末の活用ルールや活
用スケジュールについて検討
した。２月に各学校に原案を
示し、３月末には全校が作成
を完了した。

情報教育推進委員会では、１
人１台端末の授業における活
用方法やオンライン学習の実
施方法等、各学校の効果的な
実践を共有し合うとともに、
各学校の抱える課題について
もその都度、検討を行った。

情報教育推進委員を講師とし
た、市主催のＩＣＴ活用研修
会を実施した。
参加者が実機に触れながら、
体験的に学べるように工夫し
たことで、研修の満足度を高
めることができた。

学校指導課 5 5 5

環境教育の充実

都の「持続可能な社会づくり
に向けた教育推進校」の指定
を受けた第一中学校の研究成
果等について、発表会を通し
て、市内全体で共有を図っ
た。

第一中学校が、都の「持続可
能な社会づくりに向けた教育
推進校」の３年目の指定を受
け、研究に取り組んだ。２月
には、オンラインの発表会も
開催し、市内全体で共有を
図った。

各校が持続可能な社会の創り
手を育む教育について、教育
課程に位置付けている。ま
た、第一中学校の研究成果を
踏まえ、各校で小・中連携教
育におけるＳＤＧｓを踏まえ
た取組が広がった。

学校指導課 5 5 5

キャリア教育の充
実

市独自の「キャリア・パス
ポート」の形式を提示し、各
学校における作成を指導して
きた。各学校では、工夫しな
がら活用を図った。

市独自の「キャリア・パス
ポート」については、各学校
の実態に応じて工夫しながら
活用を図った。

市独自の「キャリア・パス
ポート」については、各学校
の実態に応じて工夫しながら
活用を図った。

学校指導課 5 5 5

5 5 5

ＧＩＧＡスクール構想による
１人１台端末の効果的な活用
を推進するため、計画的に研
修を実施するとともに、各学
校の実践事例の共有を定期的
に行っていく。

ＧＩＧＡスクール構想による
１人１台端末の効果的な活用
方法について、各学校の実践
事例を共有するとともに、他
地区の先進的な取組を学びな
がら、研究していく必要があ
る。

引き続き１人１台端末の活用
については、より効果的な活
用方法を研究していく必要が
ある。また、次代の国分寺市
を担う子どもたちを育成する
ために、新たな学びを創造す
る「国分寺学」を推進する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
小学校：100％
中学校：　―

小学校：100％
中学校：　―

小学校：100％
中学校：100%

説明

外国語教育推進委員会が小学
校対象で開催だったため小学
校のみの評価となる。令和３
年度からは、小・中学校を対
象として委員会を開催する予
定。

令和３年度用に作成した資料
は小学校対象であったため、
小学校のみの評価となる。令
和４年度用は、小・中学校対
象の資料を作成し、年度末に
配布した。

小・中学校を対象とした資料
を活用し、各校が授業改善を
図った。令和５年度用におい
ても、小・中学校を対象とし
た資料を作成し、年度末に配
布した。

評価 Ａ Ａ A

実績
小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

説明

全校が肯定的な回答をしてい
るが小学校２校、中学校１校
が「概ねあてはまる」に留
まっている。ＧＩＧＡスクー
ル構想を踏まえた充実が課題
となる。

ＧＩＧＡスクール構想による
１人１台端末の活用が進んだ
ことにより、全校が「あては
まる」との回答となった。

１人１台端末の活用が進んで
いるとともに、第二小学校、
第二中学校では都のデジタル
教科書モデル校の指定を受
け、その成果を報告書にまと
め、各校へ普及を図った。

評価 Ｂ Ａ A

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が
上がらなかった

成果指標①

成果指標②

外国語教育推進委員会で作成した外国語教育推進資料等を活用し、授業改善を図った学級の割
合

「ＩＣＴを活用した授業を積極的に行っているか。」という問いに、肯定的な回答をした学校
数

年度

①

②

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:
遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらな
かった　D:成果が上がらなかった

3

4

　外国語教育を充実するとともに、異なる文化への理解を深め、国際社会に主体的に貢献できる人材の育成に努めま
す。
　また、情報や情報技術を受け身で捉えるのではなく、手段として活用していく力を育てるとともに、世界を変えるた
めの17の目標「ＳＤＧｓ」を踏まえて、持続可能な社会づくりのための課題解決に必要な能力・態度を育てます。
　さらに、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力についてもキャリア教育を通して育てていきま
す。

1

2

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

施策の方向性Ⅰ

【Ⅰ－２】 　確かな学力を伸ばします

取組の柱2 　持続可能な社会の創り手を育む教育の推進
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

外国語教育推進委員会では、
成果をリーフレットにまと
め、全教員に配布し、次年度
の授業改善にいかすよう周知
した。また、市内小・中学校
でＴＧＧを活用し、外国語教
育の充実を図った

計画期間において、デジタル
教科書を活用した外国語活
動・外国語科の授業が進み、
授業改善が図られた。さら
に、イングリッシュ・キャラ
バンやイングリッシュ・
ウィーク、ＴＧＧを活用し、
体験的活動を進めたことで、
児童・生徒の積極的なコミュ
ニケーション能力の向上につ
ながった。

5 5

情報教育推進委員を講師とし
た、市主催のＩＣＴ活用研修
会を夏季休業中に実施した。
また、研修に参加した教員が
所属校で講師となり、市内全
校で還元研修を実施した。

計画期間において、各学校の
教員が課題としている内容を
テーマとして、市主催のＩＣ
Ｔ活用研修会を夏季休業中に
実施するなど、継続的に取り
組んできた。授業では、児
童・生徒間の情報の共有、共
同編集、成果物の検討・再構
築などの協働的な学びの充実
につながった。

5 5

各校で「国分寺学」を試行実
施し、地域の自然や環境等に
ついて学び、持続可能な社会
づくりについて取組の充実が
図られた。

計画期間において、野川源流
スクールや日立中央研究所の
見学など、地域の自然や環境
等についての学びの場が拡充
され、持続可能な社会づくり
について取組の一層の充実が
図られた。

5 5

市独自の「キャリア・パス
ポート」については、各学校
の実態に応じて工夫しながら
活用を図った。

計画期間において、市独自の
「キャリア・パスポート」を
中心に、キャリア教育の実践
を進めてきた。学校の実態に
応じて工夫しながら進めるこ
とができた。

5 5

5

研究協力校である第四小学校
の取組を踏まえ、本格実施と
なる「国分寺学」を全校で確
実に推進し、次代の国分寺市
を担う子どもたちの育成を図
る。

令和５年度 令和６年度

小学校：100％
中学校：100%

小学校：100％
中学校：100%

小・中学校を対象とした資料
を活用し、各校が授業改善を
図った。令和６年度用におい
ても、小・中学校を対象とし
た資料を作成し、年度末に配
布した。

ＡＬＴを活用した教育活動や
小・中学校の円滑な接続のた
めの授業づくりなどの内容を
掲載した資料を活用し、各校
が授業改善を図った。

A A

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

学校指導課訪問等において、
全ての学校でＩＣＴを活用し
ている授業を見ることができ
た。

１人１台端末を教科等の特質
に合わせて工夫して活用して
おり、学校指導課訪問等にお
いて、全ての学校でＩＣＴを
活用している授業を実践する
ことができた。

A A

現状値
（令和元年度）

―

―

目標値

小学校：100％
中学校：100％

小学校：10校
中学校： ５校

次期教育ビジョンへの方向性

　各学校は、国際教育、情報教育など教育課程に位置付け、着実
に推進してきた。
　今後、次代の国分寺市を担う子どもたちを育成するために、地
域に親しみ、地域に学び、地域を考え、地域に貢献する「国分寺
学」の一層の推進を図り、新たな学びを創造する。

学校は、ＥＳＤやＳＤＧｓとの
関連を踏まえ、持続可能な社会
づくりに向けた問題の解決に必
要な資質・能力を育てている。

学校は、児童・生徒が社会的・
職業的自立に向けて必要な基盤
となる資質・能力を身に付けら
れるよう、各教科等の特質に応
じてキャリア教育を充実してい
る。

　市内全校の外国語教育担当者が集まる外国語教育推進委員会において、授業改善について協議
し、各学校の授業研究の取組成果をリーフレットにまとめ、共有を図った。
　令和５・６年度には、オーストラリアの小学校と市内小学校がオンラインで交流し、互いの文
化を紹介するなど、これまでの学習を発展させた取組の充実が図られた。
　また、学校が市内の豊富な自然を活用し、「国分寺学」として、本市の魅力の一つである「こ
くベジ」やハケを教材化し、ＳＤＧｓと関連させて学習を進めるなど、持続可能な社会の創り手
を育む教育の推進が図られた。

学校は、国際社会の中での共
存・協力を実現するために、異
文化とともに我が国の伝統や文
化についての理解とそれを尊重
する態度を育てている。

学校は、ＩＣＴを積極的に活用
しながら各教科等の学習を充実
させるとともに、情報モラル教
育の徹底を図っている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標
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　生きる力の育成

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

運動能力の向上及
び運動習慣の確立

体育の授業については、コロ
ナ禍による制約がある中、
小・中学校共に、感染防止対
策を工夫しながら、必要な指
導内容を適切に実施すること
ができた。

コロナ禍により引き続き、体
育の種目や実施方法に制約が
ある中、小・中学校共に、感
染防止対策を工夫しながら、
学習指導要領に定められた必
要な指導内容を適切に実施す
ることができた。

小・中学校共に、感染防止対
策を工夫しながら、学習指導
要領に定められた必要な指導
内容を適切に実施することが
できた。

学校指導課 5 5 5

運動部活動等の
改善・充実

専門性の高い指導を行うた
め、また、働き方改革を踏ま
え、部活動指導員を中学校全
体で５人配置した。

部活動指導員の配置数を中学
校全体で６人とし、昨年度よ
り１名増加した。
働き方改革に資する取組とし
て、更に拡充を図っていく必
要がある。

部活動指導員の配置数を中学
校全体で12人とし、昨年度よ
り６名増加した。
働き方改革に資する取組とし
て、また、部活動の地域移
行・地域連携に向けて、在り
方の検討を行うとともに、部
活動指導員等についても更に
拡充を図っていく必要があ
る。

学校指導課 5 5 5

5 5 5

働き方改革を更に促進するた
め、部活動指導員の配置人数
を増加していく。

コロナ禍により、体を動かす
機会が減少している状況を鑑
み、感染状況を踏まえなが
ら、可能な取組を意図的・計
画的に実施していく必要があ
る。

働き方改革を促進するため、
部活動指導員や外部指導員の
拡充とともに、部活動の地域
移行・地域連携の検討を進め
ていく必要がある。また、児
童・生徒が運動の楽しさや喜
びを味わえるよう体育の授業
や日常生活における体育的活
動の充実を更に図っていく必
要がある。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 ―
小学校：85.7％
中学校：76.8％

小学校：85.6％
中学校：77.5％

説明

コロナ禍により、東京都児
童・生徒体力・運動能力、生
活・運動習慣等調査が中止と
なったため、評価不能。

小学校では、高学年になるほ
ど肯定的な回答が減少してい
る。
中学校では、女子の肯定的な
回答が低い傾向がある。
小・中学校共に、都の平均に
比べて高い数値だった。

小学校で、高学年になるほど
肯定的な回答が減少するこ
と、中学校で、女子の肯定的
な回答が少ないことは昨年度
と同様であった。
小・中学校共に、都の平均に
比べて高い数値だった。

評価 ― Ｂ B

実績 ―
小学校：男子7校　女子7校
中学校：男子2校　女子3校

小学校：男子6校　女子7校
中学校：男子3校　女子2校

説明

コロナ禍により、東京都児
童・生徒体力・運動能力、生
活・運動習慣等調査が中止と
なったため、評価不能。

東京都の平均値を下回る学校
は、男子、女子共に低い数値
となっている学校が多く、学
校全体での改善策を検討する
必要がある。

東京都の平均値を下回る学校
は、男子、女子共に低い数値
となっている学校が多く、学
校全体での改善策を検討する
必要がある。

評価 ― Ｂ B

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上
がらなかった

年度

①

②

成果指標①

成果指標②

東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査において、「運動をもっとしたいと
思うか。」という問いに、肯定的な回答をした児童・生徒の割合

東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査において、小学校６年生と中学校３
年生の体力合計点が東京都の平均値を上回る学校数

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅
れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらな
かった　D:成果が上がらなかった

　体育の授業や日常生活における体育的活動を充実させ、運動の楽しさや喜びを味わわせるとともに、運動の多様な楽
しみ方を学ばせます。そして、学習したことを実生活や実社会にいかし、豊かなスポーツライフを実現することができ
るようにします。
　また、「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」の結果を活用し、課題を明確にした上で、その
課題解決に向けて各校で目標を定め、継続して取り組みます。
　中学校における運動部活動については、「運動部活動の在り方に関する方針」に基づき活動方針を定め、生徒が自主
的・自発的に活動し、バランスのとれた心身の成長と学校生活を送ることができる場となるよう、運営方法を改善・充
実させていきます。

1

2

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

施策の方向性Ⅰ

【Ⅰ－3】 　健やかな体を育てます

取組の柱１ 　豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実
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５年間の達成状況評価 B：一定の成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

学習指導要領に定められた必
要な指導内容を適切に実施す
るとともに、体育健康教育推
進校である第五中学校の取組
を市内全校に共有し、運動能
力の向上及び運動習慣の確立
に努めた。

計画期間中、学習指導要領に
定められた必要な指導内容を
適切に実施してきた。また、
体育健康教育推進校の指定を
受けた第五中学校の効果的な
取組を市内全校に発信したこ
とで、各校の運動能力の向上
に係る実践的な取組につな
がった。

5 5

部活動指導員の配置数を昨年
度より10名増員し、中学校全
体で22人とした。
働き方改革に資する取組とし
て、部活動の地域移行・地域
連携に向けて準備を進めた。

計画期間中、指導員の配置を
増員し、各運動の専門的な指
導の充実を図った。令和６年
度においては、部活動指導員
の配置数を昨年度より９名増
員し、中学校全体で31人とし
た。

5 5

5

働き方改革を促進するため、
部活動指導員や外部指導員の
拡充とともに、部活動の地域
移行・地域連携の検討を進め
ていく必要がある。また、体
育の授業や体育的活動の充実
を更に進めて必要がある。

令和５年度 令和６年度

小学校：86.3％
中学校：77.5％

小学校：88.2％
中学校：81.1％

小学校で、高学年になるほど
肯定的な回答が減少するこ
と、中学校で、女子の肯定的
な回答が少ないことは引き続
き同様であった。
小・中学校共に、都の平均に
比べて高い数値だった。

全体平均として、経年的に連
続で上昇傾向となっており、
小・中学校共に、都の平均に
比べて高い数値を維持してい
る。
学校がこれまで取り組んでき
た、できた喜びを実感できる
授業の実践成果が現れてい
る。

B B

小学校：男子８校　女子８校
中学校：男子２校　女子３校

小学校：男子６校　女子７校
中学校：男子３校　女子３校

小学校において向上が見られ
たが、小・中学校ともに低い
数値となっている学校があ
り、他校の取組を参考にする
など、引き続き、改善策を検
討する必要がある。

昨年度と比較して、小学校に
おいて、男女ともに下回る結
果となった。
特に、小学校では反復横跳
び、ソフトボール投げ、中学
校では、握力が課題である。

B B

目標値

小学校：100％
中学校：100％

小学校：10校
中学校： ５校

現状値
（令和元年度）

―

―

次期教育ビジョンへの方向性

　各学校は、運動能力の向上及び運動習慣の確立に、授業等の充
実に取り組んできた。
　今後、体育の授業や体育的活動の充実を更に進めるとともに、
部活動の地域移行・地域連携について、教員の働き方改革観点か
らも持続可能な部活動となるよう関係課で連携し、推進する必要
がある。

　市内全校において、体育の授業や日常生活における体育的活動を充実させ、運動の楽しさや喜
びを味わわせるとともに、運動の多様な楽しみ方を学ばす工夫した特色ある取組を行ってきた。
　令和５・６年度には、第五中学校において、東京都教育委員会の指定を受け、体力向上に資す
る研究を行った。運動することが好きな生徒の増加や体力テストの持久走のスコアの向上を目標
として、年３回の体力テストの実施や講師を招聘した保健体育科の授業を実施するなど、実践的
な研究を行い、市内全校に向けて取組を発表・成果の還元を図り、各学校における体力向上の取
組の充実につなげることができた。
　また、運動部活動においては、近隣の教員養成系の大学と連携し、部活動指導員や外部指導員
を継続的に配置を増やし、運動部活動の充実を図ることができた。

学校は、体育の授業や日常生活
における体育的活動を充実させ
ながら、運動能力の向上や運動
習慣の確立を図っている。

学校は、運動部活動等におい
て、生徒が自主的・自発的に活
動し、バランスのとれた心身の
成長と学校生活を送ることがで
きる場となるよう、運営方法の
改善・充実を図っている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標
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　生きる力の育成

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

健康・安全教育の
充実

保健領域の学習内容について、小・中学
校共に、全校で年間指導計画の作成が行
われるとともに、適切に進行管理がされ
た。

保健領域の学習内容について、小・中学
校共に、全校で年間指導計画の作成が行
われるとともに、適切に進行管理がされ
た。

保健領域の学習内容について、小・中学
校共に、全校で年間指導計画の作成が行
われるとともに、適切に進行管理がされ
た。

学校指導課 5 5 5

食育の推進

オリンピック・パラリンピック競技大会
のホストタウン国等の料理を提供したこ
とやコロナ禍により食材の在庫が大幅に
増加したことから国の事業による牛肉や
鯛の食材提供を受け、食への関心を高め
た。しかし、コロナ禍のため、とうもろ
こしの皮むき等、体験を通しての食育は
中止とした。

令和２年度にコロナ禍で実施できなかっ
た給食室探検、とうもろこしの皮むき等
の体験を通した食育については、感染防
止対策を徹底して実施した。また、バイ
キング給食については、令和３年度もコ
ロナ禍で実施できなかったが、代替策と
して、子ども達に人気のある献立をスペ
シャル給食として栄養士が考案し提供す
る等、様々な工夫により可能な限り食育
の推進を図った。

市内農業者の協力でブルーベリーの摘み
取り体験を行うとともに、その栄養につ
いて学びジャムを作った。その他にそら
豆のさやむきや味噌づくりなどを行っ
た。感染防止対策の徹底を図り食育活動
に努めた。ただ、バイキング給食等の感
染リスクの高い活動など実施できなかっ
たものもある。

学務課 3 4 4

学校・家庭・地域
が連携した取組の
推進

全校が、セーフティ教室や薬物乱用防止
教室を予定していたが、コロナ禍のた
め、児童・生徒のみでの開催とするなど
工夫をしながら実施した。なお、保護
者、地域に対しては、学校だよりやブロ
グ等を通して周知を図った。

セーフティ教室や薬物乱用防止教室につ
いては、コロナ禍のため、児童・生徒の
みでの開催とするなど工夫をしながら、
全校で実施した。なお、保護者、地域に
対しては、学校だよりやブログ等を通し
て周知を図った。

コロナ禍ではあったが、各校がセーフ
ティ教室や薬物乱用防止教室について、
外部講師を招へいし、開催するなど、工
夫をしながら、全校で実施した。

学校指導課 4 4 4

4 4 4

学校指導課は、学校・家庭・地域が連携
した取組を推進するため、感染防止対策
を踏まえたセーフティ教室等の実施方法
について、更に工夫を検討していく。学
務課の食育の推進については、小・中学
校の栄養士による連絡会を定期的に開催
し情報共有を行う。また農業者からの話
や体験等、食に関心が高まるような食育
指導を進めていく。

学校指導課は、学校・家庭・地域が意見
交換等ができる場の設定について、コロ
ナ禍における実施可能な方法を学校とと
もに検討していく必要がある。学務課の
食育の推進については、引き続き小・中
学校の栄養士との情報共有や、市内農業
者との交流を含めた食育指導を進めると
ともに、コロナ禍においても、食育の推
進が図れるよう様々な工夫により食育指
導を実施していく。

学校指導課は、学校・家庭・地域が意見
交換等ができる場の設定について、アフ
ターコロナにおける実施方法を学校とと
もに検討していく必要がある。
学務課では、食育の推進について児童・
生徒が安全・安心に食育活動が行えるよ
う、引き続き感染防止対策を講じながら
進めていく。食育指導の方法について
は、栄養士や市内農業者の協力を得なが
ら様々な工夫をしていく。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

説明

全校で昨年度までの課題を基に、実施内
容等の見直しや改善を図ったが、コロナ
禍による臨時休業等により、開催が中止
となった学校もあった。

感染防止対策の徹底を図り、実施可能な
方法を工夫しながら、全学校で開催する
ことができた。

感染防止対策の徹底を図り、実施可能な
方法を工夫しながら、全学校で開催する
ことができた。

評価 Ａ Ａ A

実績
各校（平均）
8.5回/年

各校（平均）
23.3回/年

各校（平均）
23.4回/年

説明
コロナ禍のため、野菜のさやむき等、児
童が密になる食育指導を中止した。

令和２年度にコロナ禍で実施できなかっ
たとうもろこしの皮むき等の体験を通し
た食育については、感染防止対策を徹底
して実施した。

さつまいもやたけのこ掘りなどの体験や
自身で献立を考えるなどの様々な食育活
動が行われた。

評価 Ｃ B B

　自分の体や心の健康に対する関心を高め、自己の健康についての課題の解決に向けて主体的に学習することを通して、生涯にわたって健康を保
持・増進しようとする態度を育てます。
　また、セーフティ教室や薬物乱用防止教室を開催して子どもたちの危機回避能力を高め、健康で安全な生活を営むことができる力を育てます。

施策の方向性Ⅰ

【Ⅰ－3】 　健やかな体を育てます

取組の柱２ 　健康・安全に生活する力の育成

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

1

2

3

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

成果指標①

成果指標②

セーフティ教室及び薬物乱用防止教室の内容を見直し、改善を図った学校数

小学校栄養職員等による食育指導の回数

年度

①

②
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

保健領域の学習内容について、小・中学
校共に、全校で年間指導計画の作成が行
われるとともに、安全教育について、研
究指定校による研究成果報告会を開催
し、その成果を小・中学校で共有するな
ど、取組の充実が図られた。

計画期間において、健康教育について、
小・中学校共に、全校で年間指導計画の
見直しが進み、他教科と関連させたり、
講師を招へいした授業を計画するなど、
様々な取組が実践されてきた。安全教育
については、第五中学校区の学校が中心
となって研究を進め、小・中学校が連携
した系統的な避難訓練の実施につながる
など、様々な工夫が図られた。

5 5

昨年度に引き続きブルーベリーの摘み取
り体験・ジャムづくり、そら豆のさやむ
き等の体験型の食育活動を実施した。鍋
給食等のまだ再開できていない食育活動
もあるが、昨年度実施できなかったバイ
キング給食については、感染症対策を徹
底して各学校で再開した。学校での初め
ての体験となり、多くの児童が食の楽し
さや大切さを学ぶことができた。

小学校では、市内農業者と協力し、ブ
ルーベリーの摘み取り、ジャムづくり、
そら豆のさやむき、枝豆のさやとり、う
ど室の見学等の体験型の食育活動を実施
し地域の特産物への理解を深めた。鍋給
食、バイキング給食、セレクト給食等、
通常献立とは異なる特別給食を各学校で
実施した。
中学校では、給食を通じて国内や諸外国
の伝統料理の提供した。栄養士は生徒自
らが適切な食事の選択を理解する能力を
身に付けることを目標に掲げ、食育活動
を各学年に実施した。
給食の時間をはじめ教育活動全体を通し
て食育を推進することができた。

4 5

各校がセーフティ教室や薬物乱用防止教
室等について、外部講師を招へいすると
ともに、保護者も参加して開催するな
ど、工夫して実施した。また、健康課題
について、児童・生徒への指導ととも
に、保護者・地域への啓発活動を行っ
た。

計画期間中、各校がセーフティ教室や薬
物乱用防止教室等の実施方法について工
夫を図ってきた。外部講師を招へいする
とともに、保護者参加型の授業を企画す
るなど、工夫して実施した。また、健康
課題について、児童・生徒への指導とと
もに、保護者・地域への啓発活動を行っ
た。

5 5

5

学校指導課は、引き続き学校・家庭・地
域が意見交換等ができる場を設定するな
ど、学校・家庭・地域の連携の推進を図
る。
学務課では、再開できていない食育活動
もあるため、感染症対策を徹底して、再
開できるように検討していく必要があ
る。一方で再開した食育活動もあるた
め、児童・生徒が食に興味を持てるよう
な様々な食育活動を引き続き実施してい
く。

令和５年度 令和６年度

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

セーフティ教室など各校で講師を招へい
し、児童・生徒向けに授業を実施した
り、保護者・地域の方も交えて開催する
など、工夫して実施した。

各学校において、警察署や民間通信業者
等を講師として招き、セーフティ教室を
実施したり、学校薬剤師や大学の薬学部
と連携して、薬物乱用防止教室を実施し
たりするなど、特色のある取組を実施し
た。

A A

各校（平均）
25.7回/年

各校（平均）
25.7回/年

まだ再開できていない食育活動もある
が、全国の味噌の食べ比べ、茹で饅頭づ
くり等を行う学校もあり、コロナ禍と比
較して食育活動の幅を広げて実施するこ
とができた。

コロナ禍で中断していた食育活動も再開
し、みそ作り、豆腐作り、読書旬間メ
ニューの提供など、幅広い食育活動を実
施することができた。

A A

　学校指導課では、市内全校が健康教育を推進できるよう、各学校の保健領域の年間指導計画を見直し、改善・充実するため
の指導・助言、研修等を継続して行ってきた。各学校では、休み時間に積極的に校庭で体を動かすことを促す取組を積極的に
企画している。
　安全教育については、市研究協力校として第十小学校を指定し、令和４・５年度の２年計画で研究を進めてきた。避難訓練
や登下校の安全、薬物乱用防止等を含めた実践的な研究を行い、市内全校に成果を還元することで、各学校における安全教育
の充実につながった。特に、予告なしの避難訓練では、児童・生徒が自ら判断し安全に行動する姿が見られるようになった。
　学務課では、コロナ禍においても児童・生徒が安全・安心に食育活動が行えるよう感染防止対策を講じ、現在もその経験を
いかして食育が滞りなく推進されている。また、食育指導の方法については、給食委員会において各学校の食育実施状況を共
有し、市内農業者の協力を得ながら作付時期の調整等を行い、児童の体験を給食につなげるなど充実した活動を行った。食育
を通じて、児童・生徒は自分の体や心の健康に対する関心が高まり、自己の健康についての課題の解決に向けて主体的に学習
し、生涯にわたって健康を保持・増進しようとする態度が養われた。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

学校は、生涯にわたって健康を保持・増進
しようとする態度や健康で安全な生活を営
むことができる力を育てている。

学校では、給食の時間をはじめ教育活動全
体を通して食育を推進している。

学校は、学校・家庭・地域が意見交換等が
できる場を設定しながら、互いに協力して
健康課題に関する取組を推進している。

次期教育ビジョンへの方向性

　学務課では、食育の推進について児童・生徒が安全・安心に食育活動が行えるよ
う、引き続き感染防止対策を講じながら進めていく。食育指導の方法については、
栄養士や市内農業者の協力を得ながら様々な工夫をしていく。
　学校指導課では、各学校で授業を中心として、健康の保持増進や安全な生活につ
いて取り組んできた。さらに、家庭・地域で連携し、健康・安全教育を進めてき
た。
　今後、現代的な健康課題について、保健領域の学習内容を年間指導計画に基づ
き、確実に実施していくとともに、学校・家庭・地域と連携した取組のより一層の
充実を図る。

現状値
（令和元年度）

－

各校（平均）
23.1回／年

目標値

小学校：10校
中学校： ５校

各校25回／年
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　生きる力の育成

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

特別支援教育の充
実

次年度小学校入学予定の御家
庭を対象に例年、特別支援教
育説明会を開催しているが、
コロナ禍のため、中止とし
た。代替として、ホームペー
ジによる広報や希望者への書
面配布を行った。

令和４年度以降の特別支援教
育の方向性を検討するため、
特別支援教育推進委員会を設
置し、検討を重ねてきた。
その検討内容を踏まえ、ま
た、パブリック・コメントも
通して、『第４次国分寺市特
別支援教育基本計画（義務教
育時）』を２月に策定した。

『第４次国分寺市特別支援教
育基本計画（義務教育時）』
に基づき、知的障害特別支援
学級の設置等について、庁内
で準備委員会を設置して検討
を行い、報告書にまとめた。
令和５年度に設置予定の検討
委員会において、本報告書を
活用して協議を行っていく。

学校指導課 4 5 5

特別支援教育に関
する環境整備の推
進

令和３年度から中学校の巡回
型特別支援教室を開始するた
め、特別支援教室運営委員会
で検討を重ね、令和２年12月
には運営マニュアルを作成
し、各校に配布した。

中学校の巡回型特別支援教室
を開始した。各学校では、運
営マニュアルに基づき、巡回
指導教員と連携しながら、支
援が必要な生徒の指導を計画
的に行うことができた。

特別支援教室の運営マニュア
ルを改訂し、各校に周知する
とともに、変更点の概要をま
とめた文書を保護者への説明
用資料として配布した。
各学校では、運営マニュアル
に基づき、適切に運営がなさ
れていた。

学校指導課 5 5 5

5 5 5

『第３次特別支援教育基本計
画（義務教育時）』を見直
し、令和４年度からの計画作
成を計画的に進めていく。

『第４次国分寺市特別支援教
育基本計画（義務教育時）』
に基づき、具体的な取組を着
実に進めていく。

知的障害特別支援学級設置等
検討委員会における検討を計
画的に進めていく。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

説明

学校生活支援シートの作成に
は、保護者の協力が不可欠な
ため、保護者への理解啓発を
更に工夫していく必要があ
る。

全校が肯定的な回答をしてい
るが小学校１校、中学校２校
が「概ねあてはまる」に留
まっている。学校生活支援
シートの必要性について、更
に啓発していく必要がある。

全校が肯定的な回答をしてい
るが小学校１校、中学校１校
が「概ねあてはまる」に留
まっている。学校生活支援
シートの必要性については、
より一層の活用について啓発
していく必要がある。

評価 Ａ Ａ A

実績
小学校：100％
中学校：100％

小学校：100％
中学校：100％

小学校：100％
中学校：100％

説明

コロナ禍により直接交流が困
難な状況ではあったが感染防
止対策を工夫しながら短時間
の直接交流ができた事例も
あったため事例の共有を図っ
ていく。

コロナ禍のため学校だよりの
送付など、間接交流の取組が
多く見られた。副籍交流をよ
り推進するため、特別支援学
校との連携強化を図ってい
く。

コロナ禍のため学校だよりの
送付など、間接交流の取組が
多く見られた。副籍交流をよ
り推進するため、特別支援学
校との連携強化を図ってい
く。

評価 Ａ Ａ A

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上
がらなかった

年度

①

②

成果指標①

成果指標②

「学校生活支援シートを必要な児童・生徒に作成し、活用しているか。」という問いに、肯定
的な回答をした学校数

副籍制度による交流希望者のうち、交流活動が行われている児童・生徒の割合

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅
れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらな
かった　D:成果が上がらなかった

　子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを的確に捉え、通常の学級でのきめ細やかな指導・支援の充実と併せて、特別
支援学級及び通級指導学級（特別支援教室）での指導・支援の充実、発展を図ります。その中で、生活や学習上の困難
を改善、克服し、主体的・積極的に社会に参画しようとする意識を育みます。

1

2

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

施策の方向性Ⅰ

【Ⅰ－4】 　一人ひとりの個性を伸ばします

取組の柱１ 　特別支援教育体制の充実
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

『第４次国分寺市特別支援教
育基本計画（義務教育時）』
に基づき、知的障害特別支援
学級の設置等について、検討
委員会を立ち上げ、協議を行
い、報告書にまとめた。
令和６年度においては、報告
書に示された内容に基づいて
進めていく。

『第4次国分寺市特別支援教育
基本計画（義務教育時）』に
基づき、特別支援教育を計画
的に推進してきた。小学校知
的障害特別支援学級の設置等
について、検討委員会の報告
書に基づき、令和８年度の開
設に向けて、児童数を注視し
ながら、関係課と連携し、計
画的に準備を進めている。

5 5

教育相談・特別支援教育コー
ディネート推進委員会で、特
別支援教室の運営や校内委員
会の取組等を見直し、協議を
重ねた。各委員の意見を踏ま
え、３月に特別支援教室の運
営マニュアルを改訂し、それ
に基づいて適切に運営されて
いる。

計画期間中、教育相談・特別
支援教育コーディネート推進
委員会や特別支援学級連絡会
で、特別支援学級や特別支援
教室での教室環境や指導方法
について、取組内容を共有
し、所属校での教育活動にい
かすことができた。

5 5

5

知的障害特別支援学級設置等
検討委員会の報告書を踏ま
え、計画的に進めていく。

令和５年度 令和６年度

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

全校が肯定的な回答をしてお
り、学校生活支援シートの活
用について、今後一層の工夫
をしていく必要がある。

全校が肯定的な回答をしてお
り、学校生活支援シートを活
用して、児童・生徒の成長を
実感できるよう、保護者との
連携についてより一層の工夫
が必要である。

A A

小学校：100％
中学校：100％

小学校：100％
中学校：100％

学校だよりの送付などの間接
交流と、小学校を訪問する直
接交流が、各学校で工夫して
実施している。

学校だよりの送付などの間接
交流とともに、学校行事に参
加する直接交流が、児童・生
徒の実態に応じて工夫して実
施されている。

A A

目標値

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：100％
中学校：100％

現状値
（令和元年度）

－

小学校：100％
中学校：100％

次期教育ビジョンへの方向性

　学校と教育委員会が連携し、『第４次国分寺市特別支援教育基
本計画（義務教育時）』に基づき、特別支援教育を着実に進めて
きた。
　今後、学校や教育委員会、関係機関が連携し、子どもたち一人
ひとりの教育的ニーズを的確に捉えながら、指導・支援の充実を
図る必要があることから、次期計画の策定を着実に行っていく。

　『第４次国分寺市特別支援教育推進計画（義務教育時）』に基づき、教育相談・特別支援教育
コーディネート推進委員会の充実、特別支援学級在籍児童数の増加への対応など、計画的に進め
てきた。
　特に、令和５年度には、小学校知的障害特別支援学級設置等検討委員会の報告書がまとまり、
小学校知的障害特別支援学級の新設の方向性を決めることができた。
　また、教育相談・特別支援教育コーディネート推進委員会を年５回開催し、市内小・中学校の
特別支援教育コーディネーターと情報共有し、課題について協議するなど、特別支援教育の充実
を図ることができた。

学校は、子どもたち一人ひとり
の教育的ニーズを的確に捉えな
がら、指導・支援の充実・発展
を図っている。

教育委員会は、特別支援学級や
特別支援教室等の環境整備を計
画的に進めるとともに、副籍制
度の適切な運営を図っている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標
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　生きる力の育成

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

特別支援教育の理
解啓発の充実

若手教員育成研修では、１～
３年次全てで特別支援教育に
関する研修を実施した。コロ
ナ禍のため、資料を基に各自
研修を行う書面開催とした。

『第４次国分寺市特別支援教
育基本計画（義務教育時）』
の策定に向け、パブリック・
コメントや市民説明会を開催
した。市民の関心は高く、多
くのご意見をいただくことが
できた。
教員に対しては、特別支援教
育コーディネート推進委員会
を臨時開催し、計画の内容に
ついて周知を図った。

『第４次国分寺市特別支援教
育基本計画（義務教育時）』
に基づき、教員一般を対象と
した研修を４回実施するなど
とともに、小学校の就学を迎
える保護者を対象とした特別
支援教育説明会も実施するな
ど、理解啓発に努めた。

学校指導課 4 5 5

就学相談の充実

個別支援委員会を年間15回開
催し、一人ひとりの子どもの
実態に応じた支援について検
討を行った。相談件数の増加
への対応が今後の課題とな
る。

『第４次国分寺市特別支援教
育基本計画（義務教育時）』
の策定に際して、個別支援委
員会の在り方についても検討
を進めてきた。
特に、都の特別支援教室ガイ
ドラインに基づく対応を図る
ため、申請方法等の変更を
行った。

『第４次国分寺市特別支援教
育基本計画（義務教育時）』
に基づき、就学相談に関する
システムの見直しを図った。
特に、特別支援教室の申請方
法を改善したことにより、個
別支援委員会における検討も
スムーズに進められるように
なった。

学校指導課 5 5 5

5 5 5

相談件数の増加に伴う、就学
相談及び教育相談の在り方に
ついて、次期計画への反映を
念頭に、特別支援教育推進委
員会で検討していく。

都の特別支援教室ガイドライ
ンに基づく対応を図るため、
特別支援教育コーディネート
推進委員会の開催回数を増や
し、学校と教育相談室（教育
委員会）の連携強化につい
て、検討していく。

特別支援教室について、学校
の実態に合った運営が図られ
るよう、学校からの意見を聞
き取りながら、運営マニュア
ルを徹底していく必要があ
る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 ― 98% 100%

説明

コロナ禍により、夏季特別支
援教育研修会は中止とし、若
手教員育成研修も書面開催と
したため、アンケートが実施
できず、評価不能。

感染防止対策を徹底した上
で、夏季特別支援教育研修会
を４回実施した。
多くの参加者から、指導の参
考になる等の回答が得られ
た。

感染防止対策を徹底した上
で、夏季特別支援教育研修会
を４回実施した。
参加者から「役に立つ」と肯
定的な回答が得られた。

評価 ― Ａ A

実績
小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

説明

コロナ禍により、講演や意見
交換会等は設定できなかった
が、学校だよりやブログを通
して各校の取組等の紹介を
行った。

コロナ禍により、保護者や地
域を対象とした講演会の設定
は難しい状況にあったが、学
校だよりやブログを通して、
全学校が理解啓発に努めた。

コロナ禍ではあったが、学校
だよりやブログとともに、保
護者や地域を対象とした講演
会を実施するなど、各校で工
夫して理解啓発に努めた。

評価 Ｂ Ｂ B

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上
がらなかった

年度

①

②

成果指標①

成果指標②

特別支援教育研修会への参加者が役に立つと回答した割合

特別支援教育に関する理解啓発の取組を行った学校数

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅
れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらな
かった　D:成果が上がらなかった

　特別な支援を必要とする子どもたちの能力や可能性を最大限に伸長するために、教員、子ども、保護者、地域住民が
特別支援教育について理解を深めていくための取組を推進していきます。
　また、子どもたち一人ひとりに適切な教育や支援を行うため、様々な機関との協議を通して就学先を検討するととも
に、必要に応じて、就学後の支援も行っていきます。

1

2

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

施策の方向性Ⅰ

【Ⅰ－4】 　一人ひとりの個性を伸ばします

取組の柱２ 　特別支援教育の理解推進
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

『第４次国分寺市特別支援教
育基本計画（義務教育時）』
に基づき、教員一般を対象と
した研修を４回実施するなど
とともに、小学校の就学を迎
える保護者を対象とした特別
支援教育説明会も年度始めと
年度終わりに、２回実施する
など、理解啓発に努めた。

計画期間において、『第４次
国分寺市特別支援教育基本計
画（義務教育時）』に基づ
き、教員を対象とした研修を
４回実施するとともに、市の
特別支援教育への取組に関す
るリーフレットを改訂し、
ホームページに掲載するな
ど、特別支援教育についての
理解を深める取組の充実を
図った。

5 5

『第４次国分寺市特別支援教
育基本計画（義務教育時）』
に基づき、就学相談に関する
システムの見直しを図った。
就学相談や保護者説明の早期
化、複数回化、受付の電子化
などの令和６年度における就
学相談の準備を進めた。

計画期間において、『第４次
国分寺市特別支援教育基本計
画（義務教育時）』に基づ
き、就学相談に関する組織や
運営体制の見直しを図り、関
係機関とも連携し、就学に関
する取組の改善・充実を図っ
た。

5 5

5

教育相談・特別支援教育コー
ディネート推進委員会の活性
化を図り、特別支援教育の理
解推進を一層図る必要があ
る。

令和５年度 令和６年度

100% 100%

夏季特別支援教育研修会を４
回実施した。
参加者から「役に立つ」と肯
定的な回答が得られた。

夏季特別支援教育研修会を４
回実施した。
参加者全員から「役に立つ」
と肯定的な回答が得られた。

A A

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

学校だよりやブログととも
に、保護者や地域を対象とし
た講演会を実施するなど、全
校で工夫して理解啓発に努め
たが、内容等について更なる
工夫が必要である。

学校だよりやブログととも
に、新たに保護者学習会や特
別支援教育の理解教育の授業
公開、学識経験者による講演
会の実施など、各校で工夫し
て理解啓発に努め、内容が充
実した。

B A

目標値

100%

小学校：10校
中学校： ５校

現状値
（令和元年度）

99%

－

次期教育ビジョンへの方向性

　特別支援教育の市民説明会を実施するなど、理解啓発に取り組
んできた。
　今後、保護者等への一層の理解・啓発に向け、教育相談・特別
支援教育コーディネート推進委員会の活性化を図り、学校から保
護者への理解・啓発を充実させるとともに、ホームページの改善
を進めなど、取組を充実させる必要がある。

　『第４次国分寺市特別支援教育基本計画（義務教育時）』に基づき、特別支援教育の理解・啓
発に取り組んだ。とくに、特別支援教育の説明会を実施するとともに、市のホームページにリー
フレットや動画資料を掲載したことで、市民の方々の理解につながった。。
　また、就学相談においては、年３回の療育機関との打ち合わせを通して、就学先の検討を丁寧
に行った。就学後においても支援の継続が図れるよう、就学支援シートの周知・啓発を行うなど
取組の充実が図られた。

教育委員会及び学校は、教員、
子ども、保護者、地域住民が特
別支援教育について理解を深め
ていくための取組を充実させて
いる。

教育委員会は、子どもたち一人
ひとりに適切な教育や支援を行
うため、様々な機関との協議を
通して就学先を検討するととも
に、必要に応じて就学後も関係
機関と連携して支援している。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標
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　生きる力の育成

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

教育相談活動の充
実

臨時休業明けには、小学校５
年生と中学校１年生を対象
に、スクールカウンセラーの
全員面接を全校で実施し、コ
ロナ禍における子どもたちの
状況把握に努めた。

各学校では、スクールカウン
セラーの全員面接や教員によ
る長期休業前後の細やかな見
取り等を通して、コロナ禍に
おける子どもたちの状況把握
を丁寧に行った。

各学校では、小学校５年生と
中学１年生を対象としたス
クールカウンセラーの全員面
接や教員による長期休業前後
の細やかな見取り等を通し
て、子どもたちの状況把握を
丁寧に行った。

学校指導課 5 5 5

不登校児童・生徒
への支援の充実

トライルームの利用者数が増
加していることを踏まえ、８
月から本多公民館に「トライ
ルームほんだ」を新設し、週
２日の試行的運用を開始し
た。

トライルームの利用者数の増
加を踏まえ、「トライルーム
ほんだ」の開室日を３日に増
加した。「トライルームほん
だ」は、保護者の相談先とし
ても、数多く活用された。

学校マネジメント講座のテー
マを「第２次国分寺市教育ビ
ジョンに基づいた不登校対策
の推進」とし、受講者の研究
を支援してきた。その研究の
成果をいかし、次年度からの
不登校対応の改善を図った。

学校指導課 5 5 5

関係諸機関等との
連携の強化

２名のスクールソーシャル
ワーカーが、学校を定期的に
巡回し、児童・生徒の状況把
握や家庭訪問等を通した支援
などを行いながら、一人ひと
りの状況に応じた丁寧な対応
に努めた。

スクールソーシャルワーカー
を３名に増員したことで、学
校の巡回回数を増加した。ヤ
ングケアラーへの支援も含
め、よりきめ細かな対応が図
れるようにした。

スクールソーシャルワーカー
を４名に増員し、週１回、学
校に巡回できるようにした。
ヤングケアラーへの支援も含
め、よりきめ細かな対応が図
れるようにした。

学校指導課 5 5 5

5 5 5

不登校児童・生徒への支援の
充実を図るため、トライルー
ムほんだの開設日の増加等を
検討していく必要がある。

スクールソーシャルワーカー
の対応件数が増加傾向にある
ことを踏まえ、更に拡充を図
る必要がある。

不登校児童・生徒数の上昇傾
向が継続して見られているこ
とから、対応の充実と新たな
施策を検討していく必要があ
る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
教育相談　371件
電話相談　  56件

教育相談　466件
電話相談　  48件

教育相談　481件
電話相談　  59件

説明

コロナ禍により、４、５月の
対面相談が行えなかったた
め、教育相談の件数は減少
し、電話相談が増加する結果
となった。

感染防止対策を徹底した上
で、対面面談が行えるように
なったため、教育相談の件数
が大幅に増加し、電話相談の
件数は微減となった。

コロナ禍ではあったが、感染
防止対策を徹底した上で、対
面面談を実施し、電話相談も
継続的に受け付けたことか
ら、件数が増加した。

評価 Ａ Ａ A

実績 100% 100% 100%

説明

トライルームでは、学校と密
に連絡を取りながら、面接や
論文等の練習を継続して実施
した。３月末には、全員が進
路を決定した。

トライルームでは、学校や保
護者と密に連絡を取りなが
ら、生徒本人の思いに寄り
添った進路指導を行ってい
る。３月末には、全員が進路
を決定した。

トライルームでは、昨年度に
引き続き学校や保護者と密に
連絡を取りながら、生徒本人
の思いに寄り添った進路指導
を行っている。３月末には、
全員が進路を決定した。

評価 Ａ Ａ A

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が
上がらなかった

年度

①

②

成果指標①

成果指標②

教育相談室における相談件数

トライルーム利用生徒の進路決定率

3

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:
遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらな
かった　D:成果が上がらなかった

　子どもたちが毎日元気に充実した生活を送るために、悩みを持った子どもや保護者等が相談しやすい体制や環境を整
備します。また、相談内容に応じて関係諸機関と連携を図り、問題解決のための方策を探っていきます。

1

2

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

施策の方向性Ⅰ

【Ⅰ－4】 　一人ひとりの個性を伸ばします

取組の柱3 　教育相談体制の強化
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

各学校では引き続き、小学校
５年生と中学１年生を対象と
したスクールカウンセラーの
全員面接や教員による長期休
業前後の細やかな見取り等を
通して、子どもたちの状況把
握を丁寧に行った。

計画期間において、小学校５
年生と中学校１年生を対象と
したスクールカウンセラーに
よる全員面接を継続して実施
した。令和６年度には、１学
期に教育相談員による巡回相
談を実施し、学校における教
育相談活動の充実につながっ
た。

5 5

トライルームにおいて、体験
的な活動の充実を図った。ま
た、試行的に「オンライント
ライルーム」を実施するな
ど、一人ひとりのニーズに対
応する新たな取組を行った。

「トライルームほんだ」の新
設や開室日の増加など、支援
の充実を図った。令和６年度
には、「バーチャル・トライ
ルーム」を開設し、児童・生
徒が自ら選択して学びを進め
られるように支援した。

5 5

４名のスクールソーシャル
ワーカーが、週１回、学校を
巡回し、支援を必要とする児
童・生徒に対して、学校と連
携して対応した。また、要保
護児童対策地域協議会等に出
席し、情報共有を図り、連携
を深めた。

計画期間において、スクール
ソーシャルワーカーを計画的
に増員してきたことで、アウ
トリーチ型の支援が可能とな
り、支援を必要とする児童・
生徒に効果的に対応すること
ができた。また、学校からの
要望に対して機動的に対応す
ることができるようになっ
た。

5 5

5

不登校児童・生徒が増加傾向
であることから、一人ひとり
の状況を的確に把握し、個に
応じた支援を総合的に進めて
いく必要がある。

令和５年度 令和６年度

教育相談　474件
電話相談　  71件

教育相談  494件
電話相談　 34件

対面での相談と電話での相談
を保護者のニーズに基づいて
柔軟に実施した。

電子受付を開始したことで、
相談者側・運営側ともに効率
的な運営につながった。ま
た、相談の内容を把握した上
で対面による面談が可能とな
り、保護者の思い受け止め、
丁寧に相談を実施することが
できた。

A A

100% 100%

トライルームでは、昨年度に
引き続き学校や保護者と密に
連絡を取りながら、生徒本人
の思いに寄り添った進路指導
を行っている。３月末には、
全員が進路を決定した。

学校と連携して生徒の面接指
導をしたり、保護者対象の進
路に係る説明会を実施した
り、生徒と保護者の思いに寄
り添いながら進路指導を行
い、３月末には、全員が進路
を決定した。

A A

目標値

500件

100%

現状値
（令和元年度）

教育相談　417件
電話相談　  39件

100%

教育委員会や学校は、スクール
ソーシャルワーカーを中心に、
関係諸機関と連携し、課題解決
を図っている。

次期教育ビジョンへの方向性

　一人ひとりの児童・生徒、保護者の悩みや不安の解消に向け
て、学校と教育委員会が連携しつつ取り組んできた。
　不登校児童・生徒が増加傾向であることからも、今後、児童・
生徒を総合的に支援することができるよう学校、教育委員会、関
係機関の連携を一層強化する必要がある。

 　悩みや不安を抱える児童・生徒が、いつでも相談することができるように、全児童・生徒を対
象として相談窓口一覧を配布してきた。
　令和６年度には、学校の相談窓口や市の相談先・支援機関を一覧にしたリーフレットを作成
し、全児童・生徒及び保護者に配布し、支援の強化を図った。また、教育委員会において、オン
ラインを活用した相談体制の強化を図り、児童・生徒及び保護者が相談しやすい体制を整備した
ことで、より丁寧な相談活動ににつながった。
　さらに、スクールソーシャルワーカーの計画的な増員により、学校での相談体制が整備される
とともに、関係諸機関との連携が進んだことで、家庭への支援が強化された。

教育委員会は、教育相談室の定
期的な巡回やスクールカウンセ
ラーの配置等を通して、各学校
の教育相談活動の充実を図って
いる。

学校は、不登校児童・生徒一人
ひとりの状況を丁寧に把握し、
サポート教室やトライルーム等
を活用しながら、寄り添った対
応を図っている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標
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　学校教育環境の充実

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

校内研究・研修の充
実

夏季特別研修等、希望参加の研修
はコロナ禍のため中止となった
が、若手教員育成研修や中堅教諭
資質向上研修等の職層研修は、方
法を工夫して実施した。

コロナ禍においても、リモートを
活用した授業研究や協議会を実施
するなど、各学校が工夫して校内
研究に取り組んだ。
夏季特別研修や職層研修等も、同
様に開催方法を工夫して全て実施
した。

コロナ禍の経験をいかし、リモー
トを活用した授業研究や協議会も
実施しながら、各学校が工夫して
校内研究に取り組んだ。
夏季特別研修や職層研修等も、同
様に開催方法を工夫して全て実施
した。

学校指導課 4 5 5

授業公開の推進

コロナ禍により、授業の公開は困
難な状況だったが、各学校では、
おたよりやＳＮＳ等を通して、授
業や取組等の様子について積極的
に情報発信を行った。

各学校では、感染防止対策の徹底
を図り、参観人数を時間ごとに分
けたり、リモートを活用したりし
て、日常の学習活動の様子を工夫
して公開するよう努めた。

各学校では、これまでの経験をい
かし、感染防止対策を図りなが
ら、日常の学習活動の様子を計画
的に公開することができた。

学校指導課 4 5 5

多様な研究活動の推
進

市教育研究会では、各教科等の部
会ごとに、研究授業を通した実践
的な研究等に取り組んだ。コロナ
禍のため、紙面発表を通して、情
報共有を行った。

市教育研究会では、各教科等の部
会ごとに、リモートを活用した
り、密にならないよう開催場所を
工夫したりして、積極的に研究活
動を進めた。

市教育研究会では、各教科等の部
会ごとに、研究授業を通した実践
的な研究等に取り組んだ。研究の
成果は、紙面発表と成果データの
共有を通して、情報共有を行っ
た。

学校指導課 4 5 5

4 5 5

教員の授業力向上を推進するた
め、感染防止対策を踏まえた実施
方法を工夫しながら、計画的に職
層研修や専門教育研修を実施して
いく。

授業改善を図るための効果的なＩ
ＣＴの活用について、更に研究を
深めていく必要がある。

「個別最適な学び」と「協働的な
学び」の一体的な充実に向け、授
業改善を更に進めていく必要があ
る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
小学校：４校
中学校：１校

小学校：７校
中学校：１校

小学校：７校
中学校：２校

説明

コロナ禍による臨時休業等の影響
もあり、研究授業を計画的に実施
することが困難な状況であった
が、実態に応じて実施方法を工夫
した。

年間５回以上に達していない学校
も概ね３・４回は開催していた。
また、研究の基礎段階として、講
師を招いた講演会を主として行っ
ている学校もあり、各学校が特色
のある研究活動を進めていた。

年間５回以上実施している学校
が、昨年度と比較して中学校で１
校増加した。また市内小学校で研
究発表会を開催し、研究の成果を
市内学校で共有した。

評価 Ｃ Ｂ B

実績 ― 5.1日 9.6日

説明
コロナ禍により、保護者や地域を
対象とした学校公開が行える状況
ではなかったため評価不能。

各学校が、その時々の感染状況を
確認しながら、また、感染防止対
策を工夫し、可能な範囲で学校公
開を実施した。
小学校：5.0日
中学校：5.2日

各学校が、これまでの経験をいか
し、感染防止対策を工夫して実施
したことで、学校公開の実施した
日数が増加した。
小学校：9.1日
中学校：10.8日

評価 ― Ｂ B

施策の方向性Ⅱ

【Ⅱ－１】 　教員の資質・能力を高めます

取組の柱１ 　授業力の向上

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　急速な社会の変化に主体的に向き合い、他者と協働して、物事を解決しようとする資質・能力を子どもたちに身に付けさせるた
め、教員は、研究と修養に努めるとともに、ＰＤＣＡサイクルを活用した授業改善に取り組みます。具体的には、各学校の校内研
究の充実を図るとともに、多様な研究活動による成果を市全体で共有していきます。
　さらに、積極的に授業を公開し、授業改善にいかしていきます。

1

2

3

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

２　成果指標の達成状況評価

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている
１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成
果が上がらなかった

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかっ
た

年度

成果指標①

①

②

成果指標②

研究協議会を設定した校内授業研究会を年間５回以上開催した学校数

小・中学校が学校公開を実施した平均日数
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

講師を招へいし、授業研究や協議
会を実施するなど、各学校が工夫
して校内研究に取り組んだ。
夏季特別研修や職層研修等は、教
員が会場に集合し、対面形式での
協議等を通して、授業力の向上に
取り組んだ。

計画期間において、講師を招へい
し、授業研究や協議会を実施した
り、市や都主催の研修会に、オン
ライン等も活用して参加するな
ど、教員が主体的に研さんを積
み、授業力の向上が図られた。

5 5

各学校において、年間10日程度
の授業公開を実施し、保護者・地
域住民から学校評価等を通して、
客観的な評価を受け、授業改善に
いかした。

計画期間において、各学校では、
年間10日程度の授業公開を実施
してきた。年間を通して学校の様
子を保護者・地域住民に公開し、
アンケート等を通して、客観的な
立場からの率直な評価を受け、授
業改善にいかした。

5 5

市教育研究会では、各教科等の部
会ごとに、研究授業を通した実践
的な研究等に取り組んだ。年度末
に発表会を開催し、研究の成果に
ついて、口頭発表と紙面発表を行
い、成果データの共有を通して、
情報共有を行った。

計画期間において、市教育研究会
などで、研究授業を通した実践的
な研究等に取り組んだ。
また、研究発表会を開催するとと
もに、研究の成果を冊子にまと
め、市内全校で共有し、実践的な
指導力の向上が図られた。

5 5

5

各学校において、授業実践を通し
て「個別最適な学び」と「協働的
な学び」の一体的な充実に向け、
１人１台端末を効果的に活用し
て、授業改善を更に進めていく必
要がある。

令和５年度 令和６年度

小学校：８校
中学校：１校

小学校：７校
中学校：１校

年間５回以上実施している学校
が、昨年度と比較して中学校で１
校減少したが、概ね３・４回は開
催していた。また市内小学校で研
究発表会を開催し、研究の成果を
市内学校で共有した。

昨年度と比較して、小学校で１校
減少したが、各学校では、概ね
３・４回は開催していた。

B B

10.4日 10.4日

各学校が、これまでの経験をいか
し、感染防止対策を工夫して実施
したことで、学校公開の実施した
日数が増加した。
小学校：9.5日
中学校：11.2日

各学校が、これまでの経験をいか
し、学校公開を実施した日数が増
加した。
小学校：9.5日
中学校：11.6日

A A

　コロナ禍を経て、１人１台端末の整備など、急速に児童・生徒の学習環境が変化する中、教員はオンライ
ン授業の実施や１人１台端末を効果的に活用した授業の実施など、研究と修養に努め、児童・生徒の学びを
止めることのないよう取り組んできた。市や都主催の各種研修会への参加や、校内における授業研究の実施
など、主体的に授業研究を行い、資質・能力の向上に努めてきた。
　令和６年度から完全実施した「国分寺学」では、児童・生徒の探究的な学びを支えるため、より教員の授
業力が求められるとともに、他者と協働して指導・支援する能力も求められる。こうした中で教員は、保護
者・地域の方々をゲストティーチャーとして積極的に招き、授業改善を進めるとともに、「国分寺学」の授
業実践モデルや年間指導計画を作成することで、校内での組織的な探究的な学びの研究活動を推進してき
た。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

教員は、授業を通して教員同士で学
び合い、協議する中で、管理職や講
師の助言を受けながら、授業力を高
めている。

教員は、保護者や地域住民へ授業を
積極的に公開することを通して、客
観的な立場からの評価を受け、授業
改善を図っている。

教員は、市教育研究会等における研
究活動を通して、実践的な指導力の
向上を図っている。

次期教育ビジョンへの方向性

　校内研究や市教育研究会を通して、実践的に授業力の向上に取り組ん
できた。
　今後、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的充実に向け、
ＩＣＴを効果的に活用した授業改善に努め、指導力の改善を図ってい
く。

目標値

小学校：10校
中学校：５校

10日

現状値
（令和元年度）

小学校：８校
中学校：２校

9.1日
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　学校教育環境の充実

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

情報共有と行動連携
の充実

全校が地域・関係機関等と連携し
て、児童・生徒の生活指導に関す
る課題について話し合う場を設定
した。小・中学校で延べ62回実
施された。

全校が地域・関係機関等と連携し
て、児童・生徒の生活指導に関す
る課題について話し合う場を設定
した。小・中学校で延べ75回実
施された。

全校が地域・関係機関等と連携し
て、児童・生徒の生活指導に関す
る課題について話し合う場を設定
した。小・中学校で延べ99回実
施された。

学校指導課 5 5 5

児童・生徒理解の充
実、深化

全校が、校内委員会を月１回以上
設定し、児童・生徒に関する情報
共有を図った。
生活指導主任会では、コロナ禍の
ため、書面による情報共有やＰＣ
の掲示板機能を活用した意見交換
等を実施し、いじめや不登校等の
効果的な対応方法を共有すること
ができた。

生活指導主任会では、いじめや不
登校等への効果的な対応方法につ
いて、定期的に情報共有を行っ
た。トライルームの指導員も毎回
参加し、トライルームの状況を学
校と共有することができた。

いじめ問題への対応について、全
校が年３回以上の研修を行い、組
織的な対応の重要性等を確認し
た。また、全校が、校内委員会を
月1回以上設定し、児童・生徒に
関する情報共有を図った。

学校指導課 5 5 5

学校行事や児童会・
生徒会活動の活性化

コロナ禍において、各校が感染防
止対策を徹底した上で、学校の実
態に応じた工夫をしながら、可能
な範囲で学校行事等を行った。

各学校では、運動会や学芸会等の
学校行事の重要性を踏まえ、感染
防止対策を徹底した上で、実施方
法を工夫しながら、極力、実施す
るよう努めた。

各学校では、感染防止対策を徹底
した上で、実施方法を工夫しなが
ら、運動会や学芸会等の学校行事
を実施した。

学校指導課 4 5 5

5 5 5

コロナ禍において、関係機関等と
の会議や学校における行事等を実
施していくためには、感染防止対
策を徹底した上で開催する方法に
ついて検討していく必要がある。

児童・生徒の主体性をより発揮で
きるよう、コロナ禍における学校
行事の在り方について、更に検討
していく必要がある。

アフターコロナにおける学校行事
等の在り方について、働き方改革
も踏まえながら、検討していく必
要がある。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
小学校：10校
中学校： ５校

小学校：７校
中学校：１校

小学校：10校
中学校： ５校

説明

コロナ禍において、各学校ではサ
ポートチームのメンバーが来校さ
れた機会を活用しながら、課題解
決に向けた情報共有や検討をする
ことができた。

全校が、定期的に課題解決に向け
た情報共有や検討を行った。
【平均実施回数】
　小学校：3.8回
　中学校：7.4回

全校が、定期的に課題解決に向け
た情報共有や検討を行った。
【平均実施回数】
　小学校：4.7回
　中学校：10.4回

評価 Ａ Ａ A

実績
小学校：８校
中学校：５校

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

説明

コロナ禍による臨時休業等の影響
を踏まえ、都が年２回以上の実施
を原則と変更したため、小学校２
校は２回の実施となった。

年度初めに、学校いじめ防止基本
方針の内容を確認し合うなど、全
校が年間３回以上のいじめに関す
る校内研修を実施した。

年度初めに、学校いじめ防止基本
方針の内容を確認し合うなど、全
校が年間３回以上のいじめに関す
る校内研修を実施した。

評価 Ｂ Ａ A

施策の方向性Ⅱ

【Ⅱ－１】 　教員の資質・能力を高めます

取組の柱２ 　生活指導力の向上

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　教員は、いじめに関わる問題や不登校児童・生徒への対応等に丁寧に取り組むため、教員同士や関係機関等との情報共有や行動
連携を図りながら、子どもたちの個性や状況を的確に把握することに努めていきます。また、子どもや保護者の思いに寄り添いな
がら、健やかな成長に必要な指導・助言又は支援を行うとともに、学校行事等を活用して、子どもたちの主体性の向上を図ること
のできる教員の育成に取り組みます。

1

2

3

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

２　成果指標の達成状況評価

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている
１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成
果が上がらなかった

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかっ
た

年度

成果指標①

①

②

成果指標②

学校サポートチーム会議を開催した学校数

いじめに関する校内研修を年３回以上実施した学校数
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

全校が地域・関係機関等と連携し
て、児童・生徒の生活指導に関す
る課題について話し合う場を設定
した。小・中学校で延べ139回実
施された。

計画期間において、全校が地域・
関係機関等と連携して、児童・生
徒の生活指導に関する課題につい
て話し合う場を設定した。令和６
年度は、小・中学校で延べ143回
実施された。

5 5

いじめ問題への対応について、全
校が年３回以上の研修を行い、組
織的な対応の重要性等を確認し
た。また、重大事態の対応につい
て、資料を改訂し、校長会等で対
応の共有を図った。

計画期間において、いじめ問題へ
の対応について、全校が年３回以
上の研修を行い、組織的な対応の
重要性等を確認した。また、重大
事態の対応について、校長会等で
共有し、不測の事態に備えた組織
的な体制を構築している。

5 5

各学校では、体育的行事や学芸的
行事を、児童・生徒が主体的に取
り組むよう工夫して実施するとと
もに、保護者・地域に公開し、取
組の充実を図った。

計画期間において、体育的行事や
学芸的行事を、児童・生徒が主体
的に取り組むよう工夫して実施す
るとともに、保護者・地域に広く
公開することで、児童・生徒、保
護者にとって満足度の高い行事と
することができた。

5 5

5

教職員が児童・生徒一人ひとりの
状況を把握し、児童生徒理解の深
化を図り、生徒指導を更に充実さ
せる必要がある。

令和５年度 令和６年度

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

全校が、定期的に課題解決に向け
た情報共有や検討を行った。
【平均実施回数】
　小学校：6.1回
　中学校：16.4回

全校が、定期的に課題解決に向け
た情報共有や検討を行った。
【平均実施回数】
　小学校：5.5回
　中学校：17.6回

A A

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

年度初めに、学校いじめ防止基本
方針の内容を確認し合うなど、全
校が年間３回以上のいじめに関す
る校内研修を実施した。

年度初めに、学校いじめ防止基本
方針の内容を確認し合うなど、全
校が年間３回以上のいじめに関す
る校内研修を実施した。

A A

　児童・生徒の健全育成に向けて、児童・生徒への具体的な指導方法等を情報共有し、協議を行うため、警
察、児童相談所、子ども家庭支援センター、民生委員・児童委員、各小・中学校の生活指導主任等が参加す
るサポートチーム連絡会を継続的に開催してきた。それぞれの業務の理解が進むとともに、関係性が構築さ
れたことで連携の強化が図られるとともに、教員の生活指導力の向上につながった。
　各学校では毎月、校内委員会を開催し、管理職、生活指導主任、特別支援教育コーディネーター、養護教
諭、スクールカウンセラー、担任が、児童・生徒の情報を共有し、対応を協議してきた。また、運動会や合
唱コンクールをはじめとした学校行事を、児童・生徒の意見を反映させながら計画してきた。こうした学校
の取組は、児童・生徒の主体性を育むとともに、児童・生徒一人ひとりへの適切な支援につながっている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

教員は、いじめ問題や不登校への対
応に丁寧に取り組むため、教員同士
や関係機関等との情報共有や行動連
携を図っている。

教員は、いじめ等の諸問題の解決に
資するため、担任を中心として、児
童・生徒一人ひとりの状況を把握
し、組織的に対応を図っている。

教員は、児童・生徒の主体的に解決
する力や自己の生活をより良く改善
しようとする力を育成するため、学
校行事等の活性化を図っている。

次期教育ビジョンへの方向性

　各学校は、年３回の校内研修を実施するとともに、関係機関とも連携
し、適切に対応してきた。
　今後、教職員の課題発見力・把握力の向上を図り、児童・生徒理解の
一層の深化に努めていく。

目標値

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

現状値
（令和元年度）

小学校：10校
中学校： ５校

－
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　学校教育環境の充実

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

働き方改革に向けた
取組の推進

コロナ禍により、これまでの業務
からの変更を余儀なくされたが、
様々な行事や取組等を見直す機会
ともなったため、今後の取組にい
かしていく必要がある。

学校マネジメント講座の研究テー
マとして、「人材育成と働き方改
革の推進」を設定し、検討した結
果、受講者の意識を啓発できた。
また、その成果発表会をリモート
で市内全校に配信し、各校の取組
にいかせるようにした。

スクールサポートスタッフや副校
長補佐等の人材を充実させたもの
の、コロナ禍前に近い学校行事等
の実施により、昨年度に比べ業務
が増加した。

学校指導課 3 5 4

学校評価の充実

コロナ禍により、学校運営協議会
等が予定通り開催できないことも
あったが、書面開催等の工夫をし
ながら全校が適正に学校評価を実
施し、学校改善にいかした。

全校が、児童・生徒や保護者のア
ンケート、また、学校運営協議会
等の評価を踏まえて、学校評価を
実施し、学校改善にいかした。

全校が、児童・生徒や保護者のア
ンケート、また、学校運営協議会
等の評価を踏まえて、学校評価を
実施し、学校改善にいかした。

学校指導課 5 5 5

ＯＪＴの一層の推進

感染防止対策を徹底した上で、各
学校の教員等の実態に応じて、授
業観察やミニ研修会等のＯＪＴを
定期的に行った。

各学校では、教員等の実態に応じ
て、授業観察やミニ研修会等のＯ
ＪＴを定期的に行った。
特に、１人１台端末の効果的な活
用方法等に関する研修は多くの学
校で行われた。

各学校では、教員等の実態に応じ
て、授業観察やミニ研修会等のＯ
ＪＴを定期的に行った。
１人１台端末を活用した研修も多
くの学校で行われた。

学校指導課 5 5 5

4 5 5

教員の働き方改革を更に進めてい
く必要がある。管理職による在校
時間の把握を徹底するとともに、
組織体制の継続した見直しについ
ても促していく。

ＯＪＴの一層の推進に向けては、
活性化を図るための新たな手だて
を検討していく必要がある。

働き方改革を更に進めていくため
に、部活動指導員や外部指導員に
ついても拡充していく必要があ
る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
小学校：10校
中学校： ５校

小学校：７校
中学校：１校

小学校：10校
中学校： ５校

説明
全校が学校評価の結果を運営方法
等の改善にいかしている。

全校が学校評価の結果を運営方法
等の改善にいかしている。

全校が学校評価の結果を運営方法
等の改善にいかしている。

評価 Ａ Ａ A

実績 ４人 6人 ６人

説明

コロナ禍により、日程変更等は
あったが、予定通りの内容で進行
できた。参加者数を増やすため、
より魅力的な講座となるよう改善
を図っていく。

今年度から参加者が主体的に課題
解決を行う研修スタイルに変更し
たことにより、学校マネジメント
への意識をより高めることができ
た。

今年度もテーマに基づき、受講者
が主体的に課題解決を行う研修を
実施し、学校マネジメントへの意
識をより高めることができた。

評価 Ｂ Ａ A

施策の方向性Ⅱ

【Ⅱ－１】 　教員の資質・能力を高めます

取組の柱3 　組織運営力の向上

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　校長のリーダーシップのもと、教職員一人ひとりが組織の一員としての意識を持ち、積極的に学校運営に参画していくことが必
要であるため、学校では、ＯＪＴを一層推進し、組織対応の重要性について共通理解を図るとともに、学校評価をいかした組織の
見直しを行っていきます。
　また、この見直しに合わせ、教員の働き方改革に向けた取組も推進していきます。

1

2

3

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

２　成果指標の達成状況評価

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている
１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成
果が上がらなかった

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかっ
た

年度

成果指標①

①

②

成果指標②

学校評価を活用し、組織の見直し等の改善を図った学校数

学校マネジメント講座の参加者数
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

スクールサポートスタッフや副校
長補佐等の人材を充実させ、さら
に、部活動支援員や外部指導員の
増配置や学生ボランティアの活用
などにより、業務の負担軽減を進
めることができた。

計画期間において、スクールサ
ポートスタッフや副校長補佐、部
活動支援員、外部指導員等の人材
などを充実させ、業務負担軽減を
進めることができた。

5 5

全校が、児童・生徒や保護者のア
ンケート、また、学校運営協議会
等の評価を踏まえて、学校評価を
実施し、学校改善にいかした。

計画期間において、児童・生徒や
保護者へのアンケートを実施する
ことで幅広い意見を集めるととも
に、コミュニティ・スクール協議
会と関連付けて、より効果的なＰ
ＤＣＡサイクルの下で学校評価を
行うことで、評価結果の妥当性・
信頼性を高め、学校改善に役立て
ることができた。

5 5

各学校では、教員等の実態に応じ
て、授業観察やミニ研修会等のＯ
ＪＴを定期的に行った。
市主催の研修に参加した教員が校
内で還元研修を実施するなど、組
織的な取組が行われている。

計画期間において、各学校では、
授業観察や短時間のミニ研修会等
を計画的に行うなど、組織的にＯ
ＪＴを行ってきた。
若手教員に対して、経験のある教
員がこれまでの取組を伝えるな
ど、若手教員を支えるチーム体制
についても構築してきた。

5 5

5

部活動支援員や外部指導員、ス
クールサポートスタッフなど、人
材を効果的に活用し、働き方改革
を進める組織体制の構築・維持を
推進する必要がある。

令和５年度 令和６年度

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

全校が学校評価の結果を運営方法
等の改善にいかしている。

全校が学校評価の結果を運営方法
等の改善にいかしている。

A A

８人 13人

今年度もテーマに基づき、受講者
が主体的に課題解決を行う研修を
実施し、学校マネジメントへの意
識をより高めることができた。

受講者が４つの分科会に分かれ、
設定したテーマに基づき、課題解
決を行う研修を実施し、学校マネ
ジメントへの意識をより高めるこ
とができた。

A A

　教員が積極的に学校運営に参画できるようになることを目的に、学校マネジメント講座の内容について改
善を図った。学校の経営課題をテーマとした課題解決型の研修とすることで、より実践的な講座となるよう
工夫することで、参加教員が主体的に取り組み、満足度の高い講座となった。研修終了後には、参加教員が
所属する学校の管理職から、「教員が学級・学年のことだけでなく、学校全体について考えることができる
ようになった」など、参加教員の成長を実感できた声が多く寄せられた。また、研修の成果発表をオンライ
ンで共有できるようにしたことで、視聴した他校の管理職や教員の本講座への理解が進み、参加希望者が
年々増加してきた。
　さらに、「国分寺市立学校における働き方改革推進プラン」に基づき、スクールサポートスタッフや副校
長補佐などの人材の充実を図ることで、働き方改革の取組を継続して推進することができた。
　これらの取組を通して、組織が一体となり、組織的な学校運営が進んだ。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

教員は、『国分寺市立学校における
働き方改革推進プラン』に基づき、
各校の実態に応じた具体的な取組を
推進している。

教員は、客観的なデータに基づいた
学校評価を実施し、ＰＤＣＡサイク
ルを活用した学校改善を図ってい
る。

教員は、校内におけるＯＪＴの実施
方法等を工夫し、指導技術や生活指
導力等の向上を図っている。

次期教育ビジョンへの方向性

　在校時間の把握をはじめ、スクールサポートスタッフや副校長補佐等
の活用など、働き方改革を確実に推進してきた。
　今後、引き続き市と大学との協定等を活用し、人材を確保した上で、
部活動支援員や外部指導員など、人材を効果的・積極的に活用し、働き
方改革を進める組織体制の構築・維持を推進する必要がある。

目標値

小学校：10校
中学校： ５校

10人

現状値
（令和元年度）

ー

６人
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　学校教育環境の充実

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

地域行事等への積極
的参加の奨励

コロナ禍のため、地域行事等への
参加が難しい状況だった。各学校
では、学校だよりやブログ等を通
して、地域との情報共有に努め
た。

コロナ禍のため、地域行事等への
参加は難しい状況だった。各学校
では、昨年度に引き続き学校だよ
りやブログ等を通して、地域との
情報共有に努めた。

地区防災会や自治会等の催しへの
参加等、地域行事等への関わり
が、少しずつ行われるようになっ
てきた。また、各学校では、昨年
度に引き続き学校だよりやブログ
等を通して、地域との情報共有に
努めた。

学校指導課 3 3 4

授業や体験活動等に
おける外部人材との
連携の強化

小学校では地域学習が不可欠なた
め、感染防止対策を徹底した上で
外部人材の活用が継続して行われ
た。中学校では感染防止対策を優
先し、中止とした学校が多かっ
た。

小学校では感染防止対策を徹底し
た上で、外部人材の活用が継続し
て行われた。
中学校でも、同様に外部人材を活
用した授業等を行う機会が増えて
きた。

小学校では感染防止対策を徹底し
た上で、外部人材の活用が全ての
学校で行われた。
中学校では、外部人材を活用した
授業等を行う機会が昨年度より増
えてきた。

学校指導課 4 4 4

4 4 4

コロナ禍により地域行事等への参
加が難しい状況だったが、感染状
況を踏まえながら、地域との連携
を深めていく効果的な方法につい
て検討していく必要がある。

今後、コロナ禍の対応が長期化す
ることも視野に入れ、地域との連
携方法を検討していく必要があ
る。

アフターコロナにおける、地域人
材、地域資源の活用について、国
分寺学に関連させて、検討してい
く必要がある。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
小学校：10校
中学校： ２校

小学校：７校
中学校：１校

小学校：10校
中学校： ４校

説明

コロナ禍において、地域の外部人
材の方にご協力いただくことが難
しい場面も増えたため、特に、中
学校３校では、肯定的な回答とな
らなかった。

コロナ禍において、地域の外部人
材の方にご協力いただくことが難
しい状況はあったが、各学校がで
きることを工夫して取り組んでい
た。

コロナ禍において、地域の外部人
材の方にご協力いただくことが昨
年に引き続き難しい状況はあった
が、各学校が工夫して取り組み、
地域資源の活用の意識が高まって
いる。

評価 Ｃ Ｂ B

実績
小学校：82%
中学校：25％

小学校：80%
中学校：57％

小学校：97%
中学校：63％

説明

小学校では、授業のゲストティー
チャーや校外学習のお手伝い等の
連携が多かった。中学校では、コ
ロナ禍で連携が困難だった状況が
見られた。

感染防止対策を徹底した上で、授
業のゲストティーチャーや校外学
習のお手伝い等、連携できること
を各校が工夫して取り組むことが
できた。

昨年度と比較して小学校17％、中
学校で６％増加した。感染防止対
策を徹底した上で、地域人材を活
用した授業を実施や地域行事への
参加について、各校が工夫して取
り組むことができた。

評価 Ｃ Ｂ B

施策の方向性Ⅱ

【Ⅱ－１】 　教員の資質・能力を高めます

取組の柱４ 　外部折衝力の向上

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　子どもたちがその地域に愛着や誇りを持てるように、学校は保護者や地域と連携し、教育活動に積極的に地域資源を活用してい
きます。そのために、教員は地域行事へ積極的に参加して地域住民との関係を深め、地域住民が学習活動へ参画できるよう企画・
提案をしていきます。連携の推進役としての教員の力量をさらに高めることで、特色ある学校づくりをより充実させていきます。

1

2

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

２　成果指標の達成状況評価

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている
１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成
果が上がらなかった

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかっ
た

年度

成果指標①

①

②

成果指標②

「地域の外部人材を活用した授業や行事等を実施したか。」という問いに、肯定的な回答をした学校数

地域と連携した取組を実施した教員の割合
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

地区防災会や自治会等の催しへの
参加等、地域行事等への関わりが
行われるようになってきた。ま
た、各学校では、昨年度に引き続
き学校だよりやブログ等を通し
て、地域との情報共有に努めた。

計画期間において、地区防災会や
自治会等の催しへの参加等、地域
行事等への関わりがあり、関係性
が深まった。また、学校は、学校
公開等の学校行事を地域に公開す
るとともに、学校だよりやブログ
等を通して、情報の積極的な発信
を行い、保護者・地域との連携の
強化につながった。

4 4

「国分寺学」を進めるにあたっ
て、地域教材を見直し、地域と連
携した教育活動を計画することが
できた。また、外部人材の活用を
積極的に計画し、出前授業やゲス
トティーチャーを招いた授業な
ど、各校が工夫して取り組んだ。

計画期間において、「国分寺学」
の試行実施を通して、推進委員会
を中心に、育みたい資質・能力を
整理し、授業モデルプランや年間
指導核のモデルを作成した。さら
に、地域の魅力ある取組を教材と
して開発し、地域と連携した教育
活動につながった。これらの取組
を踏まえ、令和６年度の完全実施
につながった。

5 5

5

今後、地域人材、地域資源を継続
的に活用できるよう、各学校にお
ける年間計画等を工夫・改善して
いく必要がある。

令和５年度 令和６年度

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

コロナ禍を経て、地域との交流が
行われ、地域社会と連携した教育
活動が展開された。各学校が工夫
して、地域資源を活用した。

「国分寺学」を中心としながら、
歴史や地理、「こくベジ」のよう
な産業等の地域資源を教材化し、
地域の方々との交流が盛んに行わ
れた。

A A

小学校：96%
中学校：92％

小学校：98%
中学校：87％

昨年度と比較して中学校で29％増
加した。各校で国分寺学を試行的
に実施したことで、積極的に地域
人材を活用したり、地域教材を開
発するなど、各校が工夫して取り
組むことができた。

昨年度と比較して、小学校で２％
上昇し、中学校で５％減少した
が、積極的に地域と連携している
状況であり、高い割合が維持され
ている。

A A

　コロナ禍では地域行事への参加、地域との関係づくりが難しい状況であったが、コロナ禍を経て、地域と
のつながりの重要性が再認識され、連携を改めて推進する機運が高まった。
　教員が地域を知るために地域行事に参加するなど、地域とのつながりの再構築に向けて教員自身が外部と
積極的に連携を取ってきた。
　また、中学校の職場体験では、地域の受入れ先を教員が積極的に探し、開拓を進めた。
　さらに、既にコミュニティ・スクールの学校やコミュニティ・スクールに向けて準備を進める学校では、
地域人材の発掘をコミュニティ・スクール協議会と連携して進め、地域との連携が強化され、特色ある教育
活動の展開につながった。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

教員は、地域行事等への積極的な参
加を通して、保護者・地域住民との
関係を深めている。

教員は、事前の打合せや事後の振り
返りの方法を工夫して、外部人材と
の連携の強化を図っている。

次期教育ビジョンへの方向性

　地域連携が難しかったコロナ禍においては、オンラインも含めた連携
を工夫した。
　今後、地域人材、地域資源を継続的に活用できるよう、各学校におけ
る年間計画等を工夫・改善していくとともに、国分寺学と関連させ、充
実を図る必要がある。

目標値

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：100%
中学校：100％

現状値
（令和元年度）

―

―
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　学校教育環境の充実

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

地域の特色をいかし
た小・中連携教育の
推進

コロナ禍にあったが、挨拶運動を行っ
たり、書面での情報共有を図ったりと
中学校区ごとの実態に応じた特色ある
取組を進めることができた。

全中学校区が特色をもったテーマを設
定し、リモートを活用しながら、研究
授業や研修会を定期的に実施し、研究
の深化を図ることができた。

全中学校区が特色をもったテーマを設
定し、感染対策をしながら、研究授業
や研修会を定期的に実施し、研究の深
化を図ることができた。

学校指導課 4 5 5

コミュニティ・ス
クール協議会、学校
運営協議会の活性化

11月の教育７ＤＡＹＳに合わせ、コ
ミュニティ・スクールフォーラムを実
施した。コロナ禍のため、会場の人数
制限があり、一部の関係者のみの参加
となった。当日は、教員とコミュニ
ティ・スクール関係者合わせて、約50
名の方に参加いただいた。

コミュニティ・スクールフォーラムで
は、各学校の実践を発表し合うととも
に、それぞれの学校の成果や課題等に
ついて意見交換を行った。
会場は関係者のみの参加としたが、ラ
イブ配信を行い、各学校でも視聴がで
きるようにした。

コミュニティ・スクールフォーラムで
は、第九小学校の取組を紹介いただ
き、効果的な実践を共有することがで
きた。
会場は関係者のみの参加としたが、ラ
イブ配信を行い、各学校でも関係者が
視聴できるようにした。

学校指導課 4 5 5

学校情報の発信の充
実

コロナ禍により、ＳＮＳを通じた情報
発信の機会が大幅に増加した。ＧＩＧ
Ａスクール構想をいかし、教育活動の
様子等を発信する方法を検討してい
く。

コロナ禍により、ＳＮＳを通じた情報
発信の機会が大幅に増加した。タブ
レットを活用し、授業や運動会を家庭
で視聴できるよう、配信する機会を設
けた学校もあった。

学校ホームぺージやブログ、まなびポ
ケットなど、情報の内容に応じて、媒
体を使い分けながら、各学校が工夫し
て情報発信に努めた。

学校指導課 5 5 5

4 5 5

コミュニティ・スクールの導入校拡充
を図るため、教育７ＤＡＹＳのコミュ
ニティ・スクールフォーラムを活用
し、現導入校の成果等を発表する機会
を設定する。

コミュニティ・スクールフォーラムに
ついて、今年度の成果と課題を踏ま
え、より実践的な内容を共有できるよ
う、実施方法を更に工夫していく必要
がある。

コミュニティ・スクールの拡充に向
け、コミュニティ・スクールフォーラ
ムの実施方法を更に工夫するととも
に、小・中学校が連携したコミュニ
ティ・スクールの在り方を検討してい
く必要がある。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績
小学校：10校
中学校： ５校

小学校：7校
中学校：1校

小学校：10校
中学校： ５校

説明

中学校区ごとに、テーマを決めて、研
究授業や研修会を実施した。テレビ会
議システムを活用して会議を行った中
学校区もあった。

各中学校区が、それぞれの特色をいか
したテーマを設定し、研究授業や研修
会を実施しながら、連携の強化を図っ
た。

各中学校区が、それぞれの特色をいか
したテーマを設定し、研究授業や研修
会を実施しながら、連携の強化を図っ
た。

評価 Ａ Ａ A

実績
小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

説明

コロナ禍における学校の取組等につい
て、ＳＮＳを活用して発信する機会が
多くなり、全校が年間35回以上の更新
を行っていた。

コロナ禍で保護者や地域の方々の来校
が難しい状況であったことから、ＳＮ
Ｓを活用した発信が、全校で活発に行
われた。

昨年度に引き続き、コロナ禍で保護者
や地域の方々の来校が難しい状況で
あったことから、ＳＮＳを活用した発
信が、全校で活発に行われた。

評価 Ａ Ａ A

施策の方向性Ⅱ

【Ⅱ－2】 　開かれた学校づくりを進めます

取組の柱1 　家庭・地域との連携の推進

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　「社会に開かれた教育課程」を目指し、家庭・地域との共通理解を深めるため、各学校の教育活動の意義や意図をわかりやすく家庭・地域に示
していきます。また、保護者や地域住民が積極的に学校運営や学習活動に参画できる環境や仕組みの整備にも取り組んでいきます。

1

2

3

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

２　成果指標の達成状況評価

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかっ
た

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

年度

成果指標①

①

②

成果指標②

小・中連携教育の取組を実施した学校数

SNS等を活用した発信を年間35回以上行っている学校数
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

学力向上とともに地域をいかした教育
活動「国分寺学」をテーマとし、全中
学校区が研究授業や研修会を定期的に
実施し、研究の深化を図ることができ
た。

計画期間において、学力向上とともに
地域を生かした教育活動「国分寺学」
をテーマに中学校区での連携を進め
た。地域の特色や人材を共有している
中学校区で、地域共通の課題の解決に
取り組むことで、９年間を見通した系
統的な学びと、小・中連携教育の強化
につながった。

5 5

コミュニティ・スクールフォーラムで
は、第五小学校の取組を紹介いただ
き、効果的な実践を共有することがで
きた。
会場は各校から10名程度の教員と学校
運営に関わる地域の方々が参加し、さ
らにオンラインで全教員が参加した。

計画期間において、コミュニティ・ス
クールフォーラムを継続して開催し、
地域協働教育活動などの効果的な実践
を共有することができた。全校コミュ
ニティ・スクール化に向けて、段階的
に実践・共有を進めることで、保護
者、地域住民が学校運営に参画する仕
組みを円滑に整備することができた。

5 5

学校ホームぺージやブログ、まなびポ
ケット、スクールパスなど、情報の内
容や保護者・地域の方々の状況に応じ
て、媒体を使い分けながら、各学校が
工夫して情報発信に努めた。

計画期間において、学校ホームぺージ
やブログ、まなびポケット、スクール
パス、オンライン配信など、様々な情
報発信手段を整備したことで、学校か
らの即時的で積極的な情報発信につな
がった。また、保護者、地域の方に
とっても情報を得るための方法の選択
肢を増やすことにつながった。

5 5

5

令和６年度に向けて新たに４校がコ
ミュニティ・スクール協議会の設置の
準備を進めた。今後も拡充していくた
めに、各校の取組を共有する必要があ
る。

令和５年度 令和６年度

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

各中学校区が、それぞれの特色をいか
したテーマを設定し、研究授業や研修
会を実施しながら、連携の強化を図っ
た。

地域の特色や人材を共有している中学
校区で、授業改善と地域連携をテーマ
に設定したことで、９年間を見通した
系統的な学びや小・中連携教育の強化
につなげることができた。

A A

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

インフルエンザの流行で保護者や地域
の方々の来校が難しい状況もあったこ
とから、ＳＮＳを活用した発信が、全
校で活発に行われた。

ＳＮＳ等を活用し、授業等の様子を発
信するとともに、学校行事をオンライ
ンで配信するなど、学校が工夫して実
施した。

A A

　「社会に開かれた教育課程」を目指し、学力向上と地域の特色を生かした教育活動をテーマとして、中学校区の学校で連
携し、小・中連携教育を推進してきた。年間を通して、授業研究や協議会等を合同で実施し、取組事例の共有や地域人材の
共有など、中学校区全体で地域との連携強化につながった。
　また、令和７年度の全校コミュニティ・スクール化に向けて、コミュニティ・スクールフォーラムや学校支援コーディ
ネータ養成講座等を開催するなど、保護者や地域住民が積極的に学校運営や学習活動に参画できる仕組みの整備を進めてき
た。
　これらの取組を学校だよりやブログなどで積極的に発信し、保護者・地域住民の理解を図り、地域社会と協働した教育活
動につながった。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

学校は、地域の特色をいかした取組を進
めながら、中学校区全体で、地域との連
携を強化している。

学校は、コミュニティ・スクール協議会
や学校運営協議会の活性化を図り、保護
者及び地域住民の学校運営への参画を推
進している。

学校は、日常の教育活動の様子等に加え
て、その意義や意図について、学校だよ
りやＳＮＳ等を活用して定期的に発信し
ている。

次期教育ビジョンへの方向性

　コミュニティ・スクールの拡充や小・中連携教育の充実など、確実に地域との
連携の強化を進めてきた。
　今後、学校と地域が力を合わせ、それぞれの立場で児童・生徒の成長を支えて
いくことができるようコミュニティ・スクール協議会の活性化を図っていく。

目標値

小学校：10校
中学校： ５校

小学校：10校
中学校： ５校

現状値
（令和元年度）

－

－
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　学校教育環境の充実

　学校環境を整えます

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

『学校施設長寿
命化計画』の推
進

コロナ禍にあったが、『国分寺市学校施設
長寿命化計画』に基づき第六小学校大規模
改造工事（その１）及び第二中学校屋内運
動場大規模改造工事（その１）を実施し
た。なお、当該計画に位置付けられている
第七小学校大規模改造工事（その１）につ
いては、令和３年度の実施へ変更した。

『国分寺市学校施設長寿命化計画』に基づ
き第六小学校大規模改造工事（その２）、
第七小学校大規模改造工事（その１）及び
第二中学校屋内運動場大規模改造工事（そ
の２）を実施した。なお、当該計画に位置
付けられている第一中学校大規模改造工事
（その２）については、令和４年度の実施
へ変更した。

『国分寺市学校施設長寿命化計画』に基づ
き第六小学校大規模改造工事（その３）、
第七小学校大規模改造工事（その２）及び
第一中学校大規模改造工事（その２）を実
施した。なお、当該計画に位置付けられて
いる第二小学校大規模改造工事（その１）
については令和５年度の実施へ変更した。

教育総務課 4 4 4

快適な学校生活
に向けた施設の
整備

トイレの改修を第一・二・三中学校におい
て、体育館の空調設置を第二・三・四小学
校及び第二・三・四・五中学校においてそ
れぞれ実施した。
さらに、ＬＥＤ照明への更新を第一小学校
（校舎・体育館）、第五小学校（校舎・体
育館）及び第四小学校（体育館）において
実施した。
いずれも計画どおり整備を進めた。

小学校体育館空調の設置を第一・五・六・
七・八・九・十小学校においてそれぞれ実
施した。これにより、すべての小・中学校
体育館において空調整備が完了した。
更に、ＬＥＤ照明への更新を第二中学校及
び第三中学校の体育館において実施した。

ＬＥＤ照明への更新について、第三小学校
の校舎及び体育館並びに第六・七・九・十
小学校の体育館において実施した。
また、小学校35人学級への対応のため、第
七小学校の増築棟の整備工事に着手し、計
画的な年度内工事を実施した。

教育総務課 5 5 5

ＩＣＴ環境整備
の充実

ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ環境の
整備の前倒しにより、非常にタイトなスケ
ジュールのなか、児童・生徒１人１台の端
末の導入と、普通教室、特別教室等におい
て高速・大容量のインターネット及び無線
ＬＡＮの敷設等を行った。

令和２年度に完了したＧＩＧＡスクール構
想によるＩＣＴ環境を安定稼働させ、教員
及び児童・生徒が有効に当該環境を活用す
るため、ＩＣＴ関連ツールの更なる活用な
どのサポートを実施した。

学校やネットワーク事業者と緊密な連携を
図り、児童・生徒が安心・安定的にＩＣＴ
学習の環境を活用できるよう、運用面での
調整を行った。また、35人学級対応による
普通教室の新設など、施設維持管理に伴う
新たなＩＣＴ環境の整備を行った。

教育総務課 5 5 5

5 5 5

今後も『国分寺市学校施設長寿命化計画』
を軸に学校の改修等を行っていくが、コロ
ナ禍による状況の変化なども踏まえつつ、
慎重に進めていく必要がある。

引き続きコロナ禍による社会状況の変化を
注視しつつ、学校施設環境の整備を着実に
進めていく必要がある。

エネルギー価格その他物価の高騰による社
会状況の変化を注視しつつ、引き続き学校
施設環境の整備を着実に進めていく必要が
ある。
また、児童数及び学級数の増加に対応する
ため、引き続き普通教室等の確保を行って
いく必要がある。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 100% 100% 100%

説明
学校、緑と建築課及び事業者との適切な情
報共有による整備の円滑化によって、計画
していた工事や修繕は、すべて完了した。

学校、緑と建築課及び事業者との適切な情
報共有による整備の円滑化によって、計画
していた工事や修繕は、すべて完了した。

学校、緑と建築課及び事業者との適切な情
報共有による整備の円滑化によって、計画
していた工事や修繕は、すべて完了した。

評価 Ａ A Ａ

実績 達成 達成 達成

説明

計画上の位置付けを上回る整備を前倒しで
行い、端末の児童・生徒への１人１台の配
備と、普通教室、特別教室等への高速・大
容量のインターネット及び無線ＬＡＮの敷
設等を短期間で実施した。

学校やネットワーク事業者と緊密な連携を
図り、児童・生徒が安心してＩＣＴ学習の
環境を活用できるよう、運用面での調整を
行った。今後、『国分寺市学校教育ＩＣＴ
環境整備計画』の見直しを図っていく。

学校やネットワーク事業者と緊密な連携を
図り、児童・生徒が安心してＩＣＴ学習の
環境を活用できるよう、運用面での調整を
行った。『国分寺市学校教育ＩＣＴ環境整
備計画』の見直しについては、国や都の動
向を踏まえつつ、今後、現行システムの更
改に合わせて慎重に改訂を行う予定であ
る。

評価 Ａ A Ａ

②

『国分寺市学校教育ＩＣＴ環境整備計画』に基づく目標を達成した事業

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

２　成果指標の達成状況評価

成果指標①

成果指標②

年度

①

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらな
かった

年度当初計画した施設整備が完了した学校の割合

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

3

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№

2

主要施策（上欄）
及び

主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

1

　子どもたちが安心して快適に学校生活を送れるように、令和元年度に策定した『国分寺市学校施設長寿命化計画』に基づき、ユニバーサルデザインの視
点を取り入れ、適切な改修及び改築を進めます。
　また、子どもたちの学習に対する意欲や興味・関心を高めるとともに、学校における働き方改革の推進に向けて、ＩＣＴ環境の整備を更に進めます。

施策の方向性Ⅱ

【Ⅱ－３】

取組の柱１ 　施設整備の推進
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

『国分寺市学校施設長寿命化計画』に基づ
き第二小学校大規模改造工事（その１）、
第一中学校大規模改造工事（その３）を実
施した。なお、当該計画に位置付けられて
いる第九小学校大規模改造工事（その１）
については、令和６年度の実施へ変更し
た。

『国分寺市学校施設長寿命化計画』に基づ
き第二小学校大規模改造工事（その２）、
第九小学校大規模改造工事（その１）を実
施した。
なお、当該計画に位置付けられている第一
小学校大規模改造工事については、令和８
年度の実施に向け、令和７年度に設計を行
うために必要な予算を確保した。
５年間の計画期間において、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により、整備工事
実施の計画上の位置付けから一定程度後倒
しになったものの、優先順位を付けつつ着
実な推進を図った。

4 4

ＬＥＤ照明への更新について、第二小学校
及び第一・二中学校の校舎並びに第四・五
中学校の体育館において実施した。これに
より、すべての小・中学校体育館において
ＬＥＤ照明への更新が完了した。
また、小学校35人学級への対応のため、第
七小学校の増築棟の整備工事を完了し、及
び第三・十小学校の増築棟の整備工事に着
手し、計画的な年度内工事を実施した。

小・中学校の空調機の更新について、第
一・四・七・八小学校及び第一中学校の多
目的室等において実施した。
また、小学校35人学級への対応のため、第
三・十小学校の増築棟の整備工事を完了し
た。
計画期間中、体育館の空調設備の設置及び
ＬＥＤ照明への更新については全校完了し
た。校舎内のＬＥＤ照明への更新について
は、上記№１のとおり整備工事の後倒しの
状況を踏まえ、別途個々の学校のＬＥＤ照
明への更新を計画的に実施し、小・中学校
計11校のＬＥＤ化を完了した。

5 5

引き続き、35人学級対応等の普通教室増に
伴う学校内のシステム環境整備などを含
め、学校ＩＣＴ環境の維持・向上に努める
とともに、次世代教育系システムの構築準
備を開始した。

安定的かつ円滑なＩＣＴ学習環境を維持・
向上すべく、運用支援を行った。また、小
学校35人学級対応による普通教室の新設等
において、新たなＩＣＴ環境の整備を行っ
た。
次世代教育系システムについては、公募型
プロポーザル方式により選定した事業者と
委託契約を締結し、構築に向けた設計作業
を開始した。
計画期間において、ＧＩＧＡスクール構想
による学校のＩＣＴ学習環境整備を実施
し、当初の到達目標の水準を上回る成果を
上げてきた。また、この間の児童・生徒数
増や小学校35人学級の実施に伴うＩＣＴ学
習環境の追加整備についても、時機を逸す
ることなく円滑・適切に実施した。

5 5

5

物価高騰など、学校施設の工事、修繕等を
取り巻く社会経済状況を注視しながら、引
き続き学校施設環境の整備を着実に進めて
いく必要がある。
また、児童数及び学級数の増加に対応する
ため、引き続き普通教室等の確保を行って
いく必要がある。

令和５年度 令和６年度

100% 100%

学校、公共施設マネジメント課及び事業者
との適切な情報共有による整備の円滑化に
よって、計画していた工事や修繕は、すべ
て完了した。

当該年度を含む計画期間中において、学
校、公共施設マネジメント課及び事業者と
の緊密な連携と情報共有の下で整備の円滑
化を図り、計画していた工事及び修繕は、
すべて安全・確実に完了した。

A A

達成 達成

学校内のＩＣＴ学習環境を円滑に活用でき
るよう、運用面での調整を行った。『国分
寺市学校教育ＩＣＴ環境整備計画』の見直
しについては、国や都の動向を踏まえつ
つ、今後の次世代教育系システムへの更改
に合わせて改訂を行う予定である。

計画期間中に第１期ＧＩＧＡスクール構想
が立ち上がり、当該構想に基づく学校ＩＣ
Ｔ学習の環境整備を行った。
本年度を含め、第２次教育ビジョンの計画
期間中において、児童・生徒１人１台端末
の配備と効果的な活用を図るとともに、Ｉ
ＣＴ学習環境の安定的な維持・向上のた
め、運用・保守に係る支援を行った。
今後、国の考え方に基づき、現行の『国分
寺市学校教育ＩＣＴ環境整備計画』を改訂
し、次世代教育系システムへの更改対応を
推進していく。

A A

達成

現状値
（令和元年度）

100%

小・中学校のプロジェクター及び教師用ＰＣ
の整備並びに教室で使用する小学校児童用Ｐ
Ｃの整備について、完了している。

目標値

100%

次期教育ビジョンへの方向性

　児童生徒数の推移を見ながら、引き続き普通教室の確保その他必要な学校施設の整備を
進めていく。
　また、ＬＥＤ照明の整備、空調設備の更新等快適な学校生活を送る上で必要となる環境
の整備、次世代教育系システムの構築その他の学校におけるＩＣＴ環境の整備を進めてい
く。

学校では、『国分寺市学校教育ＩＣＴ環境整
備計画』等に基づき、ＩＣＴの環境整備が進
められている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

学校では、トイレ改修や体育館空調設備の設
置、照明のＬＥＤ化等、快適な学校生活に向
けた学校設備の整備が進んでいる。

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

学校では、『国分寺市学校施設長寿命化計
画』に基づき、安全で良好な学習環境が整備
されている。

　新型コロナウイルス感染症の拡大や、児童数の増加、小学校35人学級の実施など、様々な環境が大きく変化した計画期間中において
も、『国分寺市学校施設長寿命化計画』に基づき適切な改修及び改築を進め、子どもたちにとって安全で良好な学習環境を着実に整備
してきた。ＩＣＴ環境の整備についても、ＧＩＧＡスクール構想による整備を追加整備まで含めて着実に行い、子どもの学習環境の向
上のみならず、学校における働き方改革の推進も図ることができた。
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　学校教育環境の充実

　学校環境を整えます

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

地域や保護者と
連携した防災・
防犯対策の充実

全市立小学校において、通学路の安全点検
を学校やＰＴＡ、警察等と協力し行った。
各部署等において改善要望個所を把握し、
今後の対応にいかすことができた。

①見通しのよい道路や抜け道②ヒヤリハッ
ト箇所③保護者等より改善要請のあった箇
所を観点に学校による危険個所の抽出を行
い、保護者、警察、道路管理者等と一斉合
同点検を実施した。交差点内のカラー舗装
や街灯のＬＥＤ化など年度内に改善できた
個所もある。今後も関係部署と連携し、通
学路の安全確保に努めていく。

ＰＴＡ、警察、市、学校関係者が保護者か
らの改善要望が出たすべての場所に行き対
策を検討した。車両のスピード抑制看板の
設置等、可能な対策を実施することで子ど
もたちが安全・安心に通学できる環境を整
えた。

学務課 5 5 5

質の高い学校給
食の推進

給食食材は、従前より無添加のものを使用
し、安心・安全な給食提供に努めている。
また、農業者と連携し、地場産野菜を積極
的に使用した。

引き続き無添加の給食食材を使用する等、
安全・安心な学校給食の提供に努めた。ま
た、地場産野菜の給食提供についても、円
滑に進めるために、栄養士・市内農業者と
の情報交換会等を実施し、積極的に情報共
有を図った。

給食食材料の物価高騰分を公費負担するこ
とで保護者の負担軽減を図り学校給食の質
の維持に努めた。また、無添加給食食材や
地場産野菜の使用に引き続き取り組み安
全・安心な学校給食の提供を行った。

学務課 5 5 5

5 5 5

通学路の交通危険個所の点検については、
学校、保護者、警察や地域等と継続して取
り組んでいく。学校給食については、地場
産野菜を少しでも多く使用していくよう努
める。

通学路の交通危険箇所については道幅が狭
く危険な道路や、車がスピードを落とさず
に通行する所等もある。警察による取り締
まりの強化や学校における安全教育等、継
続して取り組んでいく。学校給食について
は、栄養士・農業者との情報交換会等によ
り、情報共有を図り、より多くの地場産野
菜を導入できるよう努めていく。

交通危険箇所の改善には常に子どもたちの
視点に立った検討が必要であり、これから
も現場での把握を基に関係者間の連携によ
る対策を行っていく。
栄養士を中心とした食育指導の向上を図
り、市内農業者との協力などにより無添加
給食食材や地場産野菜の使用に取り組んで
いく。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 10校 10校 10校

説明
各学校の保護者と学校、市、警察等と一緒
に通学路を巡回し登下校時の危険個所の点
検を行った。

保護者と学校、市、警察等と合同で危険個
所について点検を行った。横断歩道付近の
交差点のカラー舗装等の対応を行った。

保護者や市民から指摘のあったすべての場
所の状況把握に努め検討の結果、市や警察
による注意喚起看板の設置、横断歩道や路
面の塗り直し及び警察の危険個所パトロー
ルを行った。

評価 Ａ A A

実績 3.9% 4.9% 5.5%

説明
コロナ禍により、密をさけるため、教員が
配食しやすい献立で提供した。また、黙食
のため食事に集中できた。

令和２年度はコロナ禍により給食の品数を
制限していたが、令和３年度は品数を増や
したこともあり、残菜率は昨年度より微増
となった。但し、様々な食育等の工夫によ
り、目標値以上の数値を維持している。

令和４年度残菜率の増は、新型コロナウイ
ルスやインフルエンザ等による欠席者の増
加が要因のひとつと思われる。今後も、適
切な量を提供するとともに無駄をなくして
いく質量の両面の維持に努めている。

評価 Ａ A A

小学校給食の残菜率

②

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

２　成果指標の達成状況評価

成果指標①

成果指標②

年度

①

保護者、学校、市、警察等と協力し通学路点検を行った学校数

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№

2

主要施策（上欄）
及び

主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

1

　子どもたちが安全・安心な環境の中で学校生活が送れるように、自ら学ぶ機会を確保し、地域や保護者、警察、消防署等と連携し、通学路等の安全確
保に努めます。
　学校給食においても、無添加食品や地場産野菜等を使用するとともに、食物アレルギー対応ではマニュアル等を活用しながら、事故の発生を防ぎま
す。

施策の方向性Ⅱ

【Ⅱ－３】

取組の柱２ 　安全・安心な環境の充実
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５年間の達成状況評価 B：一定の成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

毎年実施している通学路等一斉合同点検を
ＰＴＡ、警察、市、学校関係者により小学
校８校で実施した。危険個所と指摘されて
いる車両通行禁止区域等について、警察に
よる取り締まり強化を実施することとなっ
ている。また、注意喚起看板や安全ポール
の設置などを行い、子どもたちの安全確保
に努めた。

通学路等一斉合同点検をＰＴＡ、警察、
市、学校関係者により実施した。保護者か
ら指摘等があった通学路危険個所につい
て、注意喚起看板の設置や路面標示の補修
等を行われ、小金井警察による取り締まり
が強化された。学校、保護者、地域、警察
等と連携し、事故や災害等に巻き込まれる
ことがないよう、子どもたちの安全を確保
するように努めた。

4 4

引き続き給食食材料の物価高騰分について
は公費負担にて対応した。また、パン・デ
ザートは手作りにする等、栄養職員の創意
工夫により、質の高い学校給食の推進に努
めた。地場産野菜についても、天候不良等
もあったが、可能な限り使用するように市
内農家との連携を図った。

引き続き給食食材料の物価高騰分について
は公費負担にて対応し、９月から給食費の
無償化を実施した。保護者の経済的負担軽
減と子育て支援の充実を図り、給食の質の
維持に努めた。また、栄養職員の創意工夫
により、手作りパンなどを提供し、質の高
い学校給食の推進に努めた。地場産野菜に
ついても、天候不良等の課題はあったもの
の、市内農家との連携を図り、可能な限り
地場産野菜を使用し、安全・安心で質の高
い学校給食を提供した。

5 5

5

通学路の交通危険個所の点検については、
ＰＴＡ、学校からの情報を基に市関係課、
警察と連携を図り、継続的に取り組んでい
く。
学校給食については、物価高騰の影響によ
り、学校給食の質・量及び地場産野菜の使
用率が低下しないよう対策を講じる必要が
ある。今まで以上に、栄養士の創意工夫に
より対応するとともに、市内農家との連携
を図り取り組んでいく。

令和５年度 令和６年度

８校 ６校

各学校の保護者と学校、市、警察と合同で
通学路を巡回し、登下校時の危険個所の点
検を行った。危険個所については、看板の
設置や警察によるパトロールの強化を実施
した。

全校に継続的に声かけを行い、保護者から
点検希望のあった学校について、保護者、
学校、市及び警察が合同で通学路を巡回
し、登下校時の危険個所の点検を行い、路
面塗直しや看板設置、警察によるパトロー
ル強化等の対策を講じた。

B B

5.9% 6.9%

給食食材料が高騰している中においても、
栄養士の創意工夫により、質量の確保を
図った。また、児童が食の大切さを学ぶこ
とができるように様々な食育活動を実施し
た。令和５年度の残菜率増加については、
インフルエンザ等による欠席者増が主な要
因であると思われる。

食材料費の価格高騰にも関わらず、栄養士
の工夫で質・量を維持した。また、幅広い
食育活動を実施し、児童が食の大切さを学
ぶことができた。残菜率増加要因は、夏の
猛暑による食欲低下やインフルエンザ等感
染症流行により欠席者数が増加したことと
推測される。

A B

6.1%

現状値
（令和元年度）

10校

6.1%

目標値

10校

次期教育ビジョンへの方向性

　交通危険箇所の改善には常に子どもたちの視点に立った検討が必要であり、これからも
現場での把握を基に関係者間の連携による対策を行っていく。
　栄養士を中心とした食育指導の向上を図り、市内農業者との協力などにより無添加給食
食材や地場産野菜の使用に取り組んでいく。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

学校は、献立の改善や地場産野菜の使用等に
より安全・安心で質の高い学校給食を提供し
ている。

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

教育委員会では、学校、保護者、地域、警
察、消防署等と連携し、事故や災害等に巻き
込まれることがないよう、子どもたちの安全
を確保している。

　計画期間において市内で小学生が関与する交通事故件数は低水準にある。交通危険箇所の改善には常に子どもたちの視点に立った
検討が必要であり、地域や保護者、警察等と連携し、通学路等の安全確保を行うことができた。
　学校給食については、令和２年４月に『国分寺市立小学校給食における食物アレルギー対応マニュアル』を策定し、これまでの安
全対策を見直すなど、より安全・安心な給食を提供するための対策を図った。また、毎年度給食調理員・配膳員向けの研修を行う際
には、適宜マニュアルを見直すことで職員間で知識のアップデートともに共通認識を深めている。また、令和７年度から市内全小学
校の給食調理業務が委託化されているが、各校栄養士を中心に安全対策を随時見直すとともに、学校教職員・受託事業者との情報共
有を行っている。無添加食品や地場産野菜等を使用するとともに、食物アレルギー対応ではマニュアル等を活用しながら、安全・安
心な給食の実施することができた。
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　社会全体の教育力の向上

　誰もがいつでも学べる学習機会を充実させます

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

社会教育課、公民
館課、図書館課 3 4 4

地域の課題
等の解決に
向けた学習
の充実

公民館課は、地域課題解決に向けた「地域づく
り講座」を４館で８事業実施した。
図書館課は、利用者からの問合せに関し、適切
にレファレンスサービスを実施した。

公民館課では、防災をテーマに各館で講座を企
画し開催した。本多公民館の「子育ての中の防
災を学ぼう」では、コロナ禍のため個人ワーク
と発表という形をとり、日常の子育てで役に立
つ防災講座を実施した。そのほか各公民館の地
域の課題や解決に向けた「地域講座」を４館で
13事業実施した。
図書館課では、利用者からの問合せに関し、適
切にレファレンスサービスを実施した。

公民館課では、防災・防犯をテーマに各館で講
座を企画し開催した。そのほか各公民館の地域
の課題や解決に向けた講座を各館で19事業実施
した。
図書館課では、利用者からの問合せに関し、適
切にレファレンスサービスを実施した。また、
ヤングアダルト世代が地域の事を調べるための
講座「地域資料の調べ方　中・高校生編」を開
催した。

公民館課、図書館課 3 4 4

体験学習の
推進

コロナ禍でも実施可能な事業を以下のとおり実
施した。
社会教育課は、わんぱく学校を青少年地域リー
ダー講習会と組み合わせて実施した結果、参加
児童が青少年地域リーダー講習会へ参加意向を
示すなど地域の担い手としての成長がみられ
た。27人参加した。
公民館課は、地域の特性をいかした農業体験講
座など、自然体験をはじめ様々な体験学習の場
を23事業企画し、18事業実施し５事業中止し
た。

社会教育課では、わんぱく学校を実施した。感
染防止対策と安全対策を徹底し、火おこしや野
外炊飯等令和２年度ではできなかったプログラ
ムも実施することで前年度５回から９回に実施
回数を増やした。わんぱく学校卒業生が令和４
年度の地域リーダー講習会参加につながってお
り、地域の担い手としての成長がみられた。39
人参加した。
公民館課では、地域性をいかした農業体験講座
など、自然体験をはじめ様々な体験学習の場を
28事業企画し、５館で実施した。

社会教育課では、わんぱく学校を実施し、40人が参
加した。火おこしや野外炊飯、多摩川歩きなど、コロ
ナ禍でできなかったプログラムを実施することで実施
回数を前年度９回から11回に増やした。わんぱく学
校卒業生が令和５年度の地域リーダー講習会参加につ
ながっており、わんぱく学校生卒業生を含んだ23人
の地域リーダーが参加した。
公民館課では、地域性をいかした農業体験講座やウク
ライナの伝統的な工芸である卵細工「ピサンカ」をつ
くるワークショップ、コロナ過でも人とのつながりを
保つために「ウェブ会議にチャレンジ～ネット上でつ
ながるために～」など、様々な体験学習の場を34事
業企画し、５館で実施した。

社会教育課、公民館課 4 5 5
3 4 4

緊急事態宣言下で中止又は延期の状況が続いた
ため、接触や密集等を避け、コロナ禍でも実施
可能なプログラムを時期やリモート開催等の方
法を含め検討し、実施していく。
また、「おはなし会」など中止した事業に替わ
る場を企画・実施する。

社会教育課では、コロナ禍でも実施可能な体験
ができるプログラムを検討し、安定した実施を
目指していく。
公民館課では、緊急事態宣言下で中止した事業
もあったが、オンラインを活用し、より多くの
事業を実施していく。
図書館課では、感染防止対策を徹底し「おはな
し会」等の対面事業を実施する。

社会教育課では、コロナの５類感染症への移行
後も情報収集に努め、持続可能な事業の実現を
目指していく。
公民館課では、感染防止対策を講じ、オンライ
ンも活用しつつ、対面による人とのつながりを
重視した事業を実施していく。
図書館課では、「おはなし会」等のＰＲを工夫
し参加人数の増加に努め、また「としょかん福
袋」についても対象者を成人向けに対応するな
どの拡大を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 7,478人 14,471人 20,483人

説明

社会教育課は、受講者が子どもへ伝えられる内
容で大人版の宇宙の学校を実施し、延べ32人
（目標約50人）が参加した。
公民館課は、実施できなかった事業が多く、参
加者数は前年度の約半数以下となり、7,232人
が参加した。
図書館課は、スペシャルおはなし会、一日図書
館員、託児保育等の事業を実施し214人参加し
た。

社会教育課では、受講者が子どもへ伝えられる
内容で大人版の宇宙の学校を実施し、延べ36人
（目標約50人）が参加した。
公民館課では、実施できなかった事業もあった
が、参加者数は13,324人だった。
図書館課では、おはなし会、映画会等６事業を
実施し、1,111人が参加した。

社会教育課では、受講者が子どもへ伝えられる
内容で大人版の宇宙の学校を実施し、延べ81人
（目標約50人）が参加した。
公民館課では、感染防止対策を講じつつ事業を
実施し、延べ19,121人が参加した。
図書館課では、おはなし会、映画会、一日図書
館員、託児サービス等の６事業を実施し、
1,281人が参加した。

評価 Ｂ B B

実績 659,909冊 836,151冊 851,896冊／電子図書館貸出数2,465点

説明
予約図書貸出の実施などにより、長期の臨時休
館にもかかわらず、資料の貸出数は前年度に比
べ７％（５万１千件）の減にとどまった。

臨時休館中も、予約図書の受け渡し等を行い、
前年度に比べ21％（176,242件）増加となっ
た。

返却された図書の消毒を引き続き行いながら、
通常開館に戻し、資料の貸出数は前年度に比べ
1.9％（15,745件）の微増となった。
　電子図書館については、電子書籍483点（大
人対象367点、児童・ヤングアダルト向け116
点）を購入し、提供した。

評価 Ｂ B B
●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

年度

①

②

課題及び
今後の方向性

２　成果指標の達成状況評価

成果指標①

成果指標②

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

公民館課・図書館課・社会教育課主催事業参加者数

図書館貸出冊数

評価の平均値

3

施策の方向性Ⅲ

【Ⅲ－１】

取組の柱１ 　多様な学びの提供

2

多様な学習
機会・支援
の充実

1

社会教育課では、大人版宇宙の学校はコロナ禍
のため施設見学を中止したが、受講者が学んだ
内容を子どもに伝えられるよう、教材紹介を取
り入れて講座を実施し、延べ32名が参加した。
公民館課では、市民の学習の充実のため96事業
企画したが、27事業中止し、一部実施も含めて
69事業を実施した。
図書館課では、定例のおはなし会は実施を見
送ったが、全館で「スペシャルおはなし会」
（５回）、保育園への「出前おはなし会」（３
回）の事業を実施した。また、休館期間中で
あっても児童書３冊を詰めた「としょかん福
袋」の貸出等工夫をし、子どもたちの学びの環
境の確保に努めた。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上

欄）及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

社会教育課では、大人版宇宙の学校を実施し、延べ
36人が参加した。前年度コロナ禍のため中止となっ
たＪＡＸＡ相模原キャンパス施設見学をバーチャルで
行い実施回数を２回から３回に増やした。受講者が学
んだ内容を子どもに伝えられるよう教材紹介を取り入
れ、実際に子どもや家族とのコミュニケーションに活
用された。
公民館課では、コロナ禍のため感染防止対策を講じ、
さらに、オンラインを活用した講座も昨年度より多く
取り入れ、市民の学習の充実のため132事業を企画
し、一部実施も含めて124事業を実施した。また、異
世代交流事業では、子どもと大人の交流・体験広場と
して、親子でクッキング・親子でマジシャン・切り絵
を楽しむ・作って飛ばそう紙ヒコーキ等８事業を実施
し、延べ457人が参加した。
図書館課では、定例の「おはなし会」（15回）、
「スペシャルおはなし会」（各館開催計５回）、「映
画会」（14回）、保育園への「出前おはなし会」
（６回）の事業を実施した。また、休館期間中につい
ては、「としょかん福袋」の貸出をし、子どもたちの
学びの環境の確保に努めた。

社会教育課では、大人版宇宙の学校を実施した。定員
30人で３回開催したところ、延べ参加人数が81人と
なり、昨年と比べて大幅に増加した。３回開催のうち
１回は施設見学をみなとみらい技術館で行った。受講
者が学んだ内容を子どもに伝えられるよう教材紹介を
取り入れ、実際に子どもや家族とのコミュニケーショ
ンに活用された。
公民館課では、感染防止対策を講じつつ、市民の学習
の充実のため186事業を実施した。武蔵国分寺跡史跡
指定100周年記念歴史講座では、５館で６事業を実施
し、延べ492人が参加した。また、幅広い世代が気軽
に参加できる異世代交流事業では、子どもと大人の交
流・体験広場として、親子でクッキング・親子でマジ
シャン等８事業を実施し、コロナ禍の影響も薄れたこ
とから参加増となり、延べ788人が参加した。
図書館課では、定例の「おはなし会」（各館開催計
111回）、「スペシャルおはなし会」（各館開催計
10回）、「映画会」（各館開催計５回）、保育園や
子ども家庭支援センター、学校等への「出前おはなし
会」（17回）の事業を実施した。また、教育７ＤＡ
ＹＳで、児童書３冊を詰めた「としょかん福袋」を５
館（291セット）で用意し、子どもたちの学びの環境
を整えた。子育て中の保護者が本を読んで過ごす時間
が持てるよう、託児付サービスを（２館計16回）実
施した。

　子どもから高齢者まで幅広い年齢層に対応するほか、障害のある方、子育て中の方、母国語が日本語でない方など、すべての市民が地域の中で学ぶことができる環
境を整備します。
　また、地域における課題解決に向けた学習環境の整備や、郷土を知るための学びの提供を図ります。学習以外にも体験から得られる学びのために、自然体験や様々
な活動の場を提供します。
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５年間の達成状況評価 B：一定の成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

4 4

公民館課は、防災・防犯をテーマに各館で講座を企画し開催
した。そのほか各公民館の地域の課題や解決に向けた講座を
43事業実施した。
図書館課は、利用者からの問合せに関し、適切にレファレン
スサービスを実施した。今年度は新たに、子どもたちがが地
域の事を調べるための講座「地域資料の調べ方　小学生編」
を開催した。

計画期間中、公民館課は、市内各地域の共通の課題である防
災・防犯をテーマに各館で講座を企画し開催した。都立立川
学園を抱える光公民館では聴覚障害をテーマにした講座を実
施するなど各公民館の地域特性に応じた講座を実施した。
図書館課は、利用者からの問い合わせに関し、調べものの手
伝いを行うファレンスサービスを実施して、個々のニーズに
対応した。また、地域資料の調べ方講座など、市民が地域に
ついて調べるための支援を充実した。

5 4

社会教育課は、わんぱく学校を実施し、40人が参加した。
火おこしや野外炊飯、国分寺ふるさと学習、多摩川歩きなど
のプログラムを計10回実施した。わんぱく学校卒業生が青
少年地域リーダー講習会への参加につながっており、令和５
年度はわんぱく学校生卒業生を含む22人が地域リーダーと
して参加した。
公民館課は、地域性をいかした農業体験講座や職場体験をし
た第四中学校の生徒が企画した講座「おはなしおかしをつく
ろう～おおきなカステラ編～」では調理実習のある体験講座
など、コロナ禍後の体験型イベントの需要増に対応するた
め、様々な体験学習の場を５館で72事業実施した。

計画期間において、社会教育課は、わんぱく学校を継続して
実施し、自然体験等、様々な体験を通じて、子どもたちの感
受性や人間性を伸ばし、協調性を育むことができた。わんぱ
く学校の卒業生が青少年地域リーダー講習会への参加につな
がっており、将来の地域活動の担い手を育成するきっかけと
しての役割も果たすことができた。
公民館課は、地域性を生かした農業体験講座をはじめ、コロ
ナ禍以降は、大学生や中学生も企画に参加した「じぶんかる
た」「おはなしおかしをつくろう」講座などを実施し、市民
に様々な体験学習の場を提供し数も着実に伸ばすことができ
た。

5 5
5

社会教育課は、今後も時勢に即した手法を取り入れ、持続可
能な事業の実現を目指していく。
公民館課では、地域課題の解決や、体験学習など、人とのつ
ながりを重視した事業を対面で実施しつつ、効果的なオンラ
インの活用を図る。
図書館課は、「おはなし会」などのＰＲを工夫し参加人数の
増加に努める。また、令和５年度は大人向けに「としょかん
福袋」を実施したが、今後も各世代が読書を楽しめるように
福袋のテーマの充実を図り継続していく。

令和５年度 令和６年度

28,424人 24,913人

社会教育課は、受講者が子どもへ伝えられる内容で大人版の
宇宙の学校を実施し、延べ85人（目標約50人）が参加し
た。
公民館課では、様々な講座やイベントなどの事業を実施し、
延べ25,808人が参加した。
図書館課は、おはなし会、映画会、一日図書館員、託児図書
館サービス等の６事業を実施し、2,531人が参加した。

社会教育課は、受講者が子どもや家族へ伝えられる内容や教
材を用いた大人版の宇宙の学校を実施し、延べ75人（目標
約50人）が参加した。
公民館課では、様々な講座やイベントなどの事業を実施し、
延べ22,456人が参加した。
図書館課は、おはなし会、映画会、一日図書館員、託児図書
館サービス等の６事業を実施し、2,382人が参加した。

A B

829,671冊／電子図書館貸出数2,748点 785,517冊／電子図書館貸出数3,321点

本多図書館の工事休館などの影響もあり、資料の貸出数は前
年度に比べ2.6％（22,225件）の減となった。
電子図書館については、新たに電子書籍474点（大人対象
270点、児童・ヤングアダルト向け204点）を購入し、提
供した。

紙媒体の図書のほかに、インターネットを使用した情報収集
の機会や、電子書籍の貸出が増加しているとともに、本多図
書館駅前分館が移転し、市役所分館として開館を行うために
休館した影響などもあり、資料の貸出数は前年度に比べ、
5.3%（44,154冊）の減となった。
電子図書館については、新たに電子書籍537点（大人対象
364点、児童・ヤングアダルト向け173点）を購入し、提
供した。

B B

目標値

30,000人

1,000,000冊

　社会教育課は、多様な学習機会を提供し、子どもや家族とのコミュニケーションに活
用されるような事業を継続的に進めるとともに、子どもたちが様々な体験学習をする場
としてわんぱく学校を開催し、地域活動を担う青少年地域リーダーの育成につながるよ
う努める。
　公民館は、市民の学習の充実のため10の体系に基づき幅広い事業（講座等）を実施
する。また、各公民館の地域のつながりや、地域課題の解決に向けた事業（講座等）を
実施していく。
　図書館課は、引き続き「おはなし会」「映画会」などを実施して、子どもたちがおは
なしや本に触れる機会を創出及び、各世代を対象とした「としょかん福袋」の充実を図
る。また、国分寺市を知るための地域資料の講座を継続し、学びの提供を行う。

現状値
（令和元年度）

  27,257人

711,530冊

次期教育ビジョンへの方向性

市民に地域の課題等の解
決を図るための講座等の
機会が提供されている。

市民に体験から得られる
学びのための自然体験や
様々な活動の場が提供さ
れている。

　社会教育３課ともに、すべての市民が地域の中で学べる環境づくりの充実に努めてきた。計画期間中は、新型コロナウイルス感染症の流行によ
り、活動の制限などの対応をせざるを得ない厳しい状況にあったものの、工夫を凝らしながら事業を実施し、地域課題の解決に向けた学習、郷土を
知るための学習、自然体験を含めた体験学習、読書に親しむための事業などを継続して実施できた。
　成果指標の達成状況については、両指標とも目標数値に届かなかったが、新型コロナウイルス感染症による事業の見直しや施設の工事・移転に伴
う休館等が要因であると考える。今後も、すべての市民が多様な学びを受けられるよう、社会的変化を的確に捉え、時代に即した学習機会の提供に
努めていく必要がある。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

社会教育課は、大人版宇宙の学校を実施した。定員30人で３回開
催し、延べ参加人数が85人となり、昨年と比べて僅かではあるが
増加した。３回開催のうち１回はＪＡＸＡ相模原キャンパス宇宙科
学探査交流棟の施設見学を行った。受講者が学んだ内容を子どもに
伝えられるよう教材紹介を取り入れ、実際に子どもや家族とのコ
ミュニケーションに活用された。
公民館課は、市民の学習の充実のため昨年度を上回る210事業を実
施した。公民館開館60周年記念事業では声楽コンサートを実施
し、184人が参加した。また、幅広い世代が気軽に参加できる異世
代交流事業では、子どもと大人の交流・体験広場として、親子で
クッキング・親子でマジシャン等７事業を実施し、延べ680人が参
加した。
図書館課は、定例の「おはなし会」（各館開催計197回）、「スペ
シャルおはなし会」（各館計11回）、「映画会」（各館開催計５
回）、保育園や子ども家庭支援センター、学校などへの「出前おは
なし会」（17回）の事業を実施し、子どもたちが本とつながる経
験を提供した。子ども家庭支援センターでの「絵本の読み聞かせに
ついて」に図書館職員を派遣した。
教育７ＤＡＹＳで、幼年、小学校低・中・高学年、中学生に向けた
図書３冊を詰めた「としょかん福袋」を５館（472セット）で用意
し、子どもたちの学びの環境を整えた。年末年始に大人向けに福袋
を５館で作成・貸出した。また、子育て中の保護者が本を読んで過
ごす時間が持てるよう、託児付図書館サービスを２館で計16回実
施した。特別支援学級（第四小・第二中）への学級文庫貸出しを拡
充した。誰もが読みやすい本の「りんごの棚」の設置を全館で行っ
た。

５年間の計画期間において、社会教育課は、大人版宇宙の学
校を毎年実施した。受講者が学んだ内容を家族内のコミュニ
ケーションに活用できるようにするなど、世代を超えた学び
の共有ができる教材の工夫などを行い、安定した高い出席率
を維持することができた。
公民館課は、前半はコロナ禍により事業数が大きく減少した
が、令和５年度に各種制限が解除されて以降、制限下ではで
きなかった幅広い世代を対象とした料理や発声を伴う多様な
学習機会を充実させ、本多公民館で開催の異世代交流事業も
継続して実施できた。
図書館課は、図書館でのおはなし会のほかに、保育園や学校
に職員を派遣して「おはなしの出前」や、子ども家庭支援セ
ンターでの子育て中の保護者に対する絵本の紹介、特別支援
学級の児童・生徒をはじめとする幅広い対象者に向けた事業
の推進を通じて、市民が地域の中で学ぶための支援の拡充を
図った。

市民が地域の中で学ぶこ
とができる環境が整備さ
れている。
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　社会全体の教育力の向上

　誰もがいつでも学べる学習機会を充実させます

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

自主グルー
プ活動支援
の推進

公民館課は、コロナ禍においても1,305団体の
自主グループの学習・活動支援を実施した。
図書館課は、「スペシャルおはなし会」や地域
文庫等と共催の講座や講演会を開催し、団体の
活動を支援した。

公民館課では、オンラインで活用できるプロ
ジェクターやフロアスクリーン等の充実によ
り、コロナ禍でも活動がしやすい環境を整備し
た。また、感染防止対策に配慮し中庭をグルー
プ活動の発表の場として提供した。長引くコロ
ナ禍において活動団体の減少もあったが、
1,268団体の自主グループの学習・活動支援を
実施した。
図書館課では、「おはなし会」やおはなしグ
ループ等と共催のワークショップを開催し、団
体の活動を支援した。

公民館課では、コロナ禍でも活動しやすいよう
に、オンライン環境を整備し、1,528団体の自
主グループの学習・活動支援を実施した。
図書館課では、「おはなし会」「スペシャルお
はなし会」やおはなしグループ等と共催のワー
クショップを開催した。また、新規地域文庫及
びおはなしグループの団体の活動を支援した。

公民館課、図書館課 3 4 4

情報の提供
と活用の推
進

社会教育課のグループサークルは、ひかりプラ
ザ窓口にて積極的に情報提供を行ったため、
110団体（令和元年度76団体）が登録した。
図書館課は、新刊資料の情報や各月の展示及び
イベントについて図書館ホームページ、ツイッ
ターを通じて情報提供を行った。

社会教育課ではグループサークルの登録につい
て引き続きＰＲを行い、147団体が登録した。
また、人材バンクについてホームページや市報
を通じて登録者を募集し、28人が登録した。
図書館課では、新刊資料の情報や各月の展示及
びイベントについて図書館ホームページ、ツ
イッター、Ｊ：ＣＯＭ番組を通じて情報提供を
行った。

社会教育課では、グループサークルの登録につ
いて引き続きＰＲを行い、133団体が登録し
た。また、人材バンクについてホームページや
市報を通じて登録者を募集し、31人が登録し
た。
図書館課では、新刊資料の情報や各月の展示及
びイベントについて図書館ホームページ、ツ
イッター、電子掲示板（文化振興課）などを通
じて情報提供を行った。他課との連携におい
て、武蔵国分寺跡史跡指定100周年や公民館の
地域に関する講座などとのコラボ展示を（全館
で計８回）行った。また、ＤＡＩＳＹは22タイ
トルの受入れを行い、障害のある方に提供をし
た。

図書館課、社会教育課 4 4 4

ともに学ぶ
機会の拡充

社会教育課は、東京経済大学の授業を受講でき
る特別科目聴講制度を後期のみ実施し、10人が
参加した。
公民館課は、グループとの協働事業を24事業企
画し、９事業実施した。
図書館課は、提案型協働事業として子育て中の
方が図書館でゆっくり本に触れ自分の時間を過
ごすことができるよう託児サービスを実施し、
利用者同士の交流も生まれ、利用者から高い評
価が得られた。

社会教育課では、東京経済大学の授業を受講で
きる特別科目聴講制度を前後期実施し、定員の
15人が参加した。
公民館課では、自主グループの日常活動を紹介
する「グループ活動公開事業」で６グループの
活動を紹介し、各グループともに新入会者につ
なげることができた。また、公民館まつりや中
庭コンサートの開催を通じ、各グループの活性
化との交流を図った。グループとの協働事業は
33事業企画し、31事業実施した。
図書館課では、おはなしグループと共催でワー
クショップの開催や親子体験事業を実施した。

社会教育課では、東京経済大学の授業を受講で
きる特別科目聴講制度を前後期実施し、定員の
16人が参加した。
公民館課では、自主グループの日常活動を紹介
する「グループ活動公開事業」や公民館まつり
など実行委員会のある事業等を42事業実施し、
各グループの活性化との交流を図った。また、
第五小学校や第九小学校のコミュニティ・ス
クール協議会と共催し、サマースクールの一環
として16ミリフィルムの上映会を実施した。
図書館課では、おはなしグループと共催でワー
クショップの開催や親子体験事業等３事業を実
施した。

公民館課、図書館
課、社会教育課 3 4 4

3 4 4

対面・オンラインを活用し、利用団体の学習や
活動発表の場を確保し、また、従来以上に利用
しやすい事業実施の方法を検討する。
図書館課が提案型協働事業として実施した「託
児事業」を直営で継続し、引き続き学びの支援
や機会の充実を図る。

社会教育課では引き続きグループサークルや人
材バンク登録のＰＲ及び特別科目聴講制度を継
続し、自主的な学びの支援を行う。
公民館課では、対面開催だけでなく、オンライ
ン開催も活用し、利用団体の学習や活動の発表
の場を確保するとともに、より利用しやすい事
業の実施方法を検討する。
図書館課では、おはなしグループとの共催事業
や親子体験事業を継続して実施し、充実を図
る。

社会教育課では、引き続き市民同士をつなぐグ
ループサークルや人材バンク登録の充実を図る
ため、ＳＮＳを活用しながらＰＲ及び特別科目
聴講制度を継続し、自主的な学びの支援を行
う。
公民館課では、感染防止対策を講じつつ、利用
団体の学習や活動の発表の場を確保するととも
に、モバイルルータの活用を周知し、学びの支
援と充実を図る。
図書館課では、おはなしグループとの共催事業
や親子体験事業を継続して実施し、多くの参加
者に呼びかけ学びの支援の充実を図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 1,305団体 1,268団体 1,528団体

説明
コロナ禍での臨時休館等の影響が大きい中、
1,305団体が利用した。

長引くコロナ禍の影響はあったが、1,268団体
が利用した。

コロナ禍の影響が残るものの、1,528団体が利
用した。

評価 Ｃ C B

実績 551,524件 687,362件 681,913件

説明 感染防止対策による長期休館の中、アクセス数
は前年度に比べ６％の減にとどまった。

感染防止対策のため臨時休館を行っていたが、
資料の予約の受け渡しは継続していたため、ア
クセス数は前年度に比べ19.7％（135,838
件）の増加となった。

前年度に臨時休館をしていた際は、窓口で予約
資料を貸出すのみとなっており、アクセス数が
増加したが、通常開館したことにより、直接書
棚から資料を選べるようになったため、前年度
に比べ0.8％（5,449件）微減した。

評価 Ｂ B B

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

年度

①

②

課題及び
今後の方向性

２　成果指標の達成状況評価

成果指標①

成果指標②

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

公民館利用団体数及びグループ登録数

図書館ホームページアクセス数

評価の平均値

2

3

1

施策の方向性Ⅲ

【Ⅲ－１】

取組の柱2

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上

欄）及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　自主的な学びの支援

　誰もがいつでも自主的に学習し、ともに育ち合うことができるように、学習や活動を支援します。
　また、ホームページ等により、講座、グループ活動、人材バンク登録等の情報の提供を図り、新たな人的資源の活用及び自主グループの支援を推進します。その
他、グループとの協働事業や、講演会・講習会を通して、市民がつながる学ぶ場の拡充を進めます。
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５年間の達成状況評価 B：一定の成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

公民館課では、地域の学びや交流を推進するため、引き続き
オンライン環境を整備し、また、老朽化したグランドピアノ
や長机等の備品の買替を行い、1,657団体の自主グループの
学習・活動支援を実施した。
図書館課では、「おはなし会」、「スペシャルおはなし会」
やおはなしグループとのワークショップを共催した。また、
新規地域文庫が図書館内でおはなし会を開始するなど、文庫
及びおはなしグループの団体の活動を支援した。

５年間の計画期間において、公民館課は、コロナ禍で減少傾
向にあった自主グループ活動の学習・活動を支援し、地域の
学びや交流を推進するため、設備の更新のほか、オンライン
環境を整備したことにより、動画サイトを見ながら学びを深
めたり、オンライン会議を開いたりすることができるように
なった。
図書館課は、市内で読書活動を行っている地域文庫やおはな
しグループと共催で講演会を継続的に実施した。また、図書
館、保育園でおはなし会を開催する場の提供を行い、団体の
活動支援を継続的に実施し、団体と市民との絆を深めること
ができた。

4 4

社会教育課では、グループサークルの登録について引き続き
ＰＲを行い、115団体が登録した。また、人材バンクについ
てホームページや市報を通じて登録者を募集し、35人が登録
した。
図書館課では、新刊資料の情報や各月の展示及びイベントに
ついて図書館ホームページ、エックス（旧ツイッター）、電
子掲示板（文化振興課）などを通じて情報提供を行った。図
書館が作成している児童書のおすすめ本情報については、従
来の紙版に加えてホームページ上で掲載し、図書の所在情報
がそのまま確認・予約できるよう機能を充実した。また、Ｄ
ＡＩＳＹは22タイトルの受入れを行い、障害のある方に提供
をした。障害者サービス用資料の体験・展示会を行い、10人
が来場した。

計画期間中、社会教育課は、グループサークルや人材バンク
の登録を継続して行い、ホームページなどに情報を公開する
ことで、自主的な学習や文化活動を希望する方々へのつなぎ
役を果たした。
図書館課は、各課との連携、社会情勢や図書館独自のテーマ
で所蔵資料を展示するとともに、図書館ホームページ、エッ
クスなどを活用して、年間を通じて各館のおはなし会や講演
会の行事、月間の児童、大人を対象にした展示の発信など、
市民への情報提供に努めた。また、障害者サービス用資料の
充実に努めるとともに、もとまち公民館及び並木図書館にお
いて資料の体験・展示会を開催し、サービスを必要とする市
民の利用の拡大を図った。

4 4

社会教育課では、東京経済大学の授業を受講できる特別科目
聴講制度を前後期実施し、定員の16人が参加した。
公民館課では、自主グループの日常活動を紹介する「グルー
プ活動公開事業」や公民館まつりなど実行委員会のある事業
等を49事業実施し、各グループの活性化と交流を図った。ま
たグループ企画事業では「武蔵国分寺、心が築いた歴史の魅
力　―熱い語りと雅楽の調べ―」として、国分寺にちなんだ
歴史文化講座と雅楽の演奏を共催で実施した。
図書館課では、おはなしグループと共催で、落語家を招いて
落語と落語絵本を愉しみ、参加者登壇による落語のワーク
ショップや親子体験事業など３事業を実施した。小学生を対
象とした一日図書館員については新たに本多図書館を加えて
３館とし、３事業を実施した。

計画期間において、社会教育課は、東京経済大学との連携に
よる特別科目聴講制度を継続し、市民の学びの支援を行っ
た。
公民館課は、自主グループの日常活動を紹介する「グループ
活動公開事業」や公民館まつりなど実行委員会のある事業等
を実施し、各グループの活性化と交流を図った。各公民館で
は地域会議や実行委員会と共催で共通の地域課題として防災
事業に取り組み、多くの市民が参加した。
図書館課は、地域のおはなしグループと合同でワークショッ
プを開催し、子どもが児童文学作家と楽しめる体験を通し
て、本に興味をもつ機会を提供した。小学生と保護者対象の
一日図書館員の実施館を増やし、図書館の仕事や様々な本を
知る機会の提供を行った。

4 5

4

社会教育課では、引き続き市民同士をつなぐグループサーク
ルや人材バンク登録の充実を図るため、市報や市ホームペー
ジなど各種媒体を活用しながら周知するとともに、特別科目
聴講制度を継続し、市民の自主的な学びを支援していく。
公民館課では、利用団体の学習や活動の発表の場を確保する
とともに、モバイルルータの活用を周知し、学びの支援と充
実を図る。
図書館課では、おはなしグループとの共催事業や親子体験事
業を継続し、一日図書館員の実施館を新たに増やすなど、学
びの支援の充実を図る。

令和５年度 令和６年度

1,657団体 1,699団体

新規登録団体が200団体あり、1,657団体が利用した。
1,699団体が利用した。コロナ禍の影響は脱しつつあるが、
令和元年度の数値までは戻っていない。

B B

627,969件 641,185件

ホームページを利用せずに、来館して資料を閲覧・選択する
傾向が前年度から継続したことも一つの要因と推測され、前
年度に比べ7.9％（53,944件）減少した。

図書館資料（新着所蔵資料含む）の検索、講演会や託児サー
ビスの閲覧・申込み、市役所内への移転に伴う駅前分館の休
館情報の確認、資料の受取場所のcocobunji市民サービス
コーナーへの変更（インターネットのみで予約を受付）、市
役所分館の開館に伴うインターネット予約による貸出利用者
の増加などがあり、前年度に比べ2.1%（13,216件）増加
した。

B B

目標値

2,000団体

850,000件

　社会教育課では、グループサークルや人材バンクの充実を図り、自主グループや市民
の自主的な学びの支援を継続するとともに、東京経済大学との連携による特別科目聴講
制度や市民大学を開催することで学ぶ機会の提供を進める。
　公民館課では、引き続き地域の学びや交流を推進するため、自主的な学びの支援を行
うとともに、実行委員会のある事業等の実施による各グループの交流を図る。
　図書館課では、引き続き地域文庫やおはなしグループとの共催事業のほか、一日図書
館員などの親子体験事業を実施する。
　次期図書館システム更新時に、図書館ホームページについて市民などが利用しやすい
よう工夫を行う。

現状値
（令和元年度）

 1,828団体

587,987件

次期教育ビジョンへの方向性

市民に必要な情報が提供
され、様々な学習・文化
活動に活用されている。

社会教育施設では、グ
ループとの協働事業等を
通して、市民同士の交流
が図られている。

社会教育施設における自
主的な学習や文化活動に
対する支援を行うこと
で、グループ活動が充実
している。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

　社会教育３課ともに、個人・団体を問わず、市民がいつでも自主的に学べるよう、必要な情報の提供や講演会・講習会の開催、グループ活動への支
援などを行い、学びのみならず市民同士がつながる機会の創出に努めた。
　成果指標は目標に届かなかったものの、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中で回復傾向も見られる。今後も、誰もが気軽に学べるよ
う、学習や活動の支援を進め、市民同士がつながる学びの場の拡充に努める。
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　社会全体の教育力の向上

　誰もがいつでも学べる学習機会を充実させます

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

学習や活動
に関する情
報発信の拡
充

社会教育課は、人材バンクをホームページや市
報を通じて登録者を募集し、26人（令和元年度
23人）が登録した。
公民館課は、ホームページ（アクセス数9,323
件）、公民館だより「けやきの樹」（アクセス
数1,625件）及びツイッター（月平均アクセス
数18,732件）を活用し、情報発信を行った。
図書館課は、各月の展示やイベント情報をツ
イッターを活用したＳＮＳ配信等により、図書
館情報の提供と利便性の向上を図った。

社会教育課では、わんぱく学校や地域リーダー
講習会などの事業について教育広報紙などで情
報発信を行った。
公民館課では、ホームページ（アクセス数
8,524件）、公民館だより「けやきの樹」（ア
クセス数1,958件）及びツイッター（月平均ア
クセス数19,269件）を活用し、情報発信を行っ
た。コロナ禍での事業開催のため、ツイッター
での事業の情報発信を多くしたことにより、ツ
イッターのアクセス数の増加につながった。
図書館課では、図書館案内や各月の展示やイベ
ント情報をツイッター（月平均アクセス数
11,033件）を活用したＳＮＳ配信等により、図
書館情報の提供と利便性の向上を図った。

社会教育課では、わんぱく学校や地域リーダー
講習会などの事業について教育広報紙などで情
報発信を行った。
公民館課では、ホームページ（アクセス数
6,210件）、公民館だより「けやきの樹」（ア
クセス数2,013件）及びツイッター（月平均ア
クセス数19,500件）を活用し、情報発信を行っ
た。事業実施数が増加し、発信数が増えたこと
が、「けやきの樹」及びツイッターのアクセス
数の増加につながった。
図書館課では、図書館案内や各月の展示やイベ
ント情報をホームページ（アクセス数681,913
件）ツイッター（月平均アクセス数9,315件）
を活用したＳＮＳ配信等により、図書館情報の
提供と利便性の向上を図った。

図書館課、公民館課、
社会教育課 4 4 4

持続可能な
学習環境の
充実

公民館事業運営スタッフとして、くぬぎ教室や
生活日本語スタッフを確保し人員体制を強化す
ることで利用者支援の充実を図った（登録者74
人）。また、部屋の確保をすることで利用者の
学習環境を整えた。

公民館事業運営スタッフとして、くぬぎ教室や
生活日本語スタッフを確保し人員体制を強化す
ることで利用者支援の充実を図った（登録者
71人）。トイレのバリアフリー化や個人利用者
用学習スペースを確保することにより、利用者
の利便性向上等の環境整備を行った。

公民館事業運営スタッフとして、くぬぎ教室や
生活日本語スタッフを確保し人員体制を強化す
ることで利用者支援の充実を図った(登録者数84
人)。また、引き続き個人利用者用学習スペース
を確保することにより、利用者の利便性向上等
の環境整備を行った。

公民館課 4 4 4

ＩＣＴを活
用した環境
整備の推進

本多公民館（４か所）及びひかりプラザ（２か
所）に公共無線ＬＡＮを設置した。
図書館課は、国立国会図書館デジタルコレク
ションを閲覧する端末を設置し、同図書館のデ
ジタル化資料のうちインターネットに公開され
ていない約150万点の貴重な資料からも情報を
入手できる閲覧サービスを新たに開始し（利用
件数48件）利便性の向上を図った。

社会教育課では、令和２年度に設置したひかり
プラザの公共無線ＬＡＮ環境を保持し、市民の
利便性を継続した。
公民館課では、ＧＩＧＡスクール用のモバイル
ルータを全館５台ずつ設置して、来館時にいつ
でもインターネットにアクセスできるように
し、児童・生徒の利便性の向上を図った。
図書館課では、新聞記事検索サイトの更新や、
国立国会図書館デジタルコレクションサービス
の実施（利用件数58件）により、利便性の向上
を図った。

社会教育課では、令和２年度に設置したひかり
プラザの公共無線ＬＡＮ環境を保持し、市民の
利便性を継続した。
公民館課では、新たに利用グループのためのモ
バイルルータ貸出し事業を実施し、講座や市民
の学習時にいつでもインターネットにアクセス
できるようにし、利便性の向上を図った。
図書館課では、新聞記事検索サイトの更新を
行った。国立国会図書館デジタルコレクション
サービスの実施（利用件数23件）により、利便
性の向上を図った。電子図書館を令和４年８月
16日より開設（利用登録者数1,254人）した。

公民館課、社会教育
課、図書館課 4 4 4

4 4 4

情報発信については引き続きＳＮＳやホーム
ページを活用する。
公共無線ＬＡＮが社会教育活動に活用されるよ
うＰＲする。
感染防止対策も含め、オンライン・リモート環
境の整備が課題である。ＩＣＴを活用したサー
ビスや、オンライン・リモート環境を充実し、
学習環境を整備する。

社会教育課ではひかりプラザ内の公共無線ＬＡ
Ｎが社会教育活動に活用されるよう引き続きＰ
Ｒする。
公民館課ではオンラインを活用した活動を行え
るように、今後も環境整備を拡充していく。
図書館課では、電子図書館の導入をし、いつで
もどこでも学べる読書環境を整備する。

社会教育課では、ひかりプラザ内の公共無線Ｌ
ＡＮが社会教育活動に活用されるよう引き続き
ＰＲを行っていくとともに、令和５年度にひか
りプラザ施設利用者へモバイルルータの貸出を
開始し、更に充実を図っていく。
公民館課では、オンラインを活用した活動を行
えるように、様々な活用方法など周知してい
く。
図書館課では、電子図書館を導入したことか
ら、市民の利用ニーズに対応できる書籍の充実
を行い、読書環境を整備する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 285人 1,017人 864人

説明

各公民館でオンライン講座を実施し、事業・参
加者数は以下のとおりであった。本多公民館２
事業71人、恋ケ窪公民館１事業20人、光公民館
２事業79人、もとまち公民館３事業88人、並木
公民館１事業27人。

各公民館でオンライン講座を実施し、事業・参
加者は以下のとおりであった。本多公民館７事
業213人、恋ケ窪公民館１事業１人、光公民館
５事業667人、もとまち公民館11事業136人。

対面による講座が主ではあるが、より参加しや
すいように各公民館でオンライン講座を７事業
実施し、864人の参加者があった。光公民館の
ピカロックではライブ配信を実施し、多くの方
に視聴してもらっている。

評価 Ｂ A A

実績 625時間 818時間 1,010時間

説明
ボランティアの対象年齢を18歳から中学生以上
に引き下げたため、高校生の参加があった。コ
ロナ禍でも前年度比52.4％増となった。

ボランティア活動のニーズの高まりがあったた
め、コロナ禍でも前年比30.8％増となった。

ボランティア活動では、コロナ禍でも、高校生
だけでなく、中学生の参加もあり、前年比
23.5％増となった。

評価 Ｂ A A

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

年度

①

②

課題及び
今後の方向性

２　成果指標の達成状況評価

成果指標①

成果指標②

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

公民館でのオンライン講座参加者数

図書館ボランティア活動時間数

評価の平均値

2

3

1

施策の方向性Ⅲ

【Ⅲ－１】

取組の柱3

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上
欄）及び

主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　学習環境の整備

　高度情報化社会への対応や、学習、活動の場、市内開催の事業等の必要な情報を市民に届けることができるようにするため、情報の発信及び収集の環境整備に努め
るとともに、人と人とがつながりを持てる地域の拠点としても環境整備を行います。
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５年間の達成状況評価 B：一定の成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

社会教育課では、わんぱく学校や地域リーダー講習会などの
事業について教育広報紙やＳＮＳなどで情報発信を行った。
公民館課では、ホームページ（アクセス数14,841件）、公
民館だより「けやきの樹」（アクセス数2,155件）及びエッ
クス（月平均アクセス数26,664件）を活用し、情報発信を
行った。ホームページの改訂と講座の様子などの発信を積極
的に行うことによりアクセス数が増加した。
図書館課では、図書館案内や各月の展示やイベント情報を
ホームページ（アクセス数627,969件）、エックス（旧ツ
イッター）（月平均アクセス数5,145件）を活用したＳＮＳ
配信などにより、図書館情報の提供と利便性の向上を図っ
た。

５年間の計画期間において、社会教育課は、わんぱく学校や
青少年地域リーダー講習会などの事業を、教育広報誌やＳＮ
Ｓなど様々な広報媒体を活用して情報発信を行い、事業の周
知と更なる参加促進を図った。
公民館課では、ホームページのデザインを令和４年度に刷新
し、講座情報を公民館ごとにわかりやすく掲載するように工
夫して情報発信を行った。また、教育、子ども部門で統一し
たエックスで講座の周知や講座の様子などを発信した。
図書館課では、図書館ホームページやエックスを活用して、
年間を通じて図書館案内や、各館で行う社会情勢や各課と連
携をしたテーマ展示（ＳＤＧｓ・人権・自殺防止など）、ス
ペシャルおはなし会、講演会などの事業開催の案内を発信
し、図書館情報の提供と利便性の向上を図った。

4 4

公民館事業運営スタッフとして、くぬぎ教室や生活日本語ス
タッフを確保するため、近隣の大学への呼びかけや、くぬぎ
まつりを開催し、くぬぎ教室の活動を知ってもらうことによ
り、利用者支援の充実を図った（登録者数98人）。また、引
き続き個人利用者用フリースペースを確保することにより、
利用者の利便性向上等の環境整備を行った。

計画期間中、公民館事業運営スタッフとして、くぬぎ教室や
生活日本語スタッフを確保するため、近隣の大学への呼びか
けや、くぬぎ教室ボランティア養成講座を開催し、くぬぎ教
室の活動を知ってもらうことにより、利用者支援の充実を
図った。また、個人利用者用フリースペースでは全館で公共
無線ＬＡＮを導入し、利用者の利便性向上等の環境整備を
行った。

4 4

社会教育課では、令和２年度に設置したひかりプラザの公共
無線ＬＡＮ環境により、市民の利便性を継続した。さらに、
令和５年度からひかりプラザでのモバイルルータの貸出しを
開始し、利用者がよりＩＣＴの活用等ができるよう環境の整
備を図った。
公民館課では、引き続き利用グループへのモバイルルータ貸
出し事業を実施し、講座や市民の学習時にいつでもインター
ネットにアクセスできるようにし、利便性の向上を図った。
図書館課では、新聞記事検索サイトの更新を行った。国立国
会図書館デジタルコレクションサービスの実施（利用件数20
件）により、利便性の向上を図った。また、電子図書館の令
和５年度の1年間の利用登録者数は931人（累計2,185人）
であった。

計画期間において、社会教育課は、ひかりプラザでの公共無
線ＬＡＮ環境の整備や、モバイルルータの貸出しなど、ＩＣ
Ｔの活用を積極的に進めることで、利用者の利便性の向上を
図った。
公民館課は、利用グループへのモバイルルータ貸出し事業を
実施し、講座や市民活動の際にいつでもインターネットにア
クセスできるようにしている。さらに、全館でも公共無線Ｌ
ＡＮ環境を導入し、ロビー利用者も含めてＩＣＴの活用等が
できる環境を整備し、オンライン会議や動画による学習など
活用が多方面に広がっている。
図書館課は、図書館ホームページを活用し、調査研究の一端
を担う新聞記事検索サイトを更新し充実に努めた。また、図
書館利用カード登録時に併せて電子図書館サービスを紹介す
ることで、利用登録者の増加につながった。国立国会図書館
デジタルコレクションサービスの実施で、市民の利便性の向
上を図った。

4 5

4

社会教育課では、ひかりプラザ内の公共無線ＬＡＮが社会教
育活動に活用されるよう引き続きＰＲを行っていくととも
に、令和５年度から貸出しを開始したモバイルルータの活用
についても周知していく。
公民館課では、オンラインを活用した活動を行えるように、
モバイルルータの活用方法など周知していく。
図書館課では、電子図書館の電子書籍の充実、及び新たに地
域資料の電子書籍化を行い、読書環境の整備を行うととも
に、電子図書館利用の促進を図る。

令和５年度 令和６年度

2,279人 946人

対面による講座が主ではあるが、より参加しやすいようにオ
ンラインを併用した事業実施し、2,279人の参加者があっ
た。光公民館のピカロックのライブ配信は定着し、多くの方
に視聴してもらっている。

対面による講座が主ではあるが、より参加しやすいようにオ
ンラインを併用した事業を実施し、946人の参加者があっ
た。

A A

989時間 1,262時間

ボランティア活動について、引き続き高校生だけでなく、中
学生の参加もあったものの、ボランティアの一人当たりの活
動時間が減少したことにより、前年比３％減となった。

ボランティア活動について、引き続き高校生だけでなく、中
学生もワークショップ参加の子ども達のフォローや、福袋作
成など様々な活動に携わったこともあり、27.6％増となっ
た。

B A

目標値

300人

1,000時間

　社会教育課では、ＩＣＴ環境の利用促進に努め、市民の学習環境を拡充し利便性の向
上を図る。ＳＮＳなどを活用し、届けたい相手にきちんと届くような情報発信に努め
る。
　公民館課では、公民館事業運営スタッフを活用し利用者を支援するとともに、オンラ
インを活用した活動を行えるように、様々な活用方法など周知していく。
　図書館課では、図書館ホームページの各コンテンツの充実、電子図書館で所蔵する電
子書籍の充実を図り、利用の促進につなげる。また、小・中学校のＧＩＧＡスクールで
の電子図書館の活用に向けて検討、利用の推進を図る。

現状値
（令和元年度）

0人

410時間

次期教育ビジョンへの方向性

公民館では、ソフト面、
ハード面における学習環
境が整備されることで、
市民の持続可能な学習の
充実が図られている。

社会教育施設では、公共
施設予約システムの充実
や無線ＬＡＮなどの環境
整備を進めることで、効
果的に必要な情報を収集
することができ、市民の
利便性の向上が図られて
いる。

社会教育施設では、従来
の情報提供に加え、ＳＮ
Ｓの配信等の新たな情報
提供により、市民の情報
量の拡大と利便性の向上
が図られている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

　社会教育３課ともに、新型コロナウイルス感染症に対する対応を契機に、オンラインの積極的な活用など、時代に応じた学習環境の整備にも取り組
み、人と人とがつながる地域拠点の形成を進めてきた。今後もつながりの可能性を広げ、誰もがいつでも学べる機会の更なる充実を図っていく。
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　社会全体の教育力の向上

　地域における学びの循環を推進します

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

地域で学び
合う機会の
創出

社会教育課は、市民大学講座の開催時期、方法
など検討を重ねてきたが、会場以外での実施が
困難となり、感染防止対策として中止した。
公民館課は、企画した学習支援事業ジュニアサ
ロンやＰＴＡ連合会との連携事業「教育講座」
はすべて中止した。
図書館は、コロナ禍のため事業の企画を行った
が、実施はできなかった。

社会教育課では、市民大学講座の開催時期、回
数、方法を検討し、期間中であればいつでも学
習できるオンデマンド方式で年間４回実施し、
80人が参加した。
公民館課では、企画した学習支援事業ジュニア
サロンを、小学生は大学と連携し、前半をオン
ライン、後半を対面で実施した。ＰＴＡ連合会
との連携事業「教育講座」は、オンラインと対
面の両方で実施した。
図書館課では、読み聞かせ講習会や一日図書館
員の開催など９事業を実施した。

社会教育課では、市民大学講座をコロナ禍以前
の対面、８回の開催とし、177名の参加があっ
た。
公民館課では、企画した学習支援事業ジュニア
サロンを大学と連携し実施した。ＰＴＡ連合会
との連携事業「教育講座」は、オンラインと対
面の両方で実施した。
図書館課では、読み聞かせ講習会や一日図書館
員の開催など９事業を実施した。

社会教育課、公民館
課、図書館課 2 4 4

交流活動・
協働事業の
推進

公民館課は、学習機会の充実及び地域の課題解
決のため、地域で活躍するボランティア同士の
交流や地域会議など24事業企画した。感染防止
対策として15事業を中止したが、９事業実施で
きた。
図書館課は、市民団体主催の「ぶんぶんウォー
ク・ブックタウンプロジェクト事業（本を介し
て市民がつながることを目的とした事業）」に
おいて、主催団体と本多図書館・本多公民館の
協働で「ビブリオバトル」を実施した。また、
子育て中の方が図書館でゆっくり本に触れ自分
の時間を過ごすことができるよう託児サービス
を実施し、利用者同士の交流も生まれ、利用者
から高い評価が得られた。

公民館課では、地域の課題解決を図るため地域
会議（第二中学校区の公立小・中学校、ＰＴ
Ａ、自治会、消防署等）を開催し、また、同会
議メンバーと協働で「コロナ禍での地域の状況
を知る　～今こそ人とのつながりを考える」を
開催し、地域コーラス隊や第二中学校吹奏楽部
の演奏と各団体の取組についての情報交換を
行った。そのほか学習機会の充実のため、地域
で活躍するボランティア同士の交流など33事業
を企画した。感染防止対策として2事業を中止し
たが、31事業実施となった。
図書館課では、市民団体主催の「ぶんぶん
ウォーク・ブックタウンプロジェクト事業（本
を介して市民がつながることを目的とした事
業）」において、主催団体と協働で「ぶんさん
ウォーク」コラボ展示を実施した。

公民館課では、地域の課題解決を図るために地
域会議等を３館で実施し、また、グループ活動
公開事業の再開や運営サポート会議との共催事
業、地域で活躍するグループ同士の交流など42
事業を実施した。
図書館課では、市民団体主催の「ぶんぶん
ウォーク・ブックタウンプロジェクト事業（本
を介して市民がつながることを目的とした事
業）」において、主催団体と協働で「ブックタ
ウン縁日」に参加した。

公民館課、図書館課 3 4 4

学校施設を
活用した地
域づくりの
推進

社会教育課は、放課後子どもプランの日数増加
や様々な体験活動が実施できるよう第一小学校
及び第二小学校に各校支援のための拠点づくり
を進めた。学校キャンプは地域主催に移行し、
市は支援を行った。感染防止対策を行いながら
４校で実施できた。
公民館課は、「二中生に習う初級パソコン教
室」等の学校施設を活用した事業は、感染防止
対策のため実施できなかった。
図書館課は、学校施設を活用した事業は実施で
きなかった。

社会教育課では、子どもの居場所として放課後
子どもプランが安定して実施できるよう各実施
委員会の事務効率化を図り支援を行った。学校
キャンプはコロナ禍でも実施の準備をすすめ、
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置以外の期
間で５校実施できた。
公民館課では、学校施設を活用した事業は、感
染防止対策のため実施できなかったが、代わり
に恋ケ窪公民館での講座にオンラインで第一中
学校生に参加してもらい、地域とのつながりを
深めた。また、並木芸術ギャラリーでは教育７
ＤＡＹＳに合わせて、第六・十小学校、第五中
学校の児童・生徒の作品を展示し、地域の方に
観てもらった。
図書館課では、おはなしグループと連携して第
一小学校におはなし会の出前を行った（１年生
３クラス）。

社会教育課では、子どもの居場所として放課後
子どもプランが安定して実施できるよう各実施
委員会のヒアリングを行い、実情にあった支援
策を検討した。また、新たに児童の参加申請を
電子上でできるようにし、利便性の向上を図っ
た。
学校キャンプはコロナ禍でも実施の準備をすす
め、８校実施できた。
公民館課では、並木公民館で子どもまつりを開
催し、第五中学校も会場として使用し部活見
学・体験を行った。また、恋ケ窪公民館では第
五小学校の体育館を活用し「お笑い芸人から学
ぶ　生き方・話し方」の実施、第九小学校の体
育館を活用し公民館まつりを実施した。
図書館課では第九小学校のサマースクールで手
遊び・絵本の読み聞かせ・ブックトーク・工作
などを行った（１～３年生）。

社会教育課、公民館
課、図書館課 3 3 4

3 4 4

社会教育課は、放課後子どもプランを、第一小
学校及び第二小学校のプラン室を中心に放課後
全校で様々な学びや体験ができるよう取り組
む。学校キャンプは各校の実行委員会がスムー
ズに実施できるよう支援を行う。
公民館課は、感染防止対策も含め、オンライ
ン・リモートの活用により、学校・家庭・地域
との連携事業を推進していく必要がある。
図書館課は、継続して地域との連携を図り、地
域図書館や市民の読み着せグループとの共催・
協働による事業を実施する。

社会教育課では、放課後子どもプランを安定的
に運営ができるように地域の活力を取り込み、
２箇所のプラン室を拠点とした支援を行ってい
く。
学校キャンプは引き続き各校の実行委員会がス
ムーズに実施できるよう支援を行う。
公民館課では、感染防止対策も含め、オンライ
ン・リモートの活用により、事業や講座を実施
した。対面の必要性もあり、今後は、併用して
いく。
図書館課では、地域文庫やおはなしグループと
の共催・協働による事業を実施し、継続して地
域活動を担う市民の育成に努めていく。

社会教育課では、放課後子どもプランを安定的
に運営ができるように各校の実施委員会に対し
て必要な支援策を行う。２箇所のプラン室につ
いても引き続き支援の拠点として機能させてい
く。
学校キャンプは引き続き各校の実行委員会がス
ムーズに実施できるよう支援を行う。
公民館課では、感染防止対策を講じつつ、オン
ライン・リモートの活用により、事業や講座を
実施する。アフターコロナに向け対面での交流
の必要性もあり、今後も併用していく。
図書館課では、地域文庫やおはなしグループな
どとの共催・協働による事業を実施し、継続し
て地域活動を担う市民の育成に努め、地域と連
携しながら活動を広めていく。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 10事業 17事業 25事業

説明

社会教育課は、学校キャンプを地域主催に移行
した。放課後子どもプランはコロナ禍でも感染
防止対策をしながら、遊びの場、学びの場、体
験の場を全10校計576日実施した。
公民館課は企画していた事業をすべて中止し
た。

社会教育課は、放課後子どもプランについてコ
ロナ禍でも感染防止対策を行いながら全10校計
959日実施した。
公民館課は、コロナ禍が続く中、リモートを活
用し、第一中学校生に協力してもらい「中学生
と考える持続可能な社会」を実施した。また、
並木芸術ギャラリーでは第六・十小学校、第五
中学校の児童・生徒の作品を展示した。第九小
学校コミュニティ・スクール協議会との共催事
業として「第九小学校およびその周辺の50年」
と題し、写真展の開催をした。
図書館課では、学級文庫の貸出、調べ学習への
支援など４事業を実施した。

社会教育課は、放課後子どもプランについてコ
ロナ禍でも感染防止対策を行いながら全10校計
1,367日実施した。
公民館課では、並木芸術ギャラリーで第六・十
小学校、第五中学校の児童・生徒の作品を展示
した。また、第五小学校や第九小学校のコミュ
ニティ・スクール協議会と共催し、サマース
クールの一環として16ミリフィルムの上映会を
行うなど、11事業を実施した。
図書館課では、学級文庫の貸出、社会科見学、
調べ学習、サマースクールへの支援など４事業
を実施した。

評価 Ｃ B B
実績 12事業 17事業 22事業

説明

感染防止対策で中止した事業もあったが、公民
館課では地域課題解決に向けた「地域づくり講
座」を実施することができた（６事業）。
図書館課では地域文庫や読み聞かせグループと
の共催で「スペシャル読み聞かせ会」や講演会
を開催した（６事業）。

図書館課では地域文庫やおはなしグループとの
共催で「スペシャルおはなし会」や講演会を開
催した（３事業）。
感染防止対策で中止した事業もあったが、公民
館課では、地域課題解決に向けた「地域づくり
講座」を実施した。（14事業）

公民館課では、地域課題解決に向けた「地域づ
くり講座」を実施した（19事業）。
図書館では地域文庫やおはなしグループとの共
催で「スペシャル読み聞かせ会」や講演会、市
民グループによる「おはなし会」を開催した
（３事業）。

評価 Ｃ B B

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

年度

①

②

課題及び
今後の方向性

２　成果指標の達成状況評価

成果指標①

成果指標②

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

学校との連携事業数

家庭・地域との連携事業数

評価の平均値

2

3

1

施策の方向性Ⅲ

【Ⅲ－2】

取組の柱１

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上
欄）及び

主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　学校・家庭・地域との連携

　学校や社会教育施設が家庭・地域と連携を図り、市民と行政の協働による事業や市民とのつながりを深める事業を行うことにより、子どもから大人まで相互に学
び・育ち合うことができる、地域の特徴をいかした持続可能な地域づくりを推進します。
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５年間の達成状況評価 B：一定の成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

社会教育課では、市民大学講座を対面で8回開催し、176名
が申込み、延べ898名が参加した。
公民館課では、学習支援事業ジュニアサロンを大学と連携し
実施した。ＰＴＡ連合会との連携事業「教育講座」は、オン
ラインを併用し実施した。
図書館課では、読み聞かせ講習会や一日図書館員等10事業
を実施した。

５年間の計画期間において、社会教育課は、市民大学講座を
東京経済大学との連携により継続的に開催し、多くの市民に
大学での学びの機会を提供することができた。
公民館課は、学習支援事業ジュニアサロンを大学と連携し実
施した。教育講座は、ＰＴＡ連合会解散後も公募による企画
委員会との共催事業として継続し、学び合う機会を創出し
た。
図書館課は、保護者等を対象とした読み聞かせ講習会、親子
対象のクワガタ飼育、一日図書館員、中学生以上対象の図書
館ボランティアなど、幅広い年齢層に向けて、継続的に学び
合う事業を実施した。

4 4

公民館課では、地域の課題解決を図るために地域会議等を３
館で実施した。また、コミュニティスクールや公民館運営サ
ポート会議との共催事業、地域で活躍するグループ同士の交
流など49事業を実施した。
図書館課では、市民団体主催の「ぶんぶんウォーク・ブック
タウンプロジェクト事業（本を介して市民がつながることを
目的とした事業）」において、主催団体と協働で「本で遊ぼ
う！国分寺ブックタウン10周年大感謝祭」に参加した。

計画期間中、公民館課は、地域の課題解決を図るために地域
会議等を３館で実施した。また、コミュニティ・スクールや
公民館運営サポート会議との共催事業、地域で活躍するグ
ループ同士の交流などをコロナ禍後に充実させ、公民館を軸
として地域住民が地域コミュニティや地域課題にかかわる基
盤づくりを進めた。
図書館課は、セレオ国分寺で開催の市民団体主催の「ぶんぶ
んウォーク・ブックタウンプロジェクト事業（本を介して市
民がつながることを目的とした事業）」において、本と参加
者を結ぶイベントを主催団体と協働で実施し、図書館の出店
では参加者が本多図書館に足を運ぶことができるような工夫
を行い、市立図書館のＰＲに繋げた。

4 5

社会教育課では、子どもの居場所として放課後子どもプラン
が安定して実施できるよう各実施委員会に対して支援策を講
じた。また、引き続き児童の参加申請を電子上でできるよう
にし、利便性の向上を図った。
学校キャンプは、小学校８校で宿泊又は日帰りで実施するこ
とができた。
公民館課は、並木公民館で子どもまつりを開催し、第五中学
校も会場として使用し部活見学・体験を行った。また、恋ケ
窪公民館は第九小学校、光公民館は第二小学校の各体育館を
公民館まつり等の会場として活用した。
図書館課では第五・九小学校のサマースクールで紙芝居・絵
本の読み聞かせ・ブックトーク・工作などを行った（対象１
～３年生）。

計画期間において、社会教育課は、放課後子どもプランを継
続実施し、子どもの安全な居場所としての機能を果たすこと
ができた。電子上の参加申請を可能にし、利便性の向上にも
つなげることができた。また、学校キャンプについても、実
施校それぞれで、工夫を凝らした地域主体での運営による取
り組みが実施され、地域コミュニティの醸成にもつなげるこ
とができた。
公民館課は、並木公民館で子どもまつりを開催し、第五中学
校も会場として使用して部活動見学・体験を行った。また、
恋ケ窪公民館は第九小学校、光公民館は第二小学校の各体育
館を公民館まつり等の会場として活用し、学校教育と社会教
育の連携を向上させた。
図書館課は、令和２年度のコロナ渦を除き、第一小学校への
おはなしの出前、第五・九小学校のサマースクールにおい
て、絵本の読み聞かせ・ブックトーク・工作などを１～３年
生を対象に実施し、地域と図書館のつながりを深め、地域づ
くりの一端を担った。

4 4

4

社会教育課では、放課後子どもプランを安定的に運営ができ
るよう各校の実施委員会に対して必要な支援策を行っていく
とともに、更に安定的な運営ができるよう検討を進めてい
く。また、２箇所のプラン室についても引き続き支援の拠点
として機能させていく。
学校キャンプは引き続き各校の実行委員会がスムーズに実施
できるよう備品の貸出しなどの支援を行う。
公民館課では、オンライン・リモートの活用により、事業や
講座を実施しつつ、対面での交流の必要性もあり、今後も併
用していく。
図書館課では、地域文庫やおはなしグループなどとの共催・
協働による事業を実施し、継続して地域活動を担う市民の育
成に努め、地域と連携しながら活動を広めていく。

令和５年度 令和６年度

31事業 29事業

社会教育課は、放課後子どもプランについて全10校計
1,505日実施した。
公民館課は、並木芸術ギャラリーで第六・十小学校、第五中
学校の児童・生徒の作品を展示した。また、第五・九小学校
のコミュニティ・スクール協議会と共催事業を実施するな
ど、16事業を実施した。
図書館課は、学級文庫の貸出、社会科見学、調べ学習、サ
マースクールへの支援、中学校職場体験など５事業を実施し
た。

社会教育課では、放課後子どもプランについて全10校計
1,545日実施した。
公民館課では、並木芸術ギャラリーで第六・十小学校、第五
中学校の児童・生徒の作品を展示した。また、第九小学校の
コミュニティ・スクール協議会と共催事業を実施するなど、
14事業を実施した。
図書館課では、学級文庫の貸出、社会科見学、調べ学習、サ
マースクールへの支援、中学校職場体験など５事業を実施し
た。

A A
46事業 61事業

公民館課は、防災シンポジウムや人生100年時代講座等、地
域に目を向けた事業を多くすることにより、44事業を実施
した。
図書館は、地域文庫やおはなしグループとの共催で「スペ
シャルおはなし会」や講演会、市民グループによる「おはな
し会」を開催した（３事業）。

公民館課では、防災シンポジウムや人生100年時代講座等、
地域に目を向けた事業を多くすることにより、58事業を実
施した。
図書館課では、地域文庫やおはなしグループとの共催で「ス
ペシャルおはなし会」や講演会・ワークショップ、市民グ
ループによる「おはなし会」を開催した（３事業）。

A A

目標値

30事業

30事業

　社会教育課では、東京経済大学との連携を深め、市民大学講座を継続実施し、地域で
学び合う市民の学習機会を提供する。学校キャンプは継続的に実施されるよう、引き続
き保護者や地域の方々の実行委員会に対し必要な支援を行っていく。地域における子ど
もたちの居場所となる放課後子どもプランの安定的な運営ができるよう検討を進めてい
く。
　公民館では、オンライン・リモートの活用とあわせ対面による交流活動の活性化を進
め、地域との連携を図る。
　図書館課では、引き続き地域文庫やおはなしグループ・市民団体との共催・協働事
業、及び保護者などを対象とした読み聞かせ講習会を開催し、地域活動の担い手を育成
する。また、小・中学校の児童生徒へ学習支援を実施する。

現状値
（令和元年度）

38事業

24事業

次期教育ビジョンへの方向性

社会教育施設では、各団
体等の協働により、地域
の特色をいかした学習活
動が効果的・効率的に推
進されている。

学校施設では、子どもた
ちの放課後の居場所とし
て地域の力を活用し様々
な体験活動が行われてい
る。大人から子どもまで
が学びを通し集まること
で地域のつながりが深ま
り、地域づくりが推進さ
れている。

市民に学校等との連携に
より、多様な学習機会が
提供されている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

　社会教育３課ともに、学校・地域・家庭との連携を深めることで、市民の学びや子どもの居場所づくりなど多岐にわたる事業を展開し、学習機会
の創出とともに、地域コミュニティの醸成にもつながる取組を行うことができた。
　新型コロナウイルス感染症対策の影響はあったものの、成果指標の目標値に向けて、オンラインの活用などの実施方法等の工夫を重ね、学校・地
域・家庭との連携を基盤とした事業を実施することができた。今後も、それぞれの強みをいかした連携により、更なる相乗効果の創出を図ってい
く。
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　社会全体の教育力の向上

　地域における学びの循環を推進します

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

学習成果の
活用

公民館課は、グループ活動の成果を展示・発表
する機会となる公民館まつり等は感染防止対策
により実施できなかった。
図書館課は、例年各小学校が実施している社会
科見学の一つである図書館見学は中止したが、
代わりに図書館施設の調べ学習（四小）に協力
し、子どもたちが作成した新聞を図書館に展示
した。また、中学校（五中）図書委員のおすす
め本に、図書委員が作成したＰＯＰを添えて、
図書館で展示し、学習成果を発表する場を提供
した。

公民館課では、公民館まつり等を開催すること
により、グループ活動の成果として展示や発表
できる場を提供し、3,691人が参加した。コロ
ナ禍のため人数制限や展示中心に変更、また、
動画配信を行うなど工夫をしながらの開催と
なった。
図書館課では、児童・生徒（第六小学校・第五
中学校）が作成したおすすめ本が書いてある
「並木の木」の展示をした。また、ぶんぶん
ウォークの開催に合わせ、中学校（第四中学
校）図書委員が作成したおすすめ本のＰＯＰの
展示をするなど、学習成果を発表する場を提供
した。

公民館課では、公民館まつり等を開催すること
により、グループ活動の成果として展示や発表
できる場を提供し、8,138人が参加した。
図書館課では、新たに、都立国分寺高校生作成
の福袋（３冊25セット）と福袋内の本のテーマ
紹介カードを作成し、福袋と一緒に貸出を行っ
た。また引き続き、児童・生徒（第六小学校・
第五中学校）が作成したおすすめ本が書いてあ
る「並木の木」の展示、公民館まつりの開催に
合わせ、中学校（第四中学校）図書委員が作成
したおすすめ本のＰＯＰの展示を行った。

公民館課、図書館課 3 4 4

地域活動の
担い手の育
成

社会教育課は、青少年地域リーダー講習会の参
加者が毎回自ら目標をたて、振り返りを行う等
プログラムの工夫を行った結果、言動などから
１年を通して参加者の成長がみられた。定員20
人中13人参加した。プレイリーダー講習会は、
自らが子どもの視点を持てるよう、遊びの体験
を行い振り返りを行うプログラムを実施した。
定員60人中45人参加した。
公民館課は、「支援者研修・障害を理解する講
座」を４回企画した。感染防止対策のため、１
回中止したが、延べ62人が参加した。

社会教育課では青少年地域リーダー講習会を行
い、講習生はわんぱく学校の指導者の補助や地
域イベントにボランティアとして参加するな
ど、リーダーとしての活動を体験した。活動前
後に目標設定と振り返りをし、学びを深めた。
定員20人中16人参加した。プレイリーダー講
習会は令和３年度から子ども子育て事業課へ移
管した。
公民館課では、「障害者を理解するための講
座」を企画し、４回実施した。延べ61人が参加
した。知的障害のある方への考え方に変化や理
解が生まれ、障害者をともに支える市民が増加
し、くぬぎ教室などの学びの場で活躍する人材
が増加した。

社会教育課では、青少年地域リーダー講習会に
おいて、講習生はわんぱく学校の指導者の補助
や地域イベントにボランティアとして参加する
など、リーダーとしての活動を体験した。活動
前後に目標設定と振り返りをし、学びを深め
た。23人の青少年地域リーダーが参加した。
公民館課では、「障害者支援ボランティア養成
講座 <ともに学び ともに暮らす>」を企画し、６
回実施。延べ30人が参加した。くぬぎ教室の体
験を実施することにより、知的障害のある方へ
の考え方に変化や理解が生まれ、くぬぎ教室な
どの学びの場で活躍する人材が増加した。

公民館課、社会教育課 3 4 5
3 4 5

社会教育課は、青少年地域リーダー講習会をわ
んぱく学校と共同開催し、青少年地域リーダー
講習会にわんぱく学校卒業生をつなぐ取組を継
続する。
公民館課は、感染防止対策も含め、オンライン
等を活用し、学習や活動の発表の場の確保を図
るとともに地域活動の担い手の育成事業につい
ても実施していく必要がある。
図書館課は、子どもたちの学習や読み聞かせグ
ループなどの市民の活動を支援するとともに、
学習成果の展示や活動成果の発表機会を創出し
ていきます。

社会教育課では、青少年地域リーダー講習会を
わんぱく学校と共同開催し、青少年地域リー
ダー講習会にわんぱく学校卒業生をつなぎ、そ
の人数を増やしていく。
公民館課では、感染防止対策も含めオンライン
等を活用し、学習や活動の発表の場の確保を図
るとともに地域活動の担い手の育成事業につい
ても実施していく必要がある。令和４年度は、
館内で公民館利用グループのためのモバイル
ルータ貸出しを実施していく。
図書館課では、引き続き子どもたちの学習やお
はなしグループなどの市民の活動を支援すると
ともに、学習成果の展示や活動成果の発表をす
る機会の創出に努めていく。

社会教育課では、わんぱく学校の運営補助をし
てくれた、青少年地域リーダーの姿をわんぱく
学校生がみて学び、地域のリーダーを目指すこ
とにつなげ、学びが循環するまちの実現に向け
て充実を図って行く。
公民館課では、オンライン等を活用し、学習や
活動の発表の場の確保を図るとともに、「障害
者支援ボランティア養成講座」を通し、地域活
動の担い手の育成をしていく必要がある。
図書館課では、引き続き子どもたちの学習やお
はなしグループなどの市民の活動を支援すると
ともに、学習成果の展示や活動成果の発表をす
る機会の創出と充実に努めていく。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 ４事業 13事業 18事業

説明

公民館課は、感染防止対策のためグループ活動
の成果を地域に還元する事業を実施することが
できなかった。
図書館課は、社会科見学の代わりに小学校（第
四小学校）の授業で図書館施設の調べ学習を実
施し、作成した新聞を図書館に展示した。ま
た、中学校（第五中学校）図書委員へのアン
ケート結果から得られたおすすめ本に図書委員
が作成ＰＯＰを添えて図書館に展示を行った。

公民館課では、公民館まつりや中庭コンサート
などで、日頃のグループ活動の成果を発表して
もらう場とするとともに、グループ相互の交流
を図ることができた。また、地域還元講座で
は、公民館を利用しているグループが指導者と
なり、普段の活動の楽しさを地域の方に体験し
てもらう事業など９事業を実施した。
図書館課では、児童・生徒（第六小学校・第五
中学校）が作成したおすすめ本を書いた「並木
の木」の展示や、ぶんさんウォークの開催に合
わせ、中学校（第四中学校）図書委員が作成し
たおすすめ本のＰＯＰの展示など４事業を実施
した。

公民館課では、公民館まつりやコンサートなど
で、日頃のグループ活動の成果を発表してもら
う場とするとともに、グループ相互の交流を図
ることができた。また、地域還元講座では、公
民館を利用しているグループが指導者となり、
普段の活動の楽しさを地域の方に体験してもら
う事業、コロナ禍で休止していたグループ活動
公開事業の再開など14事業を実施した。
図書館課では、新たに、都立国分寺高校生作成
の福袋（３冊25セット）と福袋内の本のテーマ
紹介カードを作成し、福袋と一緒に貸出を行っ
た。また引き続き、児童・生徒（第六小学校・
第五中学校）が作成したおすすめ本が書いてあ
る「並木の木」の展示、公民館まつりの開催に
合わせ、中学校（第四中学校）図書委員が作成
したおすすめ本のＰＯＰの展示およびもとまち
保育園児の作品を展示など４事業を実施した。

評価 Ｃ B B
実績 120人 92人 94人

説明

社会教育課は、青少年地域リーダー講習会をわ
んぱく学校と共同開催することでよい成果を上
げており、積極性が高まったり、スピーチでき
る時間が長くなるなど、受講生の言動から地域
の担い手としての成長がみられた。
また、プレイリーダー講習会は受講者が遊び体
験を通して子どもの立場になって危険予知等を
学んだ（令和３年度から子ども家庭部子ども子
育て事業課へ事務移管した）。
公民館課は、「支援者研修・障害を理解する講
座」を３回実施した。
図書館課は、地域活動を担う市民の育成につな
がる「読み聞かせ講習会」はコロナ禍により実
施できなかった。

社会教育課は、青少年地域リーダー講習会をわ
んぱく学校と共同開催することでわんぱく学校
生と青少年地域リーダー講習生の学びに良い影
響を与えている。また、わんぱく学校卒業生が
地域リーダー講習会への参加につながってお
り、参加人数も増加傾向である。
公民館課は、「支援者研修・障害を理解する講
座」を４回実施した。
図書館課では、地域活動を担う市民の育成につ
ながる「読み聞かせ講習会（参加者31名）」を
実施した。

社会教育課は、青少年地域リーダー講習会をわ
んぱく学校と共同開催することでわんぱく学校
生と青少年地域リーダー講習生（23人）の学び
に良い影響を与えている。また、昨年度に引き
続きわんぱく学校卒業生が地域リーダー講習会
への参加する流れができている。
公民館課は、「障害者支援ボランティア養成講
座 <ともに学び ともに暮らす>」を６回実施し、
延べ30人が参加した。
図書館課では、地域活動を担う市民の育成につ
ながる「読み聞かせ講習会」を実施し41人参加
した。

評価 Ａ A A

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

年度

①

②

課題及び
今後の方向性

２　成果指標の達成状況評価

成果指標①

成果指標②

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

市民が学んだ成果を地域でいかした事業数

地域活動の担い手育成事業受講者数

評価の平均値

2

1

施策の方向性Ⅲ

【Ⅲ－2】

取組の柱２

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上

欄）及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　学びをいかす機会の創出

　市民が学習した成果を発表する機会をつくり、その学びが社会から認められ生きがいを感じられるように支援していきます。そして、市民の学習成果が地域に還
元され、互いに学ぶことができる、循環型の学習環境の整備を進めます。
　また、コミュニティの活性化を図るために、自ら学び考え行動する、地域活動を担う市民の育成を目指します。
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

公民館課では、公民館まつり等を開催することにより、グ
ループ活動の成果として展示や発表できる場を提供し、
9,463人が参加した。
図書館課は、都立国分寺高校生が選定した図書の福袋（３冊
24セット）にテーマの紹介カードをつけて、貸出を行っ
た。また、調べ学習（「生活習慣病」）の成果物と利用した
図書を展示。引き続き、第六小学校・第五中学校の児童・生
徒が作成した、おすすめ本が記載された「なみきの木」の展
示。おすすめ本のＰＯＰについては第五中学校は６つの賞を
つけて、第四中学校は公民館まつりの開催に合わせ、それぞ
れ展示を行った。

５年間の計画期間において、公民館課は、コロナ禍中も、令
和２年度を除き、公民館まつり等を可能な限り開催すること
により、グループ活動の成果として展示や発表できる場を提
供してきた。コロナ禍後は多くの人が公民館まつり等に再び
参加するようになった。
図書館課は、小・中・高等学校と連携し、福袋、おすすめ本
紹介、おすすめ本のＰＯＰ作成、社会科見学を盛り込んだ壁
新聞、壁面装飾、しおり寄贈などの事業を通じて、子どもの
読書の推進を図った。

4 4

社会教育課では、青少年地域リーダー講習会において、講習
生はわんぱく学校の指導者の補助や地域イベントにボラン
ティアとして参加するなど、リーダーとしての活動を体験し
た。活動前後に目標設定と振り返りをし、学びを深めた。
22人の青少年地域リーダーが参加した。
公民館課では、障害者支援ボランティア養成講座等を実施
し、延べ103人が参加した。くぬぎまつりの中でくぬぎ教
室の魅力を体験することにより、知的障害のある方への考え
方に変化や理解が生まれ、くぬぎ教室などの学びの場で活躍
する人材を育成した。

計画期間中、社会教育課は、青少年地域リーダー講習会を継
続して実施し、わんぱく学校の指導者補助や地域イベントの
ボランティア体験等を通じて、将来の地域リーダーとして活
躍できる人材育成を行った。
公民館課は、地域ボランティアサロン等を実施し、ボラン
ティアに参加するきっかけづくりを図った。また、スマート
フォン初心者に使い方をアドバイスできるようにすることを
目的にしたスマホサポーター養成講座を開催し、受講者はス
マートフォン講座のサポーターとして活動し、学びの循環に
つながっている。

5 5
5

社会教育課では、わんぱく学校の運営を補助した青少年地域
リーダーの姿をわんぱく学校生が見て学ぶことで、地域の
リーダーを目指すことにつなげ、学びが循環するまちの実現
に向けて充実を図って行く。多くのわんぱく学校卒業生が青
少年地域リーダー講習会への参加を希望しており、募集人数
について検討が必要である。
公民館課では、学習や活動の発表の場の確保を図るととも
に、「障害者支援ボランティア養成講座」を通し、地域活動
の担い手の育成をしていく必要がある。
図書館課では、引き続き子どもたちの学習やおはなしグルー
プなどの市民の活動を支援するとともに、学習成果の展示や
活動成果の発表をする機会の創出と充実に努めていく。

令和５年度 令和６年度

47事業 51事業

公民館課は、公民館まつりやコンサートなどで、日頃のグ
ループ活動の成果を発表してもらう場とするとともに、グ
ループ相互の交流を図ることができた。また、地域還元講座
やグループ公開事業では、普段の活動の楽しさを地域の方に
体験してもらい、合わせて42事業を実施した。
図書館課は、都立国分寺高校生が選定した図書の福袋（３冊
24セット）にテーマの紹介カードをつけて、貸出を行っ
た。また、調べ学習（「生活習慣病」）の成果物と利用した
図書を展示。引き続き、児童・生徒（第六小学校・第五中学
校）が作成したおすすめ本が書いてある「なみきの木」の展
示、公民館まつりの開催に合わせ、中学校（第四中学校）図
書委員が作成したおすすめ本のＰＯＰの展示の作品を展示な
ど５事業を実施した。

公民館課は、公民館まつりやコンサートなどで、日頃のグ
ループ活動の成果発表の場とするとともに、グループ相互の
交流を図ることができた。また、地域還元講座やグループ公
開事業では、普段の活動の楽しさを地域の方に体験してもら
い、合わせて46事業を実施した。
図書館課は、昨年に引き続き都立国分寺高校生による調べ学
習（「生活習慣病」）の成果物の展示に加え、都立国分寺高
校生及び第二中学校生徒による図書の福袋、第十小学校・第
五中学校の児童・生徒のおすすめ本が記載されたカードを貼
付した「なみきの木」、第四中学校や第五中学校の図書委員
によるおすすめ本のＰＯＰ、第四小学校児童による社会科見
学の内容を盛り込んだ壁新聞など、市内小・中・高等学校の
協力による展示や貸出など、計５事業を実施した。

A A
142人 116人

社会教育課では、青少年地域リーダー講習会をわんぱく学校
と共同開催することでわんぱく学校生と青少年地域リーダー
講習生（22人）の学びに良い影響を与えている。また、昨
年度に引き続きわんぱく学校卒業生が地域リーダー講習会へ
参加する流れができている。
公民館課では、地域ボランティアサロン（参加者13人）、
認知症サポーター養成講座（参加者14人）、障害者支援ボ
ランティア講座（３回開催・参加者26人）及びくぬぎまつ
り内でくぬぎ教室の魅力の体験（参加者50人）等を実施
し、延べ103人が参加した。
図書館課では、地域活動を担う市民の育成につながる「読み
聞かせ講習会」を実施し17人が参加した。（２回のうち、
１回は天候不良のため中止）

社会教育課では、青少年地域リーダー講習会をわんぱく学校
と共同開催することで、わんぱく学校生と青少年地域リー
ダー講習生（30人）の学びに良い影響を与えている。ま
た、引き続きわんぱく学校卒業生が地域リーダー講習会へ参
加する流れができている。
公民館課では、地域ボランティアサロン（参加者９人）、認
知症サポーター養成講座（参加者16人）、スマホサポー
ター養成講座（参加者10人）を実施し、延べ78人の参加が
あった。
図書館課では、毎年度、妊娠後期や産後に読み聞かせを始め
ようとする方や読み聞かせを始めて間もない方、学校で読み
聞かせを行うための保護者など、ニーズに応じて、「読み聞
かせ講習会」を開催しており、地域活動を担う市民の育成に
つなげている。令和６年度は８人が参加した。

A A

目標値

35事業

75人

　社会教育課では、地域活動の担い手を育成する青少年地域リーダー養成講習会を継
続し、将来地域のリーダーとして活躍する人材の育成に努め、学びが循環するまちの
実現を目指していく。
　公民館課では、オンライン等も活用し、学習や活動の発表の場の確保を図るととも
に、障害者支援ボランティアの養成により地域活動の担い手の育成を図る。
　図書館課では引き続き、小・中学校在校生や委員会活動などの学習発表の場を設け
る。都立国分寺高校との連携を実施し、充実を図る。また、文庫・おはなしグループ
などの市民活動を支援し、地域活動の担い手を育成する。

現状値
（令和元年度）

29事業

67人

次期教育ビジョンへの方向性

社会教育施設では、地域
活動の担い手となる人材
の発掘と育成が推進され
ている。

市民の学習成果発表の機
会が広くつくられるとと
もに、市民の学習活動が
地域に還元され、学びが
循環している。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

　社会教育３課ともに、市民が自らの学びの成果を発表し、そのことが地域へと還元される事業を実施してきた。新型コロナウイルス感染症の影響
により、発表の場が制限された期間があったものの、市民の意欲と協力により、多くの事業を実施し、循環型の学習環境を構築することができた。
今後も、個々の学びが地域に還元され、新たな創造につながるよう、人材育成と学びをいかす場の創出に努めていく。
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　歴史遺産をいかした学びの推進

　文化財に対する理解を深めます

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

文化財に触れ
る機会の拡充

コロナ禍により多くの事業を中止した。感染症予
防対策を施して、瓦等のレプリカ作成(17人)、子
ども歴史クイズラリー（19人）、都立武蔵国分寺
公園と連携してディスカバリーワードラリー
（139人）を実施した。

感染防止対策を十分に施し、事業やイベントを実
施した。瓦等のレプリカ作成（36人）、子ども歴
史クイズラリー（45人）やジュニア歴史検定（９
人）等を実施し多くの子どもたちに文化財に触れ
る機会を提供した。

武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念として、年間
を通してコロナ対策を施し、様々な事業やイベン
トを実施した。
瓦等のレプリカ作成（２回計38人）、拓本（２回
計82人）、謎解きビンゴ（66人）、歴史なぞと
きクイズラリー（105人）、ジュニア歴史検定
（10人）、むさしのガーデン紀行 オープンカフェ
ミニガイド（19人）、ぶんじ子どもフェスタ 史跡
ぬりえ（213人）を実施した。

ふるさと文化財課 4 4 5

ふるさと文化財課 4 4 5

学校教育での
文化財活用の
推進

コロナ禍により市立小学校10校中２校の社会科見
学の受入れを実施した。残り８校の６年生に見学
のしおりを配布し、国分寺の歴史や文化財につい
て周知を図った。

コロナ禍であったが市立小学校８校、市立中学校
１校、合計９校の社会科見学、初任者教員研修・
社会科教員の勉強会・大正大学の考古学実習を受
け入れ、文化財学習の機会を提供した。また、小
学校の社会科副読本「わたしたちの国分寺」では
文化財関連資料を提供し、内容の点検校正を行っ
た。

感染予防対策を行ったうえで、市立小学校10校中
学校２校、隣接市立校及び私立小・中・高・大学
の見学（14校）、初任教員研修・中堅教諭等資質
向上研修・東京経済大学市民大学講座・市立第一
中学校講演会・ホスピタリティツーリズム専門学
校出前授業を実施した。

ふるさと文化財課 2 3 5
3 4 5

コロナ禍により普及に関するイベントの多くが中
止となった。今後は、様々な工夫を凝らした取組
を行うことで、学ぶ機会を提供し文化財に対する
理解の促進を図っていきたい。

各事業ともに感染防止対策を施し、また、実施内
容の工夫を行うことで、今までに近い状況で学ぶ
機会の提供を図ることができた。今後も文化財に
触れる機会の充実を図っていきたい。

100周年記念事業には多くの市民の参加があり、
近年で最も多く文化財に触れる機会を提供するこ
とができた。100周年の気運を一過性のものでは
なく、次の100年へつなげるためにも既存事業を
継続するとともに、文化財を身近に感じられる事
業を創出する必要がある。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 10,936人 11,317人 19,020人

説明

２か月間（４・５月）の休館があったが、武蔵国
分寺跡資料館、文化財資料展示室、民俗資料室の
入館者はそれぞれ9,085人、1,838人、13人と
なった。

１か月間（５月）の休館があったが、武蔵国分寺
跡資料館（9,328人）、文化財資料展示室
（1,984人）、民俗資料室（５人）の合計入館者
は前年度より若干増加した。

武蔵国分寺跡資料館（15,589人）、文化財資料
展示室（3,401人）、民俗資料室（30人）の合計
入館者は前年度より大幅に増加した。

評価 Ｂ B A

実績 ５件 11件 14件

説明
市内の市立小学校２校（233人）と中学校２校
（37人）、私立中学校１校（34人）が校外学習
に訪れ、学習支援を行った。

市内の市立小学校８校（785人）と中学校１校
（18人）が校外学習に訪れ、学習支援を行った。
また、市立小学校の教員が社会科の研修の一環と
して資料館に来館した。さらに、「わたしたちの
国分寺」の校正作業を行い、より正しい本市の歴
史の学習支援を行っている。

市内の市立小学校10校（897人）と中学校２校
（249人）が校外学習に訪れ、学習支援を行っ
た。また、市立小学校の教員が研修の一環として
資料館に来館した。さらに、市立第一中学校では
全校生徒を対象に聖武天皇と武蔵国分寺について
の講演会を行った。

評価 Ｃ B A

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№

施策の方向性Ⅳ

【Ⅳ－１】

取組の柱１

主要施策（上欄）
及び

主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　文化財普及事業の推進

　市民の文化財愛護に対する気持ちが育まれ、国分寺に住んでいることへの誇りと郷土愛を持つきっかけとなるよう、市の歴史や文化財に触れる機会の充実を図るとともに、
市の歴史に関する様々な情報を積極的に提供していきます。
　また、子どもの頃から市の歴史や文化財に触れることは、我がまちを理解し、愛する心が芽生え、そして大人になっても、「ふるさと」としての思いが育まれるため、学校
教育における文化財の活用を推進します。

3

2

市の歴史に関
する情報提供
の推進

武蔵国分寺跡資料館だより等の発行やホームペー
ジ等を通じて、情報提供を推進した。コロナ禍の
新たな取組として、ホームページに「おうち
ミュージアム」を開設し、家庭で文化財に親し
み、楽しめる取組を提供した。

1

ホームページや武蔵国分寺跡資料館だよりの発行
を通じて、情報発信を行った。また、今年度も
ホームページ上で「おうちミュージアム」を提供
した。武蔵国分寺跡資料館においては、デジタル
サイネージを活用して市民に情報提供を行った。

武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念事業として
「武蔵国分寺跡史跡指定100 周年オープニングイ
ベント記念講演会」、「国分寺市ふるさと文化財
愛護ボランティア養成講座」、「武蔵国分寺跡史
跡指定100 周年記念講演会」、「観光考古学会パ
ネルディスカッション「武蔵国分寺跡の保存と観
光活用」」、「武蔵国分寺跡史跡指定・住田正二
先生生誕100 周年記念シンポジウム「武蔵国分寺
の造営と文字瓦」」、「第48 回東京都遺跡調査・
研究発表会」を実施した。また、ホームページや
ツイッター、武蔵国分寺跡資料館だよりの発行を
通じて、講演会等の情報発信を行った。そして、
『東京の文化財』、『広報たまちいき』、『みに
こみ国分寺』や『国分寺市教育広報誌』で武蔵国
分寺跡や史跡指定100周年事業を周知した。今年
度もホームページ上で「おうちミュージアム」を
提供した。武蔵国分寺跡資料館においては、デジ
タルサイネージを活用して市民に情報提供を行う
と供に、子ども達が作成したぬりえも公開した。

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

２　成果指標の達成状況評価

成果指標①

成果指標②

文化財展示施設入館者数［武蔵国分寺跡資料館、文化財資料展示室、民俗資料室の年間合計入館者数］

市内小・中学校に対して史跡等の文化財に関する学習支援を行った件数

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

年度

①

②
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

年間を通し様々な事業やイベントを実施した。
瓦等のレプリカ作成（24人）、拓本うちわ作成
（33人）、謎解きビンゴ（73人）、歴史なぞと
きビンゴ（73人）、ジュニア歴史検定（６人）、
ぶんじ子どもフェスタでの史跡ぬりえ（231人）
を実施した。また小金井市との共催にて両市の縄
文遺跡を巡る「縄文遺跡群ウオーク」、縄文遺跡
を有する近隣５市との共催で「縄文スタンプラ
リー」を実施した。

四季折々、様々な催し物や事業を実施した。子ど
も歴史クイズラリー（67人）、拓本体験（37
人）、ぶんじ子どもフェスタでは史跡塗り絵
（533人）、缶バッジを作ろう（40人）、拓本う
ちわ（42人）、謎解きビンゴ（110人）、レプリ
カを作ろう（37人）を主に子ども向けとして行っ
た。また、市内文化財めぐり（13人）、湧水園コ
ンサート（101人）、歴史講演会（232人）、市
外文化財めぐり（28人）の事業を行った。さら
に、縄文遺跡を有する近隣５市との共催で「縄文
スタンプラリー」を実施した。
計画期間中、コロナ禍によりイベントを中止した
時期があったが、終息後、イベントの実施回数を
増やしたことで参加者数が増加した。

5 5

5 5

市立小学校10校・中学校１校、隣接市立及び私立
小・中・高・大学の見学（17校）、初任教員研
修・日本私立小学校東京地区教育研修会に対し
て、史跡等文化財についてのガイドや講演を実施
した。

市立小学校10校・中学校３校・私立小学校１校、
隣接市立及び私立小・中・高・大学の見学（12
校）、初任教員研修・日本私立小学校東京地区教
育研修会に対して、史跡等文化財についてのガイ
ドや講演を実施した。
コロナ禍により、校外学習の実施が減少した期間
があったが、感染予防対策を行い、市内10の小学
校をはじめとした様々な団体に対して事業を実施
した。

5 5
5

史跡100周年の気運を次の100年につなげるた
め、小学生などの子どもたちへの普及啓発事業の
実施や、市内文化財巡り、歴史講演会など、文化
財をより身近に感じてもらう事業展開を実施する
ことができた。今後も文化財に触れる機会の充実
を図っていきたい。

令和５年度 令和６年度

16,859人 16,274人

武蔵国分寺跡資料館（13,481人）、文化財資料
展示室（3,261人）、民俗資料室（117人）の各
施設の合計入館者数は、ほぼコロナ禍前の水準に
戻ったが、史跡指定100周年記念事業として23日
間の無料公開日を設定した令和４年度に比べると
減少した。

武蔵国分寺跡資料館（12,970人）、文化財資料
展示室（3,273人）、民俗資料室（31人）の各施
設の合計入館者数は、前年度より若干減少した。

B B

13件 14件

市内の市立小学校10校（956人）が校外学習に訪
れ、学習支援を行った。第七小学校では府中市と
共同し歴史まんがを活用した出前講座を行った。
また、市立小学校の教員及び私立小学校地区教員
が資料館に来館し、研修を実施した。

市内の市立小学校10校（943人）と中学校3校
（27人）市内私立小学校１校（103人）が校外学
習に訪れ、学習支援を行った。また、市立小学校
の教員が研修の一環として資料館に来館した。結
果的に目標数値には到達しなかったが、隣接市の
学校見学を合わせると、26校の学習支援を実施し
た。

B A

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

　令和２～３年度はコロナ禍の影響のため事業の縮小を余儀なくされ、当初の計画で見込んでいた事業展開が叶わなかったが、令和４年度からは
事業を再開し、参加者数の増加が見られたことから、歴史や文化財に触れる機会を市民が求めていることを改めて認識できた。特に、令和４年度
は武蔵国分寺跡が国史跡指定100周年を迎えたことから、史跡の価値を広く周知すべく様々な事業を実施し、多くの参加者を得た。令和７年度以
降も市民が歴史や文化財に触れる機会の充実を図るため、多くの事業を企画していきたい。

市立小・中学校全校で校外学習や郷土史
学習等の授業において文化財が活用され
ている。

文化財普及イベント・展示等の実施、及
びそれらを適切に広報することにより、
文化財に触れる機会が拡充されている。

国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア養成講
座、市民歴史講座、こくぶんじ観光まちづくり協
会と共催による市内文化財巡りを実施し、文化財
の普及啓発を行った。また、ホームページやエッ
クス（旧ツイッター）などＳＮＳをはじめとする
情報伝達手法を通じて、講演会や各種イベント実
施等の情報発信を行った。武蔵国分寺跡資料館に
おいては、デジタルサイネージを活用して市民に
情報提供を行った。さらにはこくぶんじ観光まち
づくり協会で作成した歴史まんがを活用し、第七
小学校で出前講座を行うとともに国分寺市と府中
市の小学４～６年生を対象としたまち探検、壁新
聞づくり及び発表会を行った。

国分寺市ふるさと文化財愛護ボランティア養成講
座、市民歴史講座、楽器と語り部による湧水園コ
ンサート、武蔵国分寺とその周辺での市内文化財
巡りを実施し、文化財の普及啓発を行った。ま
た、ホームページやエックスなどＳＮＳをはじめ
とする情報伝達手法を通じて、講演会や各種イベ
ント実施等の情報発信を行った。武蔵国分寺跡資
料館においては、デジタルサイネージを活用して
市民に情報提供を行った。
計画期間中、様々な情報伝達手法を用い、市の開
催するイベントや市の歴史に関する情報発信を
行った。

歴史講演会、歴史講座等の実施、及びそ
れらを適切に広報することにより、国分
寺市の歴史と文化が継承されている。

次期教育ビジョンへの方向性
　国分寺の歴史や地域の歴史にかかる体験を通した事業等を行うことにより、史跡等への訪問
を促進し、文化財への理解の向上を図る必要がある。また、自主的に地域の歴史に興味を持ち
学んでいる市民や団体等へは、より文化財に対する知識及び愛着を深めるための支援をしてい
く必要がある。

現状値
（令和元年度）

16,995人

12件

目標値

18,000人

17件
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　歴史遺産をいかした学びの推進

　文化財に対する理解を深めます

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

ボランティア
活動支援の充
実

コロナ禍によりボランティア養成講座や年
３回のボランティア懇談会を中止した。発
掘ボランティアとして遺跡の発掘調査や出
土品遺物の整理作業等の活動の場の提供を
図った。

ボランティア養成講座（７回）を実施し18
名を認定した。また、ボランティア懇談会
を２回開催し、情報共有を図った。さらに
は、フォローアップ研修を実施し、来年度
からの活動に向けたスキルアップの場を提
供した。

ボランティア養成講座（７回）を実施し24
人を認定した。また、ボランティア懇談会
を４回開催し、情報共有を図った。さらに
は、フォローアップ研修として武蔵国分寺
跡資料館の特別展示の内覧会（解説）を実
施し、来年度からの活動に向けたスキル
アップの場を提供した。

ふるさと文化財課 4 4 4

ボランティア
による文化財
普及活動の拡
充

コロナ禍により多くの普及イベントを中止
したため、ボランティアによる文化財普及
活動の拡充は図れなかった。

コロナ禍のため、ボランティアの協力を得
ることなく、必要最低限の人数での普及イ
ベントを実施した。そのため、今年度も文
化財普及活動の拡充は図れなかった。

感染対策を施しながら、史跡ガイドボラン
ティアによる待機及び予約ガイドを再開し
た。文化交流イベントでは、東山道武蔵路
跡・僧寺金堂跡・真姿の池湧水群ほかにお
いてガイドによる現地説明を実施した。
100周年記念事業では、各イベントでボラ
ンティアの協力を得ながら、文化財普及活
動を実施した。

ふるさと文化財課 1 1 5
3 3 5

コロナ禍により、ボランティア活動に大き
な影響がでた。今後は感染防止のための安
全対策等を徹底してボランティア活動の支
援を行う必要がある。

今年度も、ボランティア活動に大きな影響
がでた。引き続き、感染拡大防止のための
安全対策等を徹底して、令和４年度からは
ボランティア活動を本格的に再開するた
め、支援を行う必要がある。

史跡ガイドボランティア活動は、感染予防
対策を施し活動体制を整えて準備し、年間
で約500組のガイドを実施した。活動に制
限があったため、経験による個々のスキル
向上が、停滞していたところを、今後の活
動方法を見直し立て直しを図る。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 73人 70人 421人

説明 発掘ボランティアとして73人が活動した。 発掘ボランティアとして70人が活動した。
発掘ボランティア延べ61人、普及ボラン
ティア延べ51人、史跡ガイドボランティア
延べ309人、合計421人が活動した。

評価 Ｂ B A

実績 ２事業 ２事業 16事業

説明
10事業を予定していたが、コロナ禍のため
発掘調査と出土品遺物の整理の２事業のみ
を実施した。

昨年度に引き続き、10事業を予定していた
が、コロナ禍のため発掘調査と出土品遺物
の整理を２事業のみの実施した。

史跡指定100周年記念事業（６事業）をは
じめ市内中学校校外学習、子ども向けイベ
ントなど史跡ガイドボランティアによる事
業を16回実施した。

評価 Ｃ C A

施策の方向性Ⅳ

【Ⅳ－１】

取組の柱２

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

1

成果指標①

①

２　成果指標の達成状況評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　市民による文化財の保護・普及の促進

　多くの市民が文化財愛護の気持ちを持ち、文化財の保護や普及に関わるボランティア活動に参加してもらうため、活動に必要な知識・技能及び活動の
機会を提供するなどの支援を行います。

2

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

②

成果指標②

年度

ふるさと文化財愛護ボランティア（史跡ガイド、普及、調査、発掘）活動人数（延べ）

ふるさと文化財愛護ボランティアの関わる活動事業数
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５年間の達成状況評価 A：十分な成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

ボランティア養成講座（７回）を実施し６
人を認定した。また、ボランティア懇談会
を４回開催し、情報共有を図った。さら
に、ボランティア活動のスキルアップのた
め、年間を通して、あるべき姿の検討、協
議を実施した。加えて、フォローアップ研
修として市学芸員による武蔵国分寺跡資料
館の秋季展示の内覧会（解説）、外部講師
による歴史講座を実施した。

ボランティア養成講座（７回）を実施し10
人を認定した。また、ボランティア懇談会
を４回開催し、ボランティアが互いに学び
合う機会を創出するとともに、ボランティ
ア活動のスキルアップのため、３つのグ
ループに分かれて活動を行った。フォロー
アップ研修では市学芸員による武蔵国分寺
跡資料館の展示解説や、外部講師による歴
史講座を実施した。
計画期間中、継続的に養成講座を実施し、
令和３年度から令和６年度にかけて、58名
の新規登録者を認定した。

4 4

コロナ禍が開け、予約ガイド・待機ガイド
ともに積極的な活動が行われた。市内・市
外文化財めぐり及び歴史講座においてはボ
ランティアがスタッフとして事業に関わっ
た。また、海老名市ガイド協会と交流会を
実施し、情報交換を行った。

予約・待機ガイド、史跡地でのイベントや
無料公開日に合わせた定点ガイドなど積極
的な活動が行われた。また、子ども向けイ
ベント、拓本うちわを作ろう他６事業を開
催し、イベントの運営補助に普及ボラン
ティアが活動した。市内・市外文化財めぐ
り及び歴史講座においてもボランティアが
スタッフとして事業に関わった。
ガイドボランティアが史跡来訪者を迎える
スタッフとしての自覚をもち、普及行事で
は市職員とともに運営側の一員として参画
し、普及活動を拡充した。

5 5
5

史跡ガイドボランティア活動は、年間で
794組のガイドを実施した。普及ボラン
ティア活動は、６事業の参加延べ人数401
人に対して、27人のボランティアが活動し
た。今後は、文化財愛護ボランティアとし
て活動しているメンバーが個々の活動から
グループ活動化し、スキルの向上や新人の
養成などを実施し、活動全体の質の向上を
目指せるよう、必要とする機会の提供や、
支援を施していく。

令和５年度 令和６年度

551人 619人

発掘ボランティア延べ46人、普及ボラン
ティア延べ27人、史跡ガイドボランティア
延べ478人、合計551人が活動した。

発掘ボランティア延べ59人、普及ボラン
ティア延べ58人、史跡ガイドボランティア
延べ502人、合計619人が活動した。

A A

11事業 13事業

子ども向けイベント、市内・市外文化財巡
り、歴史講座などボランティアによる事業
を11回実施した。

子ども向けイベント、市内・市外文化財巡
り、歴史講座などボランティアによる事業
を13回実施した。

B B

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

ボランティア養成講座及びフォローアッ
プ研修等の実施により、ボランティア活
動の支援が充実している。

文化財普及イベント・展示等の準備・実
施にボランティアが参加し、文化財普及
活動が拡充している。

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

　令和２年度はコロナ禍によりボランティアの養成講座やボランティア懇談会は中止したものの、以降は、ボランティア養成講座を
開催し、新規ボランティアの認定を行った。また、ボランティア懇談会を通じてボランティア同士で学び合い、ガイドとしてのスキ
ルを向上するとともに、市からは史跡地の発掘調査や整備状況などの情報を提供し、フォローアップ研修を通じて近年の調査・研究
成果を紹介した。５年間の事業を通じて新規登録者数が増え、グループ化により熟練したボランティアとの相互交流も深まってお
り、令和７年度以降も新規ボランティアを養成するだけでなく、既にボランティアとして活動している方へのフォローアップを行
い、活動の充実を図っていく。

　ボランティア自ら学ぶ姿勢を支援するともに、ボランティアの登録数はもとより、ボ
ランティアの質の向上、コミュニティの形成、認定後の活動意欲の醸成を目的としたボ
ランティアのフォローアップ活動にも重点を置き、更なるガイドのスキルを向上させ、
訪れた方々により高い満足感を得ていただくよう進めていく必要がある。

次期教育ビジョンへの方向性

120人

15事業

現状値
（令和元年度）

－

10事業

目標値
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　歴史遺産をいかした学びの推進

　文化財の調査・保存・活用を進めます

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

埋蔵文化財調
査の推進

発掘調査は市内15地点で実施し、令和元年
度の調査成果は概報を刊行して公表した。

発掘調査は市内22地点で実施し、令和２年
度の調査成果は概報を刊行して公表した。
なお、令和２年度に行った発掘調査のう
ち、西元町万葉公園では遺跡看板を設置
し、調査成果を周知した。

発掘調査を20地点で実施した。そのうち２
地点について発掘調査報告書を刊行した。

ふるさと文化財課 4 4 4

総合文化財調
査の推進

本多八幡神社所蔵の神輿について新規に重
要有形民俗文化財として指定した。また、
コロナ禍のため、調査の聞き取りに時間を
要したが、予定していた建造物悉皆調査を
実施した。

中藤新田分水（胎内堀）について調査を行
い、国分寺市重要文化財の指定に向けて事
務を進めた。また、今までの調査成果を踏
まえ、令和３年10月に内藤にある沖本家住
宅（洋館・和館）は、国の有形登録文化財
となった。

本多八幡神社に所蔵されている民俗資料の
写真撮影と実測調査を行った。また昨年度
より継続して中藤新田分水跡（胎内堀）を
調査し、報告書の作成準備を行った。その
ほか解体される建造物の緊急的な記録調査
を行った。

ふるさと文化財課 4 4 4
4 4 4

市内に所在する文化財の調査を平成26年度
より継続的に実施。調査中の文化財もある
が、調査済の成果を報告書としてまとめる
必要がある。

市内に所在する文化財の調査を継続的に実
施し、より多くの文化財の把握と歴史の解
明に努める。
調査を行った文化財については報告書とし
て成果を公表し、公開活用に向けた資料を
蓄積する。

市内に所在する文化財の調査を継続的に実
施し、より多くの文化財の把握と歴史の解
明に努める。
調査を行った文化財については報告書とし
て成果を公表し、公開活用に向けた資料を
蓄積する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 ３冊 ３冊 ４冊

説明

・埋蔵文化財調査概報
・武蔵国分寺跡（僧寺地区）
　保存整備事業報告書
・史料目録

・埋蔵文化財調査概報
・武蔵国分僧寺跡北方地区
　報告書
・金属製品集成資料集

・武蔵国分寺跡（第762次調査）
・恋ヶ窪遺跡（第111次調査）
・東京都遺跡調査研究発表会資料
・史跡指定100周年記念歴史講座記録集

評価 Ｂ Ｂ B

実績 ０件 １件 １件

説明
調査後の目録候補のリストを作成したが、
登載までの精査に至っていない。また、建
造物の調査（1,200件）を実施した。

中藤新田分水については調査を実施し、国
分寺市重要文化財に指定するための目録と
して搭載した。他の文化財については調査
後の目録候補リストまで作成を進めたが、
所有者了解等まで得ておらず、登載までの
精査に至っていない。

中藤新田分水跡を市重要文化財に指定した
（令和４年９月30日）。また、近年指定し
た文化財の報告書作成の準備を行った。

評価 Ｃ C B

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

令和２年度から令和６年度までの各種調査の成果報告書刊行数〔①埋蔵文化財発掘調査報告書、②古文書目録、③民具･建造物等文化
財調査報告書、④史跡武蔵国分寺跡調査報告書〕

総合文化財調査（文化財の所在及び現状把握）に伴う目録登載数

1

成果指標①

①

施策の方向性Ⅳ

【Ⅳ－２】

取組の柱１

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

　文化財の調査・研究の推進

　国分寺の地下に眠る古い歴史の痕跡についての究明を進めるため、市内の埋蔵文化財包蔵地や国指定史跡武蔵国分寺跡附東山道武蔵路跡の発掘調査や
研究を行います。
　また、所有者の理解と協力を得て、知られていない文化財の把握に努め、その文化財の持つ歴史的背景や価値について調査や研究を行います。
　これらの調査・研究の成果は、学術報告書として刊行し、公開します。

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

2

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

②

成果指標②

年度
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５年間の達成状況評価 C：やや成果が上がらなかった

～令和５年度 ～令和６年度

発掘調査を11件実施した。前年度までの調
査のうち、３地点について発掘調査報告書
を刊行した。引き続き、未報告分の報告書
の作成を進める必要がある。

発掘調査を計18件実施した。引き続き、未
報告分の報告書の作成を進める必要があ
る。
計画期間中、埋蔵文化財の発掘調査を着実
に実施した。その成果は報告書や遺跡看板
において周知しているが、未報告のものも
あり、計画的に報告書を刊行できる体制の
構築が課題である。

3 3

国分寺市重要有形民俗文化財の本多八幡神
社神輿・力石調査報告書を刊行した。
中藤新田分水跡の発掘調査報告書について
は、中藤醤油工場跡の追加調査が必要と
なったため、刊行が遅れている。

解体される旧家の建造物等について記録調
査を実施した。
計画期間中、コロナ禍により調査が実施で
きなかった時期もあったが、解体・処分さ
れる旧家建造物や民具については、緊急対
応的な調査を着実に行うことで、貴重な地
域史に関わる資料の収集に務めた。調査成
果については、今後報告書等で公開を行う
予定である。

3 3
3

市内に所在する文化財の調査を継続的に実
施し、より多くの文化財の把握と歴史の解
明に努める。
調査を行った文化財については報告書とし
て成果を公表し、公開活用に向けた資料を
蓄積する。

令和５年度 令和６年度

５冊 ２冊

・国分寺市重要有形民俗文化財　本多八幡
神社神輿・力石調査報告書
・本町遺跡（第22次調査）
・恋ヶ窪遺跡（第115次調査）
・武蔵国分寺跡（第770次調査）
・多喜窪遺跡（武蔵国分寺跡第758次調
査）発掘調査報告書

・武蔵国分寺跡（第776次調査）
・令和３年度発掘調査概報

A C

０件 ０件

中藤新田分水跡及び中藤醤油工場跡の追加
調査及び調査報告書作成の準備を行った。

民俗資料の調査等を行ったが、目録登載ま
での精査には至っていない。

C C

埋蔵文化財調査の結果を基に成果がまと
められ、当時の様相の解明が進んでい
る。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

　総合文化財調査は、令和２～４年度に分野を限定しての調査を実施し、市の重要有形民俗文化財・重要史跡、国の有形登録文化財
（建造物）各１件ずつの文化財指定・登録につなげる成果を得た。また、市内の建造物悉皆調査は、令和２年度に市域西側を中心に
1,200件の調査を実施したものの、その後は中断している。令和５・６年度は旧家解体等に伴う緊急調査を履行したが、市内の文化
財の総合的把握には至っておらず、令和７年度以降も継続して実施する必要がある。埋蔵文化財調査も緊急対応的には着実に実施し
ているが、その成果報告書の定期的刊行に課題を残しており、計画的に調査報告書を刊行していくことが課題である。

文化財の把握のための調査が進み、歴史
遺産である文化財の保護が図られ、歴史
的・学術的価値が高い文化財の市指定が
促進されている。

次期教育ビジョンへの方向性
　市内に所在する文化財の調査を継続的に実施し、より多くの文化財の把握と歴史の解
明に努め、後世にその記録を引き継いでいく必要がある。また、資料の蓄積・管理を図
るとともに、その成果を積極的に公開活用する必要がある。

５冊

累計50件

現状値
（令和元年度）

－

0件

目標値
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　歴史遺産をいかした学びの推進

　文化財の調査・保存・活用を進めます

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

指定重要文化
財の保存・公
開活用の推進

恋ヶ窪村分水に関して啓発用のパンフレッ
トを作成した。また、長屋門２階において
重要有形文化財（国分寺村古絵図）を展示
し市民への文化財への関心を高めた。真姿
の池の水質保全のため、所有者の協力のも
と修繕を行い、保存管理を行った。

市民団体との協働事業として小学校２校
（五小・九小）の４年生に対して、市重要
文化財である恋ヶ窪村分水に関する事前学
習及び現地での学習を行った。また、東京
都文化財ウィークでは各指定文化財の周知
を行った。10月10日には「木造薬師如来
坐像」の公開に合わせて、市観光協会と共
催で市内文化財めぐりを開催した。啓発用
パンフレットとして「本多八幡神社の文化
財」を作成した。

国分寺市文化財保存事業として市重要文化
財である川崎・伊奈両代官謝恩塔の保存修
理工事を行い、修復完了記念として現地説
明を行った。東京都文化財ウィークでは各
指定文化財の周知を行った。10月10日に
は「木造薬師如来坐像」の公開に合わせ
て、市観光まちづくり協会と共催で市内文
化財めぐりを開催した。

ふるさと文化財課 4 4 5

文化財の公開
展示の充実

常設展に加えて企画展（玉川上水と国分寺-
恋ヶ窪村分水から見る水の変遷-）を実施
し、充実を図った。
また、コロナ禍のため、市内公共施設での
展示は制限されたが、人権平和課の戦争に
関するパネル展示に協力するなど、他課と
の連携による公開展示を実施した。

常設展に加えて企画展（発掘された国分寺
市2021、国分寺市の神社と祭礼）を実施
し、充実を図った。また、東京都との共催
で人権平和課と連携し、「東京空襲資料
展」の協力を行った。他館展示への協力で
は、江戸東京博物館へ市重要文化財「硬玉
製大珠」を貸出した。

武蔵国分寺跡資料館では常設展に加えて、
武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念展示と
して「史跡武蔵国分寺跡100年のあゆみ」
を実施した。文化財資料展示室の照明をＬ
ＥＤ化するとともに、展示物及びパネル等
のリニューアル、バリアフリー化のための
スロープの設置を行った。また、都公文書
館と共催企画展示として「史料に見る国分
寺のあゆみ～江戸時代の村々～」を公文書
館にて開催し、これら３館を巡る展示スタ
ンプラリーを実施した。その他、人権平和
課主催の「東京空襲資料展」の協力も行っ
た。

ふるさと文化財課 4 4 5

出土した埋蔵
文化財の保存
環境の整備

史跡地内にある文化財保存施設（白テン
ト）の出土品（3,000箱）を友好都市鳩山
町の施設を借りて移設し、適正な管理を
図った。また、移設後に史跡地内の文化財
保存施設（白テント）を除却し、整備し
た。

友好都市鳩山町の収蔵庫に移設した出土品
の保管状況を確認し、施設内の清掃等の管
理を行った。また、鳩山町の担当者と今後
収蔵可能な施設等について協議した。
その他の保管施設について補修等の維持管
理を適宜行った。

友好都市鳩山町の収蔵庫に移設した出土品
の保管状況を確認し、施設内の清掃等の管
理を行った。また、鳩山町の担当者と今後
収蔵可能な施設等について意見交換を行っ
た。文化財収蔵施設の屋根等の補修を行っ
た。その他、市内空閑地や公共用地等の調
査を行い、調整を開始した。

ふるさと文化財課 4 4 4
4 4 5

新たな保管場所の確保が喫緊の課題となっ
ている。既存の出土品の再整理等の必要性
はあるが、現状は難しい状況のため、時間
をかけて整理を進めていく必要がある。

現在、出土品の保管場所が狭あいになって
おり、閲覧要望及び展示に対応するため出
土品を選別する作業を進める必要があり、
市内に良好な保管環境を確保するため新規
施設の検討を進めるとともに既存施設の改
修も含め再整理を検討する必要がある。

現在、出土品の保管場所が狭あいになって
おり、適切な管理及び閲覧・展示に対応す
るため、関係部署と更なる調整を進める必
要がある。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 ５回 ６回 ９回

説明
①②③で常設展を実施した。①では秋季に
企画展、また、人権平和課事業に協力し、
戦争に関するパネル展示を行った。

①②③で常設展を実施した。①では夏季と
秋季に企画展、また、人権平和課事業に協
力し、空襲に関するパネル展示を行った。

①②③で常設展を実施した。①では武蔵国
分寺跡史跡指定100周年記念の特別展を実
施し、いずみホールで行った100周年記念
講演会、cocobunjiプラザ及び、むさし
の・ガーデン紀行が行ったオープンカフェ
でパネル展示も行った。東京都公文書館と
の共催企画展、また人権平和課事業に協力
し、東京空襲に関する資料提供等を行っ
た。

評価 Ｃ Ｃ B

実績 ３か所 ４か所 ５か所

説明
③の倉庫内を整理し白テントを除却、④の
収蔵施設を覆っているカバーの応急措置、
⑤の施設に3,000箱を保管した。

①の施設について出土品の再整理を行っ
た。②の施設について民具及び蔵書を確認
しスペース確保のため再整理した。③の施
設は現状確認を行った。④の保管施設のカ
バーの飛散防止措置及び清掃を行った。⑤
の施設について収蔵物の台帳を整備した。

①の施設について出土品の再整理を行っ
た。②の施設について民具及び蔵書を確認
しスペース確保のため再整理した。③の施
設の屋根を修復した。④の保管施設のカ
バーの交換を行った。⑤の施設の清掃を
行った。

評価 Ｂ B B

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№

施策の方向性Ⅳ

【Ⅳ－２】

取組の柱２

主要施策（上欄）
及び

主管課（下欄）

　文化財の保存・活用の推進

　市に残されている多くの文化財を後世に伝えるため、現在保管している出土品等の再整理や新たな保管庫の確保などにより、文化財の保管環境の改善
を図ります。
　また、市民の文化財に対する理解を深めるようにするため、保管されている文化財の公開を行うなど、文化財の活用を図ります。
　個人や法人所有の文化財の活用についても、所有者の理解と協力を得られるよう努めます。

2

3

1

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

成果指標①

成果指標②

市内公共施設や文化財展示施設での展示等を実施した回数〔展示箇所；①武蔵国分寺跡資料館、②民俗資料室、③文化財資料展示室〕

文化財の保管環境の整備・再整理件数〔整理箇所；①武蔵国分寺跡資料館附属棟、②民俗資料室、③文化財倉庫、④第一中学校敷地
内、⑤鳩山町タウンセンター〕

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

年度

①

②
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５年間の達成状況評価 B：一定の成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

東京都文化財ウィークでは各指定文化財の
周知を行った。10月10日には「木造薬師
如来坐像」の公開に合わせて、市観光まち
づくり協会と共催で市内文化財めぐりを開
催した。東京都指定名勝である「真姿の池
湧水群」については所有者が行った改修工
事に補助金を支出した。令和４年度に市重
要史跡として指定した中藤新田分水跡（胎
内堀）について10月24日から12月17日
まで秋季企画展を開催するとともに展示の
内容をまとめたパンフレットを発行した。

東京都文化財ウィークでは各指定文化財の
周知を行った。10月10日には「木造薬師
如来坐像」の公開に合わせて、市内文化財
めぐりを開催した。また、東京都指定名勝
である「真姿の池湧水群」については、所
有者が行った改修工事に補助金を支出し
た。
計画期間中は、こうした取組を通じて、文
化財の公開活用と、適正な保存・管理に努
めた。

4 4

武蔵国分寺跡資料館では常設展に加えて、
企画展（発掘された国分寺市2023、地中
に残っていた明治初期の土木遺産「中藤新
田分水跡　胎内堀」）を実施した。また、
文化財展示室においては、門扉の改修を行
うとともに、バリアフリー化のための車い
す用スロープを設置した。

武蔵国分寺跡資料館では常設展に加えて、
企画展（「国分寺市制施行60周年記念写真
展　国分寺市誕生 その日、その時」、「浜
野栄次昆虫コレクション～虫の色のひみつ
～」、「文化財保存館の歴史を振り返る15
年目の蔵出し展」）を実施した。また、お
たかの道湧水園入口部分のアスファルト舗
装修繕や、歩道の砂利舗装を行い、来園者
が安全に、安心して見学できるようの導線
の改善を行った。
計画期間中において、計画的に施設の改修
等を行い、来園者に優しい環境づくりを
行った。また、様々な企画展示を行い、公
開展示の充実を図った。

4 4

友好都市鳩山町の収蔵庫に移設した出土品
の保管状況を確認し、施設内の清掃等の管
理を行った。また、鳩山町の担当者と今後
収蔵可能な施設等について意見交換を行っ
た。
市内空閑地や公共用地等の調査と庁内調整
を行った。

友好都市鳩山町の収蔵庫に移設した出土品
の保管状況を確認し、施設内の清掃等の管
理を行った。また、市施設とともに収蔵状
況を確認し、保管状況リストを作成を進め
た。
その他の保管施設について引き続き公共施
設・用地などの調査と庁内調整を行った。
計画期間中、鳩山町における収蔵庫借用、
市内保管施設の統廃合など、保管場所確保
に向け関係各課と調整、検討を行った。

4 4
4

現在、出土品や民俗資料、古文書等の保管
場所が狭あいになっており、適切な管理及
び閲覧・展示に対応するため、新たな収蔵
庫の建設に向けて、関係部署と調整を進め
る必要がある。

令和５年度 令和６年度

８回 ６回

①②③で常設展を実施した。①では夏季と
秋季に企画展を行った。また、健康推進課
主催の天平メニュー講座、文化振興課主催
の文化講座及び文化財愛護ボランティア養
成講座において瓦や遺物等の展示を行っ
た。

①②③で常設展を実施した。①では夏季と
秋季に企画展を行った。また、市政戦略室
に協力し、新庁舎でのパネル展示を行っ
た。

Ｃ Ｃ

３か所 ２か所

②の施設について、屋根の破風板の交換等
を行った。④の収蔵施設を覆っているカ
バーの応急措置を行った。⑤の施設の状況
確認及び清掃を行った。

⑤の施設の状況確認及び清掃を行った。③
を令和７年度に解体することに伴い、状況
の確認を行うとともに、新たな保管場所に
ついて検討し、関係各課との調整を行っ
た。

B Ｂ

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

到達目標

　指定重要文化財の保存・公開の推進、および文化財の公開展示施設の充実に関しては、毎年、定期的に普及・展示イベントを開催
し、多くの市民に文化財の公開を図るとともに、指定文化財の劣化・損傷に伴う修繕を補助事業として複数件実施し、適切な保存に
努めた。また、出土した埋蔵文化財の保存環境の整備は、当該期間中に友好都市協定を締結している自治体の協力を得ることによ
り、一定程度の施設確保に努めた。今後も増え続ける埋蔵文化財をはじめとする調査資料の保管を巡っては、継続して関係各課と調
整を図りながら施設確保に向けて努める必要がある。

市施設による企画展等の実施、及びそれ
らを適切に広報することにより、公開展
示が拡充・充実している。

出土品の再整理等が行われ、適正な管理
が図られている。

指定重要文化財を適正に保存・管理し、
来訪者が歴史に親しみ関心を持つきっか
けとなるよう指定重要文化財の公開活用
が図られている。

次期教育ビジョンへの方向性
　出土品の保管場所が狭あいになっており、適切な管理及び閲覧・展示に対応するた
め、関係部署と更なる調整を進める必要がある。出土した埋蔵文化財のみならず、温湿
度管理が必要な古文書や民具などの文化財についても適切な管理が図れるよう保存環境
の整備を検討する必要がある。

現状値
（令和元年度）

13回

１か所

目標値

15回

5か所
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　歴史遺産をいかした学びの推進

　文化財の調査・保存・活用を進めます

令和２年度 ～令和３年度 ～令和４年度

史跡武蔵国分
寺跡附東山道
武蔵路の保
存・活用の推
進

コロナ禍において、歴史学習の場として
は、市内の小・中学校５校が訪れた。保存
管理団体として現状変更行為の監視を行
い、適切に管理を行った。また、整備完了
記念シンポジウムの記録集「史跡を使いた
おせ！」を発行し、史跡地の活用に関して
周知を図った。

コロナ禍であったが、歴史学習の場とし
て、市内の小・中学校９校の児童・生徒が
訪れた。保存管理団体として現状変更行為
の監視を行い、適切に管理を行った。また
桜の開花時においては、市観光協会の主催
により、史跡武蔵国分寺跡春のライトアッ
プが実施され、多くの方々が史跡に訪れた
ことで、新たな魅力としての活用が図られ
た。

感染予防対策を施し、歴史学習の場として
市内公立小学校10校・中学校２校の児童、
生徒が訪れた。武蔵国分寺跡史跡指定100
周年記念事業として、武蔵国分寺跡におい
て、文化振興課主催の姉妹都市・友好都市
文化交流イベント、スポーツ振興課主催の
史跡駅伝が実施された。また文化関連団体
による幻燈会や、ぶんぶんウォークの湧水
タウンとしての利用のほか、桜の開花時期
にはこくぶんじ観光まちづくり協会主催に
よるライトアップが実施され、多くの方々
が史跡地を訪れ普及活用が図られた。

ふるさと文化財課 4 4 5

史跡武蔵国分
寺跡附東山道
武蔵路の公有
化の推進

民有地１件、土地開発公社からの買い戻し
４件の買収を行った。国庫補助金の追加補
助により、当初予定した以上の土地開発公
社からの買戻しを実施した。

民有地２件の買収を行った。国庫補助金の
追加補助により、当初予定した以上の公有
化を進めた。

民有地２件の買収を行った。また令和３年
度の追加指定に伴う環境整備として、国有
地の測量を行った。

ふるさと文化財課 5 5 5

史跡武蔵国分
寺跡保存整備
事業（僧寺地
区）の推進

コロナ禍であったが、中門東側の芝生化
（約300㎡）や避難看板等の撤去、遺構の
案内板の設置等予定した期間内に実施し
た。

南門地区に跨る３本の道路（赤道）の廃止
の手続きを行い、令和４年度以降の整備工
事を行うための環境整備を行った。
また、史跡整備事業を広く周知するために
歴史公園ガイドブックを発行した。

南門地区にある倒木・老木の恐れがある高
木52本、低木約262本の伐採を中心とした
修景工事を行い、参道・南門・中門・金
堂・講堂が南北一列に並ぶ伽藍中軸線の視
界を確保した。令和３年度に使用貸借を交
わした箇所には看板設置・防草シートの設
置を行い、景観に配慮した工事を行った。
また、四中への通路部分には、四中生徒・
教員と共同し塼（せん）を設置した。

ふるさと文化財課 5 4 4
5 4 5

令和４年度以降、南門地区、北方・推定中
院地区、塔地区について順次整備を着実に
進めていく必要がある。

令和４～７年度は南門地区、令和８～９年
度は北方・推定中院地区、令和10年度以降
は塔地区等、とエリアごとに順次整備を着
実に進めていく必要がある。

令和５～７年度は南門地区、令和８～９年
度は北方・推定中院地区、令和10年度以降
は塔地区等、とエリアごとに順次整備を着
実に進めていく必要がある。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実績 42,493.8㎡ 42,493.8㎡ 42,493.8㎡

説明
中門東側一角の整備（340.8㎡）
・公園管理用車両の進入口設置
・「広域避難場所」看板の建替等

令和４年度からの円滑な工事実施に向け、
赤道3本の廃止等を行った。

南門地区の整備範囲（17,070㎡）にある
老木や倒木の恐れがある樹木（34本）の伐
採を行った。また、使用貸借箇所には注意
看板の設置、管理のため防草シートの設置
を行った。

評価 Ｂ C B

実績 12件 32件（うち中止３件） 25件

説明
・減免対象　８件
・有料　　　４件

・減免対象　23件（うち中止１件）
・有料　　  　9件（うち中止２件）

・減免対象　17件
・有料　　　 ８件

評価 Ｃ B B

●達成状況を各年度終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

　史跡の保存・整備・活用の推進

　市名の由来となっている史跡武蔵国分寺跡などの歴史遺産を大切に保存し、後世に継承するため、歴史公園として整備するとともに、市民が史跡に触
れることができる憩いの場や歴史学習の場となるよう活用を図っていきます。

1

成果指標①

年度

施策の方向性Ⅳ

【Ⅳ－２】

取組の柱３

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

№
主要施策（上欄）

及び
主管課（下欄）

取組状況（上欄）及び評価（下欄）

２　成果指標の達成状況評価

評価の平均値

課題及び
今後の方向性

3

2

●進捗状況を最終年度を除く各年度終了後に評価⇒　５:順調に進んでいる　４:概ね順調に進んでいる　３:やや遅れている　２:遅れている　１:実績なし
●達成状況を最終年度（令和６年度）終了後に評価⇒　A:十分な成果を上げた　B:一定の成果を上げた　C:やや成果が上がらなかった　D:成果が上がらなかった

成果指標②

史跡武蔵国分寺跡の整備完了面積

歴史公園（①武蔵国分寺尼寺跡、②武蔵国分寺跡北方地区、③僧寺北東地域、④国分寺崖線下地域、⑤僧寺中枢地域）使用許可数

①

②
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５年間の達成状況評価 B：一定の成果を上げた

～令和５年度 ～令和６年度

歴史学習の場として市内公立小学校10校・
市内公立中学校１校・市外小学校３校・市
外中学校７校の児童・生徒が訪れた。おた
かの道湧水園では国分寺まつりと連動し古
民具を活用したコンサートを行った。また
文化関連団体による幻燈会や、ぶんぶん
ウォークの史跡湧水タウンとしての利用の
ほか、桜の開花時期にはこくぶんじ観光ま
ちづくり協会主催によるライトアップを実
施した。さらには10月10日の木造薬師如
来坐像の開帳に合わせ史跡地を中心とした
市内文化財めぐりを観光まちづくり協会と
合同で行うことにより多くの方々が史跡地
を訪れ普及活用が図られた。

市内外の多くの児童・生徒が史跡を見学し
た。おたかの道湧水園では楽器と語り部に
よるコンサート事業や、こくぶんじ観光ま
ちづくり協会主催による桜のライトアッ
プ、薬師堂御開帳に合わせた市内文化財め
ぐりを開催することで多くの方々が史跡地
を訪れ、普及・活用を図ることができた。
東山道武蔵路跡では路面の点字ブロックを
修繕し、来訪者の安全性を確保した。
計画期間中、市内小学校の校外学習事業を
はじめ、様々な団体が史跡地を利用したイ
ベントを開催し、歴史学習の場や観光資源
としての活用がなされた。

5 5

長年の懸案であった七重塔跡の用地買収を
含め、民有地２件の買収を行った。また、
令和６年度の土地開発公社の先行取得に向
けて、１件の測量を行った。

民有地３件と土地開発公社からの買戻し１
件の用地買収を行った。
計画期間中、着実に用地買収を進め、史跡
地の公有化が進んだ。

5 5

南門地区の西範囲について、伽藍地区画溝
の復元、遺構解説板の設置、四阿（あずま
や）・ベンチ等の設置、植栽、芝生化、イ
ンフラ等の設置など、約6,625㎡の史跡整
備工事を実施した。

南門地区の参道周辺（約4,530㎡）の整備
について、南門の半立体復元表示、伽藍地
区画溝の半立体復元、溝にかけられた木橋
の復元、参道の表示や、南エントランス広
場への大型立体地形模型、史跡名称標識の
設置を行った。
計画期間中、着実に史跡指定地内の公有地
について、歴史公園としての整備を推進し
た。

5 5
5

令和７年度の南門地区完成、令和８～９年
度は北方・推定中院地区の実施、さらに令
和10年度以降の整備方針の検討を着実に進
めていく必要がある。

令和５年度 令和６年度

49,118.8㎡ 53,648.8㎡

南門地区西範囲の整備（約6,625㎡）
・遺構復元、解説板の設置
・四阿（あずまや）、ベンチ等の設置
・植栽、芝生化など

南門地区参道周辺の整備（約4,530㎡）
・遺構復元、解説版の設置
・四阿（あずまや）、ベンチ等の設置
・南エントランス広場の整備

A B

31件 26件

・減免対象　14件
・有料　　　17件

・減免対象　15件
・有料　　　11件

B B

史跡地の管理が適切に図ら
れるとともに、歴史学習の
場や観光資源として史跡地
が活用されている。

１　主要施策の進捗状況（令和２年度～５年度）・達成状況（令和６年度）評価

取組状況（上欄）及び評価（下欄）
到達目標

　史跡武蔵国分寺跡の保存・活用及び公有化の推進では、整備された歴史公園を様々なイベント会場として活用したほ
か、市内小学校を中心に校外学習支援事業を継続的に展開し、多くの来訪者があることで、史跡が貴重な歴史遺産であ
ることを広く市民等に周知することができた。毎年着実に公有化を進め、史跡地を開発から保護する取組も続けてい
る。保存整備事業は、令和３年度以降、僧寺南門地区へ対象地を移し、赤道の廃止、高木伐採、南門・参道の整備に
よって、令和６年度までに伽藍中軸線の視界を確保し、令和２年度に整備を完了した伽藍中枢部と一体的な整備を進め
た。令和７年度に南門地区を完了させ、引き続き、北方・推定中院地区への整備につなげていく。

計画的かつ緊急時での買取
が適切に進められている。

次期教育ビジョンへの方向性
　エリアごとに着実に引き続き用地買収を継続していくともに、調査成
果に基づいた史跡保存整備及び整備事業の周知をあわせて進めていく必
要がある。また、整備した歴史公園が来訪者にとっていつでも安心・安
全に学べる憩いの場となるよう、公園の維持管理の充実を図っていく必
要がある。

保存整備が計画に基づいて
進み、市民の憩いの場とし
ての活用が図られている。

現状値
（令和元年度）

42,153㎡

29件

目標値

64,385㎡

50件
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点検及び評価に関する 

学識経験者からの意見 
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〇川崎
かわさき

 知已
と も き

 氏（千葉商科大学教授） 

 

１．事務局からの説明 

 国分寺市教育委員会の令和６年度第２次国分寺市教育ビジョンに基づく主要施策の点検及び評

価にかかわる学識経験者としての委嘱を受け、事務局から事業説明会に基づき説明を受けた。 

以下、国分寺市教育委員会の点検及び評価全体の講評と主要施策の中で特に特徴的な施策につい

て意見を述べる。 

日程：令和７年 10月８日（水） 場所：市役所会議室 201 

 

２．国分寺市教育委員会の主要施策の点検及び評価（５年間の達成状況評価）について 

 国分寺市教育委員会は、国の教育の動向を踏まえ、将来を担う子どもたちに求められる資質・

能力、学ぶ姿勢・態度の育成・支援や、すべての市民が生涯にわたって豊かな学びができる環境

づくりに関する諸施策を、４つの方向性に位置付け、確実かつ着実に展開してきた。また、その

進捗状況をエビデンス・ベーストで誠実に点検しており、客観性と信頼性が高い評価になってい

る。教育の効果を短期間で数値的に測定することは難しいものであるものの、今後も、目標指標

を単年度、複数年度に設けるなどして、量的に測定できるもの、質的に把握できるものから点検

及び評価をしていくことを期待する。 

 

３．施策への意見 

（１）施策の方向性Ⅰに対して 

□２－１：新しい時代に必要となる資質・能力の育成（Ｐ28～29） 

 よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成にあたっては、探

究的な見方・考え方を働かせ、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現

する学習のプロセスが重要である。「国分寺学」は、この学習プロセスを、様々な歴史遺産、自

然、豊富な地域人材・資源等を擁している国分寺の地域性を活かして行う教育活動である。児

童・生徒は、義務教育９年間を通して何度となく探究の学習のプロセスを繰り返すなかで、探究

的な見方・考え方を身に付けていくだけでなく、郷土愛、郷土への課題意識、貢献意識を育んで

いく極めて教育価値の高いものと考える。令和６年度から完全実施になったことで、今後、児

童・生徒の認知的能力、非認知的能力の全体的な向上が期待できる。授業実践モデルの共有と積

極的な活用を図るなか、発達段階に応じた資質・能力の段階表をもとに、児童・生徒の力の伸長

をアセスメントしていくことが望まれる。 

□４－３：教育相談体制の強化（Ｐ40～41） 

 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の施行に伴

い、不登校児童・生徒に対して、「学校復帰」を唯一の目標とせずに、学びの機会を確保し、その

成長と社会的自立を支えることを目的とされた。しかしながら、指導や支援につながっていない

（支援の届かない）児童・生徒が存在することが問題である。国分寺市教育委員会はこの課題に

着目し、「ＴＳＵ・ＮＡ・ＧＵプラン」をもとにした不登校総合対策を推進している。指導や支援

につなげていくためには、多職種連携がキーワードとなる。国分寺市では、そのキーパーソンと

なるスクールソーシャルワーカーを増員、育成し、学校訪問の回数を確保するなどの取組は意義

深いことで、児童・生徒、保護者、教職員のウエルビーイングの向上に寄与するものと言える。 
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（２）施策の方向性Ⅱに対して 

□２－１：家庭・地域との連携の推進（Ｐ50～51） 

コミュニティ・スクールの全校展開と活性化が着実に進んでおり、学校支援コーディネータの

養成と活用、フォーラムの開催などにより、学校と地域の協働体制が整備されつつある。情報共

有を通じて地域の教育力が学校運営に活かされている点は大きな成果であり、今後は地域人材の

持続的な確保と、保護者・住民の主体的参画をどう促すかが課題となると考える。学校を中心と

した地域社会の醸成がコミュニティ・スクールからスクール・コミュニティ国分寺市へと展開す

ることを期待する。 

□３－１：施設整備の推進（Ｐ52～53） 

 児童数の増加、小学校 35人学級の実施など、様々な環境が大きく変化した中、将来的な計画的

建替えをも見据えて、『国分寺市学校施設長寿命化計画』に基づき、学校施設の老朽化対策、トイ

レの洋式化、空調設備の導入など、適切な改修及び改築を進め、学習環境の物理的改善が計画的

に実施され、児童・生徒にとって安全で良好な学習環境を着実に整備されている。ユニバーサル

デザインの視点を取り入れた整備と、防災機能の強化も今後の課題として考えられる。 

□３－２：安全・安心な環境の充実（Ｐ54～55） 

 給食における地場産野菜の供給だけでなく、学校給食に児童の体験的機会を取り込んだ取組は、

児童の地場産食材への理解と愛着を深めるとともに、「国分寺学」での学びを広げ、深める点に

おいても教育的価値のあるものである。また、課を横断して「国分寺学」を展開できるところに、

国分寺市教育委員会の組織力が窺える。 

（３）施策の方向性Ⅲに対して 

□１－１：多様な学びの提供／１－２：自主的な学びの支援（Ｐ56～59） 

 障害者、障害のある児童・生徒など、様々な特性のある市民に対して、アウトリーチ的な姿勢

で図書の貸出、障害者サービス用の資料や機器の体験機会の提供などが行われており、図書館と

して様々な市民が学べる学習機会の提供に積極的な姿勢が見られる。同様に、成人を対象とした

大人版「宇宙の学校」事業は、個人では学びにくい学習機会を社会教育として提供している点で

意義深い事業である。 

□２－１：学校・家庭・地域との連携（Ｐ62～63） 

 公民館で実施された「もとまちボードゲームパーティ」は、コンシューマーゲーム等に慣れ親

しんでいる児童・生徒に、ボードゲームを媒介として幅広い年齢層の人との交流のよさを味わう

機会を提供することであり、学校教育では得難い学びの好例である。今の児童・生徒の課題を社

会教育の立場から見据え、学びの場を提供する姿勢に、課題意識の高さと積極性が窺える。 

（４）施策の方向性Ⅳに対して 

□２－３：史跡の保存・整備・活用の推進（Ｐ74～75） 

 武蔵国分寺跡の公有化率を 76.2％まで広げたことは、史跡を都市化から保護・保存し、歴史公

園として整備する上での重要なステップである。今後、国分寺市の豊かな歴史的・文化的資源を

活用し、地域に根ざした学びの創出と市民の文化財への理解促進を図ることに大きく寄与すると

考える。学校教育との連携による文化財教育の深化、市民参加による保護活動の広がり、史跡整

備を含む保存・活用体制の前進も確認した。このことは、児童・生徒が地域の歴史と誇りを学ぶ

契機であるとともに、市民による主体的な関わりが文化の継承と活性化に貢献していると考える。

一方で、参加層の固定化や活動の持続性・新規性に課題が見られ、より多世代・多様な層へのア

プローチが求められる。 
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〇柴田
し ば た

 彩
さ

千子
ち こ

 氏（東京学芸大学教授） 

 

１．事務局からの説明 

 国分寺市教育委員会の令和６年度第２次国分寺市教育ビジョンに基づく主要施策の点検及び評

価にかかわる学識経験者としての委嘱を受け、事務局から事業説明会に基づき説明を受けた。 

以下、国分寺市教育委員会の点検及び評価全体の講評と主要施策の中で特に特徴的な施策につい

て意見を述べる。 

日程：令和７年 10月８日（水） 場所：市役所会議室 201 

 

２．国分寺市教育委員会の主要施策の点検及び評価（５年間の達成状況評価）について 

 国分寺市教育委員会は、目指す学びのまちの姿として設定した「人と人がつながり、学びが循

環するまち」を実現するために、『第２次国分寺市教育ビジョン』を、４つの施策の方向性（Ⅰ.

生きる力の育成、Ⅱ.学校教育環境の充実、Ⅲ.社会全体の教育力の向上、Ⅳ.歴史遺産をいかし

た学びの推進）、27の取組の柱、主要施策の３層構造によって策定し、その内容を着実に遂行し

てきた。また、この進捗状況を丁寧に点検しており、この点検内容については、子どもから高齢

者までの多様な市民が、学校や社会教育施設等をはじめとした地域において、つながり、学び合

うことにより、学びを通したコミュニティ形成を実現化していくことを意識しながら評価を行っ

た。今後も確実な施策の展開が継続され、国分寺市における「学びの循環」がさらに進むことを

期待したい。 

 

３．施策への意見 

（１）施策の方向性Ⅰに対して 

□２－１：新しい時代に必要となる資質・能力の育成（Ｐ28～29） 

 令和６年度には、これまでの実践研究による準備・試行期間を経て、「総合的な学習の時間」

を中心に各教科等との横断的なカリキュラムを整備し、全校で国分寺学を完全実施したことは、

大きな成果である。国分寺学の理念には、児童・生徒の課題発見力、情報収集力や発信力、課題

解決に向けた分析力等の涵養が包含されている。全校がコミュニティ・スクール（以下「ＣＳ」

という。）化したことも相俟って、地域の特性をいかした国分寺学における児童・生徒の実践的

な学びが、多くの地域の大人との協働によって、推進される素地が整備された。今後の展開が大

いに期待できる。 

□４－３：教育相談体制の強化（Ｐ40～41） 

 全国的な傾向として不登校児童・生徒が増加している中、全ての不登校児童・生徒が保護者以

外の大人と確実につながり、支援を得ることのできるよう、「ＴＳＵ・ＮＡ・ＧＵプラン」をもと

にした不登校総合対策が講じられた。不登校児童・生徒の居場所であるサポート教室の拡充、ト

ライルームの機能強化、バーチャル・トライルームの活用、スクールソーシャルワーカーの機能

強化等、保護者への支援も含めた総合的な取組である点、支援者同士がつながる機会を設定し、

地域ぐるみで各取組の情報を共有する体制を整備しようとする点が、大いに評価できる。 
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（２）施策の方向性Ⅱに対して 

□２－１：家庭・地域との連携の推進（Ｐ50～51） 

 国分寺市がこれまでに培ってきた５つの中学校区における小・中連携教育を基本として、ＣＳ

協議会が全 15 校で発足された。国分寺市の特長として、中学校区ごとに公民館が設置されてお

り、そこには多様な市民（市民組織）と学校関係者によって構成される「地域会議」を基本とし

た社会教育と学校教育の協働の実践の積み重ねがある。国分寺市が培ってきたこのような実践の

積み重ねは、今後ＣＳを推進するための大きな原動力になるであろう。また、学校支援コーディ

ネータを養成するための事業がスタートし、今後、上述の国分寺学の推進とともに国分寺市独自

のＣＳの展開が期待される。 

□３－１：施設整備の推進（Ｐ52～53） 

 学校教育において、児童・生徒が安全・安心に学習するための環境整備は必須条件である。『国

分寺市学校施設長寿命化計画』に基づき、計画的な大規模改造工事が滞りなく実施された。特に、

昨今の気候変動の下、高い確率で起こり得る水害への対策としての屋上防水や、酷暑に備えた体

育館の空調完備等が、資材や人件費が高騰する中で、確実に遂行されたことは評価できる。 

□３－２：安全・安心な環境の充実（Ｐ54～55） 

 国分寺市の特色である都市農業を、学校給食や児童・生徒の学習素材として積極的に活用して

いる。その際、市内農業者と児童・生徒との交流を図り、両者が学び合う取組を重視しながら進

めている点に、国分寺市の「人と人とがつながり、学びが循環するまち」を目指す姿勢が見て取

れる。既に一部の学校では、国分寺学の取組として「こくベジ」を扱った探究学習に取り組んで

いる。また、学校給食費の無償化および学校給食代替費補助金の交付が実現されたことは、家庭

の経済支援という側面ばかりではなく、給食の喫食率が上がったことで、児童・生徒の地域理解

や国分寺学の取組を一層進める上で、一定の効果が認められるものである。 

（３）施策の方向性Ⅲに対して 

□１－１：多様な学びの提供／１－２：自主的な学びの支援（Ｐ56～59） 

 障害の有無に関わらず誰もが気軽に学びの機会にアクセスできるよう、図書館事業の充実化を

図った。特に、特別支援学級学級文庫に関わる事業では、図書館課と学校（担当教員）との連携

によって児童・生徒のニーズを把握したり、多様な特性を持った市民が親しむことのできる「り

んごの棚」を市内の各図書館や市役所に設置したり、きめ細やかな対応が図られた。また、「日本

の宇宙開発発祥の地」である国分寺市の「宇宙の学校」事業の対象者を、子どもだけではなく大

人にも広げて展開し、大人と子どもが学び合う仕掛けづくりを行った点が特長的である。 

□２－１：学校・家庭・地域との連携（Ｐ62～63） 

 市内の各公民館では、多様な市民をつなげ、子どもから高齢者までの世代間交流を図る事業を、

地域の多様な組織との協働事業として活発に実施している。こうした事業は、地域の子どもの居

場所づくりや体験活動の充実化、市民の地域参加のきっかけを創出する機能を果たすものとして

評価できる。今後も、市民と共に企画運営される生涯学習事業の展開を期待する。 

（４）施策の方向性Ⅳに対して 

□２－３：史跡の保存・整備・活用の推進（Ｐ74～75） 

 国分寺市の文化遺産である史跡武蔵国分寺跡の整備事業が計画的に推進されるとともに、文化

遺産の活用・教育普及事業が一層充実化したことを確認した。ＣＳ協議会の委員に当該課の職員

が参画したことによって、今後一層教育普及の側面が充実化されることが期待できる。 
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